
寛
保
二

(

一
七
四
二)

年
三
月
廿
七
日
に
相
定
ま
り
、
四
月
に
老
中
松
平
左
近
将
監
乗
邑
か
ら
吉
宗
へ
上
聞
に
達
し
た

｢

公
事
方

御
定
書｣

(

以
下

｢

御
定
書｣

と
略
称)
そ
の
も
の
を
証
す
る
写
本
は
伝
存
し
て
い
な
い
。
そ
の
な
か
で
茎
田
佳
寿
子
氏
は
明
治
大

学
刑
事
博
物
館

(

当
時)

所
蔵
の

｢

秘
宝
政
用
集

巻
下｣

が
成
立
当
時
の
原
形
に
最
も
近
い
と
し
て
翻
刻
紹
介
さ
れ
た

(

一
九
七

四
年
原
発
表
、
後
同
氏

『

江
戸
幕
府
法
の
研
究』
所
収
・
一
九
八
〇
年)

。
九
十
条
か
ら
な
る
構
成
、
特
に
三
箇
条
に
わ
た
り
寛
保

三
年
八
月
に
他
箇
所
に
移
行
す
る
規
定
が
含
ま
れ
る
な
ど
の
諸
点
か
ら
、
原
形
の
形
態
を
伝
え
る
と
す
る
茎
田
氏
の
指
摘
は
基
本
的

に
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
当
該
史
料
の
書
写
年
代
は

｢

ご
く
幕
末
期
の
も
の｣

、｢

旗
本
大
久
保
家
の
旧
蔵｣

か
と
さ
れ
る

(

上
掲
書
三

一
頁)

に
留
ま
り
、
詳
細
の
不
明
で
あ
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
次
掲
の
藪
利
和
氏
も
批
判
す
る
よ
う
に
、
茎
田
氏
自
身
に
よ

る
校
訂
以
外
に
も

｢

不
都
合
な
文
言｣

な
ど
が
多
数
認
め
ら
れ
、
確
信
あ
っ
て
の
採
択
か
、
誤
植
も
含
む
校
訂
ミ
ス
な
の
か
も
問
題

を
残
す
。

他
方
藪
利
和
氏
は

｢

秘
宝
政
用
集｣

を
も
諸
条
文
の
配
列
・
条
数
の
確
認
に
利
用
し
な
が
ら
、｢

科
条
類
典｣

の

｢

御
定
書｣

成
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立
を
め
ぐ
る
諸
史
料
の
変
遷
の
分
析
を
通
し
て
寛
保
二
年

｢

御
定
書｣

の
復
元
を
行
わ
れ
た
。
結
果
的
に
茎
田
氏
の
翻
刻
に
は
復
元

条
文
か
ら

｢

余
分
な
規
定｣

や
項
目
の
欠
落
、
不
都
合
な
文
言
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
御
自
身
の

｢

復
元
し
た

『

原
テ
キ

ス
ト』
こ
そ
、
ま
さ
に
原
典
に
よ
り
近
い
テ
キ
ス
ト
と
な
る｣

と
自
負
す
る(｢『

公
事
方
御
定
書
下
巻』

の
原
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て｣

大
竹
秀
男
・
服
藤
弘
司
編

『

幕
藩
国
家
の
法
と
支
配』

所
収
・
一
九
八
四
年)

。
た
だ
依
拠
史
料
を

｢

科
条
類
典｣

の
み
に
頼
っ
て

い
て
よ
い
か
、
同
氏
も
認
め
る

｢

科
条
類
典｣

の
校
訂
の
必
要
性
と
併
せ
て
問
題
を
残
す
。

そ
の
後
、
高
塩
博
氏
は
入
手
さ
れ
た
庄
内
藩
熊
野
田
村
肝
煎
役
田
中
家
旧
蔵
の

｢

公
裁
秘
録｣

上
下
二
冊
を
分
析
し
て
、
同
書
に

は

｢

寛
保
三
年
極｣

を
最
も
新
し
い
年
次
に
も
つ
肩
書
や
幾
つ
か
の
題
号
の
変
更
や
多
く
の
条
文
内
容
の
変
更
を
伴
う
追
加
等
の
諸

特
徴
の
存
在
か
ら
、
寛
保
三
年
増
修
本
の
伝
本
と
確
認
さ
れ
た

(｢

寛
保
三
年
増
修
本
の

『

公
事
方
御
定
書』

下
巻
に
つ
い
て｣

『

国

学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要』
第
九
十
五
輯
・
二
〇
〇
五
年)

。
本
写
本
自
体
も
字
句
の
細
目
に
つ
い
て
は
誤
写
な
の
か
不
正

確
な
箇
所
が
随
所
に
散
見
さ
れ
る
が
、
本
写
本
の
出
現
に
よ
り
、
氏
の
表
現
に
従
う
な
ら
ば
、｢

寛
保
二
年

『

御
定
書』

の
復
原
に

少
し
ば
か
り
寄
与
す
る｣

と
し
て
、
五
六
条
盗
人
御
仕
置
之
事
中
の

｢

一
都
て
盗
物
之
品
は
、
被
盗
候
者
ぇ
相
返
し
可
申
候
、
…
…

…
…｣

の
規
定
を
藪
氏
が
同
条
一
項
と
し
て
復
原
し
た
が
、｢

秘
宝
政
用
集｣

と
寛
保
三
年
増
修
本
は
末
尾
に
配
置
し
て
お
り
、
修

正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
三
四
条
借
金
銀
取
捌
定
日
之
事
で
は
四
月
・
十
一
月
の
月
だ
け
を
復
元
し
た
藪
氏
の
案

に
対
し
て
、
両
史
料
共｢

四
月
十
六
日
・
十
一
月
十
六
日｣

と
記
す
の
で
、
日
付
の
存
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る(

三
八
頁)

。

同
様
な
問
題
と
し
て
、
二
六
条
二
・
三
項
は
寛
保
二
年
史
料
で
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
寛
保
三
年
増
修
本
に
存
す
る
が
、｢

追
加｣

の

注
記
は
存
在
し
な
い
一
方
、｢

科
条
類
典｣

に
も
増
補
記
事
は
検
出
さ
れ
な
い
。
二
・
三
項
も
寛
保
二
年

｢

御
定
書｣

に
最
初
か
ら

存
し
た
も
の
か
、｢

寛
保
三
年
増
修
に
よ
る
追
加
の
規
定
な
の
か
に
つ
い
て
は
後
考
に
俟
ち
た
い｣

と
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
る
。
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こ
の
角
度
か
ら
寛
保
二
年
・
寛
保
三
年
増
修
の
三
史
料
を
対
比
す
る
と
同
様
な
問
題
が
他
に
も
検
出
さ
れ
る
。

一
条
目
安
裏
書
初
判
之
事
の
内
、
三
奉
行
の
管
轄
を
記
し
た
後
に
出
廷
の
裏
書
差
遣
に
続
い
て
、
茎
田
史
料
で
は

｢

尤
借
金
出
入

者
右
取
計
候
壱
ケ
年
両
度
之
日
限
罷
出
候
様
裏
書
可
遣
候
事｣

と
の
記
載
が
存
す
る
が
、
藪
史
料
で
は
復
元
さ
れ
て
お
ら
ず
、｢

余

分
な
規
定｣
と
片
づ
け
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
は

｢

尤
借
金
…
…｣

の
付
記
の
な
い

｢

…
…
裏
書
可
遣
候
事｣

に
留
ま
る
規
定
を
含

む

｢

右
五
ケ
条
、
但
書
、
奥
書
共
ニ
、
唯
今
迄
之
取
計
を
以
相
認
申
候｣

と
の
朱
書
の

｢

御
好
ニ
付
懸
紙｣

の
あ
る
寛
保
元
年
十
二

月
の
三
奉
行
の
伺
を
受
け
て

｢

寛
保
二
年
三
月
廿
二
日
伺
之
通
御
下
知
、
本
文
極
ル｣

と
の
記
述

(

禁
令
考
後
一
―
二
五
二
頁)

に

基
づ
く
と
推
定
さ
れ
る
。
但
し
高
塩
史
料
は
茎
田
史
料
と
同
文
で
あ
り
、
配
置
も
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
高
塩
史
料
で
は

｢

棠
蔭

秘
鑑｣

に
見
え
る

｢

享
保
六
年｣
の
肩
書
以
外
に

｢

寛
保
二
年
極｣

の
肩
書
が
あ
る
の
で
あ
る
。
高
塩
史
料
で
多
数
検
出
さ
れ
る

｢

寛
保
二
年
極｣

の
肩
書
は
御
定
書
撰
集
の
折
に
決
定
し
た
事
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
項
に
つ
い
て
は
高
塩
氏
は

｢

通
則
へ

の
付
加
増
補

(『

徳
川
禁
令
考』

に
修
正
に
関
す
る
記
事
見
え
ず)｣

と
言
及
す
る

(

三
二
頁)

が
、｢

寛
保
二
年
極｣

の
肩
書
の
存

在
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
は
無
い
。
寛
保
二
年
四
月
以
降
、
直
ち
に
増
補
作
業
が
開
始
さ
れ
て
い
た
一
例
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
条
二
項
本
文
末
尾
に
茎
田
史
料
で
は

｢

若
亦
双
方
証
文
有
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
致
再
吟
味
間
敷
事｣

の
語
句
が
存
在
す
る
が
、
藪
史

料
で
は

｢

余
分
な
規
定｣

と
し
て
記
載
し
な
い
。
禁
令
考
後
一
―
二
九
八
頁
以
降
の
記
述
に
よ
る
と
、
元
文
三
・
四
年
帳
で
は

｢

若

亦
双
方
…
…｣

の
語
句
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
寛
保
元
年
三
奉
行
の
伺
で
も
同
語
句
が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
該
当
箇
所
に
は

｢

若

●
又
双
方
…
…｣

と
丸
が
挿
入
さ
れ
、
そ
の
下
に

｢

●[

書朱]
『

此
所
若
又
よ
り
以
下
之
文
言
除
可
然』｣

と
す
る

｢

御
下
ケ
札｣

が

附
さ
れ
て
、
結
果

｢

…
…
伺
之
上
詮
議
取
掛
り
可
申
事｣

に
留
め
る
吉
宗
の
見
解
通
り
に
、
寛
保
二
年
三
月
廿
二
日
に
御
下
知
が
有

り
、｢

本
文
極
ル｣

と
す
る
。
こ
の

｢

科
条
類
典｣

掲
載
の

｢

御
定
書｣

成
立
の
経
過
史
料
を
眺
め
る
限
り
、
藪
氏
の
指
摘
通
り
で
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あ
る
。
た
だ
高
塩
史
料
の
寛
保
三
年
増
補
規
定
に
茎
田
史
料
と
同
一
語
句
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
塩
氏
の
言
及
は
無
い

が
、
寛
保
三
年
に
増
補
し
た
史
料
も
見
出
せ
な
い
の
で
、
何
ら
か
の
事
情
か
ら
寛
保
二
年

｢

御
定
書｣

撰
集
過
程
で
右
記
語
句
を
最

終
的
に
復
活
挿
入
し
、
寛
保
三
年
本
に
も
継
承
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
の
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
。

こ
の
よ
う
に

｢
科
条
類
典｣

掲
載
の

｢

御
定
書｣

成
立
の
経
過
に
関
す
る
史
料
に
全
幅
の
信
頼
性
が
置
き
え
る
か
疑
問
が
起
き
て

く
る
と
、
藪
氏
の
復
元
だ
け
で
は
飽
く
ま
で
も

｢

原
典
に
よ
り
近
い
テ
キ
ス
ト｣

に
留
ま
り
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
寛
保
二
年

｢

御

定
書｣

を
収
載
す
る
史
料
の
探
索
の
課
題
が
残
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

近
時

｢

元
禄
御
法
式｣

の
閲
覧
の
必
要
性
か
ら

｢

内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊｣

シ
リ
ー
ズ
で
写
真
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

『

教
令

類
纂』

初
集

(

吸
古
書
院
・
一
九
八
二
年)

を
眺
め
て
い
た
が
、｢

元
禄
御
法
式｣

を
掲
載
す
る
二
十
五

｢

御
定
書
之
部｣

に
続
く

二
十
六

｢

御
定
書
之
部｣

が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
史
料
を
掲
載
す
る
の
か
と
瞥
見
す
る
と
、
困
惑
し
つ
つ
も
興
味
深
い
史
料
を
検
出

し
た
の
で
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム

｢

近
世
法
制
史
料
集｣

に
附
さ
れ
た
解
説
で
、
石
井
良
助
氏
が

『

教
令
類

纂』

を
詳
し
く
紹
介
す
る
の
で
、
抄
出
す
る
と
、
幕
府
先
手
頭
宮
崎
成
身
が
父
の
事
業
を
継
承
し
て
、
天
保
十

(

一
八
三
九)

年
に

慶
長
年
間
よ
り
正
徳
五
年
ま
で
の
幕
府
法
令
集
を
編
集
し
た
の
が
初
集
で
あ
り
、
百
七
巻
・
八
十
一
部
か
ら
成
る
が
、
そ
の
う
ち
二

十
五
の

｢

元
禄
御
法
式｣

は
石
井
良
助
編

｢

近
世
法
制
史
料
叢
書
第
一｣

に
収
め
て
あ
る

(

原
発
表
一
九
六
七
年
、
後
同
氏

『

民
法

典
の
編
纂』

所
収
・
創
文
社
・
一
九
七
九
年)

と
記
載
す
る
。
そ
こ
で
は
二
十
六
の
御
定
書
に
つ
い
て
は
言
及
も
無
く
、
ま
た
正
徳

五
年
前
後
迄
の
時
期
の
法
制
と
し
て
収
載
さ
れ
る

｢

御
定
書｣

が
何
が
あ
る
の
か
言
及
し
た
論
も
見
出
せ
な
い
の
で
、
検
討
し
て
み

た
次
第
で
あ
る
。
以
下
そ
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。
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凡

例

一
本
稿
は
内
閣
文
庫

(

現
国
立
公
文
書
館)

所
蔵

『

教
令
類
纂』

初
集
二
十
六

｢

御
定
書
之
部｣

を
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
翻
刻
に
あ
た
り
正
字
は
当
用
漢
字
に
改
め
た
。
原
本
の
体
裁
を
保
つ
よ
う
に
努
め
た
が
、
印
刷
の
都
合
上
、
体
裁
に
相
当
変
更
の

生
じ
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
の
了
承
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
ま
た
判
読
の
便
の
た
め
に
、
原
文
に
読
点
・
並
列
点
を
施
し
た
。

一
史
料
の
性
格
分
析
の
参
照
の
た
め
、
藪
利
和
氏

｢『

公
事
方
御
定
書
下
巻』

の
原
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て｣

(

大
竹
秀
男
・
服
藤
弘
司

編

『

幕
藩
国
家
の
法
と
支
配』

所
収
・
一
九
八
四
年)

に
紹
介
の

｢

付
録

原
テ
キ
ス
ト
本
文｣

を
復
元
番
号
も
含
め
て
下
段
に

紹
介
し
た
。
藪
史
料
と
呼
称
す
る
。
組
方
は
必
ず
し
も
氏
の
復
元
に
忠
実
で
は
無
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
茎
田
佳
寿
子
氏
紹
介

の

｢

秘
宝
政
用
集｣

は
茎
田
史
料
と
、
ま
た
高
塩
博
氏
に
よ
っ
て
寛
保
三
年
増
修
本
と
確
認
さ
れ
た

｢

公
裁
秘
録｣

は
高
塩
史
料

と
、
非
礼
を
承
知
し
つ
つ
、
敬
称
を
省
略
し
て
三
氏
紹
介
史
料
に
対
し
て
筆
者
の
所
見
を
触
れ
る
際
に
引
用
す
る
。
但
し
ど
う
し

て
も
必
要
な
箇
所
以
外
、
各
氏
言
及
の
頁
は
記
載
し
て
い
な
い
。

教
令
類
纂
初
集
二
十
六

御
定
書
之
部

[

上
部
に

｢

秘
閣
図
書
之
章｣

｢

日
本
政
府
図
書｣
、
下
部
に

｢

内
閣
文
庫｣

の
方
印
有
り]

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

807

二
〇
九

謀
書
謀
判
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
謀
書
謀
判
致
候
者
、
吟
味
之
上

獄
門

但
加
判
人

死
罪

62

謀
書
謀
判
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事

一
謀
書
又
ハ
謀
判
い
た
し
候
も
の

引
廻
之
上
獄
門

但
、
加
判
人
、
死
罪



肩
書
無
く
、
寛
保
二
年
本
の
特
徴
を
示
す

[

以
下
同
じ]

。
一
項

｢

吟
味
之
上｣

は

｢

引
廻
之
上｣

の
誤
り
、｢

謀
書｣

の
下

｢
又
ハ｣

の
語
句
無
し
。
二
項
目

｢

存
知｣

の

｢

知｣

字
不
要
。
修
正
す
る
と
藪
・
高
塩
両
史
料
と
同
一
規
定
の
構
造
と
な

る
。
な
お
茎
田
史
料
は
二
項
欠
落
。
一
項

｢

又
ハ｣

の
語
句
の
無
い
こ
と
で
は
本
史
料
と
共
通
す
る
。

一
項

｢

張
文｣

は

｢

張
札｣

の
誤
り
。
そ
の
後
に

｢

又
ハ｣

の
語
句
脱
落
。
一
項
但
書
は
二
項
下
段
に
属
す
べ
き
内
容
を
独

立
さ
せ
た
結
果
、
中
追
放
が
二
度
出
現
す
る
混
乱
な
ど
を
惹
起
し
た
。
但
書
を
削
除
、
配
置
換
え
な
ど
し
て
、
藪
史
料
に
従

う
べ
き
で
あ
る
。
な
お

｢

不｣

字
は
高
塩
史
料
も
同
字
を
本
来
取
る
。
二
項
の

｢

抔｣

字
は
他
史
料
で
は
検
出
さ
れ
な
い
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

808

二
一
〇

一
謀
書
与
乍
存
知
、
頼
ニ
ま
か
せ
認
遣
候
者

重
キ
追
放

一
謀
書
と
乍
存
、
頼
に
任
せ
、
認
遣
候
も
の

重
キ
追
放

火
札
張
札
捨
文
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
遺
恨
を
以
火
を
可
附
旨
、
張
文
捨
文
致
候
者

死
罪

但
死
罪
ニ
不
及
程
之
儀
於
認
候
ニ
者
中
追
放

一
遺
恨
を
以
人
之
悪
事
等
偽
之
儀
を
認
、

張
札
又
者
捨
文
抔
致
候
者

中
追
放

63

火
札
張
札
捨
文
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事

一
遺
恨
を
以
火
を
可
附
旨
、
張
札

又
ハ
捨
文
い
た
し
候
も
の

死
罪

一
遺
恨
を
以
人
之
悪
事
等
、
偽
之
儀

死
罪
ニ
可
及
程
之
儀

を
認
、(

張
札
欠
カ)

又
ハ
捨
文

を
認
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、

い
た
し
候
も
の

中
追
放

巧
ミ
事
衒
事
重
キ
事
致
候
者
御
仕
置
之
事

64
巧
事
か
た
り
事
重
キ
ね
た
り
事
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之

事



法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

809

二
一
一

一
衒
事
之
品
対

公
儀
江
掛
候
事
歟
、
又
者
重
き

ね
た
り
事
・
巧
事
致
候
者

死
罪

但
軽
き
衒
事
・
巧
事
者

入
墨
又
敲

一
巧
成
儀
を
申
懸
、
度
々
金
子
等
か
た
り
取
候
者
、
金
高
・

雑
物
多
少
ニ
不
限
、
吟
味
之
上

獄
門

但
不
得
物
取
候
共
、
巧
之
品
ニ
寄

死
罪

獄
門
之
内
、
相
当
之
御
仕
置
可
相
伺
事

一
巧
を
以
人
を
打
擲
致
、
同
類
之
内
�
取
扱
ね
た
り
取
候
者

其
品
重
キ
ハ
獄
門

但
同
類
者
仕
形
ニ
寄
、
其
節
御
仕
置
可
相
伺
事

一
重
キ
役
人
之
家
来
与
偽
、
か
た
り
致
候
者

死
罪

一
願
不
請
儀
を
叶
候
躰
ニ
申
成
、
会
所
を
建
掛
札
等
致
候
者

家
財
取
上
江
戸
払

但
当
人
居
所
ニ
お
ゐ
て
会
所
を

名
主
押
込

建
掛
札
等
を
致
候
ニ
お
ゐ
て
ハ

家
主
五
人
組
者

過
料
敲

一
家
主
を
似
セ
并
五
人
組
を
拵
、
訴
訟
ニ
出
候
者

一
か
た
り
事
之
品
、
対
公
儀
江
候
事
歟
、

又
ハ
重
キ
か
た
り
巧
事
い
た
し
候
も
の

死
罪

但
、
軽
キ
か
た
り
事
、
巧
事
ニ
候
ハ
ヽ
、
入
墨
又
ハ
敲

一
巧
成
儀
申
掛
、
度
々
金
子
等
か
た
り
取
候
も
の

金
高
雑
物
之
不
依
多
少
獄
門

但
、
不
得
物
取
共
、
巧
之
品
ニ
よ
り
、
死
罪
獄
門
之
内
、

相
当
之
御
仕
置
可
相
伺
事

一
巧
を
以
人
を
打
擲
い
た
し
、
同
類
之
内
よ
り

取
扱
、
物
ね
た
り
取
候
も
の

其
品
重
キ
ハ

獄
門

不
得
物
取
候
共
、
品
ニ
よ
り
、
死
罪

但
、
同
類
ハ
仕
形
ニ
よ
り
其
節
御
仕
置
可
相
伺
事

一
重
キ
御
役
人
之
家
来
と
偽
か
た
り
い
た
し
候
も
の

死
罪

一
願
不
請
儀
を
叶
候
躰
ニ
申
成
し
、

家
財
取
上

会
所
建
、
懸
札
等
出
し
候
も
の

江
戸
払

但
、
当
人
居
町
ニ
お
ゐ
て
会
所
を
建
、
懸
札
致
ニ
お
ゐ
て

ハ
、
名
主
ハ
押
込
、
家
主
五
人
組
過
料

一
家
主
并
五
人
組
を
拵
、
訴
訟
に
出
候
も
の

敲



題
号

｢

衒｣

は

｢

か
た
り｣

に
訂
正
、｢

重
キ｣

下

｢

ね
た
り｣

脱
落
。
一
項

｢

衒｣

は
同
様
訂
正
、｢

掛｣

字
は
不
要
、

｢

ね
た
り｣

は

｢

か
た
り｣

に
訂
正
、
但
書

｢

衒｣

も
訂
正
、｢

者｣

字
は

｢

ニ
候
ハ
ヽ｣

に
訂
正
す
べ
き
ほ
か
、｢

又｣

字

下

｢

ハ｣
字
が
抜
け
て
い
る
。
二
項

｢

吟
味
之
上｣

は
三
史
料
ほ
か
諸
写
本
も

｢

引
廻
之
上｣

の
刑
罰
を
付
記
せ
ず
、
抹
消

の
要
あ
り
。
但
書
は
寛
保
三
年
増
修
に
際
し
改
正
さ
れ
た
の
に
対
し
、
藪
・
茎
田
両
史
料
に
類
似
す
る
。
但
し

｢

獄
門｣

と

別
け
て
、｢

死
罪｣
を

｢

但
…
…
品
ニ
寄｣

と
独
立
し
た
構
成
要
件
の
刑
罰
と
す
る
の
は
、
重
大
な
誤
解
で
あ
る
。
底
本
に

問
題
あ
る
か
。
藪
復
元
等
に
従
い
修
正
を
必
要
と
す
る
。
三
項
も
寛
保
三
年
に
改
正
さ
れ
た
が
、
藪
・
茎
田
両
史
料
と
似
る

が
、｢

不
得
物
取
候
共
…
…
死
罪｣
の
規
定
が
脱
落
す
る
ほ
か
、｢

打
擲
致｣

の
日
本
語
は
お
か
し
く

(

こ
れ
以
降
も
頻
出
す

る)

、
音
読
を
筆
記
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る(

茎
田
上
掲
書
二
九
八
頁
参
照)

。
但
書｢

同
類
之｣

の｢

之｣

字
は｢

ハ｣

に
校
訂
さ
れ
る
。
四
項
は

｢

御｣

字
が

｢
役
人｣

の
前
に
欠
落
し
て
い
る
。
五
項
は

｢

致｣

字
は

｢

出
し｣

に
、
但
書

｢

居

所｣

は

｢

居
町｣

に
校
訂
す
る
以
外
に
、
刑
罰
の

｢

敲｣

字
は
削
除
。
六
項
は

｢

家
主
似
セ｣

の

｢

を
似
セ｣

は
削
除
の
ほ

か
、
前
項
の
混
乱
と
関
係
し
て
刑
罰
に

｢

敲｣

を
挿
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
関
連
し
て
但
書
の

｢

同
敲｣

は

｢

同
罪｣

に
訂

正
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
、
本
条
全
体
に
底
本
と
な
っ
た
未
発
見
史
料
の
質
の
悪
さ
が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
本
史
料
が
寛
保
三
年
増
修
以
前

の
寛
保
二
年
本
の
系
統
に
属
す
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

810

二
一
二

但
似
セ
家
主
・
五
人
組
ニ
成
候
者

同

敲

一
売
人
・
買
人
を
拵
、
似
セ
物
商
候
者

入
墨
之
上
中
追
放

但
、
似
セ
家
主
五
人
組
ニ
成
候
も
の
、
同
罪

一
売
人
買
人
を
拵
、
似
せ
も
の
商
候
も
の

入
墨
之
上
中
追
放



本
条
の
題
号
に
つ
い
て
は
、
寛
保
三
年
増
修
に
際
し
て

｢

申
懸
…
…｣

と
改
め
、
三
項
を
新
設
し
た
が
、
本
史
料
で
は
藪
・

茎
田
両
史
料
と
合
致
し
、
寛
保
二
年
本
依
拠
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
二
項

｢

可
致｣

は

｢

可
取｣

と
校
訂
す
る
必
要
が
あ
る
。

題
号
で
は
本
史
料
は

｢

似
セ｣

と

｢

セ｣

字
を
送
る
。
茎
田
・
高
塩
史
料
も
同
一
で
、
二
項
や
次
条
か
ら
考
え
て
も
あ
っ
て

よ
い
。
二
項
で
は
藪
史
料
は

｢

引
廻
之
上｣

と
す
る
の
に
対
し
、
茎
田
史
料
は

｢

同
断｣

と
あ
り
、
本
史
料
の

｢

右
同
断｣

と
類
似
す
る
。
但
し
高
塩
史
料
は
藪
史
料
と
一
致
す
る
。
な
お
高
塩
史
料
は

｢

薬
種｣

と
し
、
増
補
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
が
、
本
史
料
は
藪
・
茎
田
両
史
料
と
同
様
に

｢

薬｣

字
の
み
で
あ
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

811

二
一
三

偽
之
訴
人
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
主
人
重
キ
悪
事
有
之
由
、
偽
之
儀
訴
人
ニ

出
候
者

磔

但
主
人
悪
事
有
之
候
ハ
ヽ
、
相
応
之

御
仕
置
可
申
付
候
、
訴
出
候
下
人
者
、
死
罪

一
御
褒
美
可
致
巧
ニ
而
偽
之
訴
人
致
候
者
、
敲
之
上
中
追
放

65

偽
之
訴
人
い
た
し
候
者
御
仕
置
之
事

一
主
人
重
キ
悪
事
有
之
由
、
偽
之
儀

訴
人
ニ
出
候
も
の

磔

但
、
主
人
悪
事
有
之
候
ハ
ヽ
、
相
応
之
御
仕
置
可
申
付
、

訴
出
候
下
人
ハ
、
死
罪

一
御
褒
美
可
取
巧
に
て
偽
之
訴
人

敲
之
上

い
た
し
候
も
の

中
追
放

毒
薬
并
似
セ
薬
売
候
者
御
仕
置
之
事

一
毒
薬
売
候
者

引
廻
シ
之
上
獄
門

一
似
セ
薬
売
候
者

右
同
断

死
罪

66

毒
薬
并
似
薬
売
御
仕
置
之
事

一
毒
薬
売
候
も
の

引
廻
之
上
獄
門

一
似
セ
薬
売
候
も
の

引
廻
之
上
死
罪



本
条
で
は
茎
田
史
料
が

｢

ヲ｣

字
を
付
す
以
外
に
は
相
違
は
存
在
し
な
い
。

本
条
で
は
三
史
料
と
基
本
的
に
相
違
は
な
い
。
藪
史
料
か
ら

｢

科
条
類
典｣

に
も
問
題
を
含
む
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

812

二
一
四

似
セ
金
銀
拵
候
者
御
仕
置
之
事

一
似
セ
金
銀
拵
候
者

引
廻
之
上

磔

67

似
セ
金
銀
拵
候
も
の
御
仕
置
之
事

一
似
セ
金
銀
拵
候
も
の

引
廻
之
上

磔

似
セ
秤
似
セ
桝
似
セ
朱
拵
候
者
御
仕
置
之
事

一
似
セ
秤
拵
候
者

引
廻
シ
之
上
獄
門

但
掛
目
ニ
違
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ

中
追
放

一
似
セ
桝
拵
候
者

引
廻
シ
之
上
獄
門

但
入
目
違
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ

中
追
放

一
似
セ
朱
墨
拵
候
者

家
財
取
上
所
払

68

似
せ
秤(

似
朱
欠

セ
墨
カ)

似
せ
枡
拵
候
も
の
御
仕
置
之
事

一
似
セ
秤
拵
候
も
の

引
廻
之
上
獄
門

但
、
掛
目
違
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
中
追
放

一
似
セ
枡
拵
候
も
の

引
廻
之
上
獄
門

但
、
入
目
違
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
中
追
放

一
似
せ
朱
墨
拵
候
も
の

家
財
取
上
所
払

出
火
ニ
付
而
之
御
咎
之
事

一
平
日
出
火
之
節
、
小
間
拾
間
�
以
上
焼
失
候
ハ
ヽ

火
元

押
込

但
類
焼
之
多
少
ニ
依
而

三
十
日

廿
日

十
日

69

出
火
ニ
付
而
之
咎
之
事

一
平
日
出
火
之
節
、
小
間
拾
間
よ
り
以
上

焼
失
ニ
候
ハ
ヽ
、

火
元

類
焼
之
多
少
ニ
よ
り

三
十
日
廿
日
十
日
押
込



一
項
本
史
料
は

｢

火
元

押
込

但
類
焼
…
…｣

と
但
書
の
条
項
を
設
け
る
の
に
対
し
て
、
藪
史
料
で
は

｢

火
元

類
焼

…
…
押
込｣

と

｢

但｣

字
が
無
い
。
茎
田
史
料
も
同
構
造
で
あ
る
。
更
に
高
塩
史
料
に
見
受
け
ら
れ
る

｢

但
小
間
拾
間
以
下

之
焼
失
…
…｣

の
但
書
と
も
異
な
る
。
本
史
料
が
寛
保
二
年
本
に
依
拠
す
る
こ
と
を
示
す
が
、
藪
史
料
に
従
い
訂
正
す
べ
き

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

813

二
一
五

一
御
成
日
出
火
、
小
間
拾
間
�
以
上
焼
失
、
并
平
日
三
町
�
以

上
焼
失
之
節

火
元

五
十
日
手
鎖

火
元
之
地
主

三
十
日
押
込

火
元
之
家
主

押
込

一
風
上
二
町
・
風
脇
左
右
二
町
宛
、
合
六
町
之

月
行
事

押
込

但

御
成
日
ニ
而
も
、
小
間
拾
間
之
内
ニ
而
、
所
之
者
早

速
消
留
候
ハ
ヽ
、
不
及
咎
ニ
、
火
元
当
人
斗
を
五
十
日
手

鎖
、
風
上
・
風
脇
之
者
共
、
無
精
之
様
子
次
第
ニ
相
応
之

咎
可
申
付
、
格
別
ニ
精
出
し
、
火
を
防
候
ハ
ヽ
、
誉
可
申

候

一
寺
社
門
前
出
火
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
寺
社

七
日
遠
慮

御
成
日
又
者
三
町
以
上
之
焼
失
候
ハ
ヽ
、

十
日
遠
慮

其
外
者
町
方
咎
同
断

一
御
成
日
出
火
、
小
間
拾
間
以
上
焼
失
、

并
平
日
三
町
よ
り
以
上
焼
失
之
節

火
元

五
十
日
手
鎖

火
元
之
地
主

三
十
日
押
込

火
元
之
家
主

三
十
日
押
込

風
上
弍
町
・
風
脇
左
右
弍
町
宛
、

六
町
之
月
行
事

三
十
日
押
込

但
、
御
成
日
ニ
而
も
、
小
間
拾
間
之
内
ニ
而
、
所
之
も
の

共
早
速
消
留
候
ハ
ヽ
、
不
及
咎
、
火
元
之
当
人
計
五
十
日

手
鎖
、
風
上
風
脇
之
も
の
共
不
精
之
様
子
次
第
、
相
応
之

咎
可
申
付
候
、
尤
格
別
精
出
候
ハ
ヽ
、
誉
可
申
候

一
寺
社
門
前
類
焼
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
寺
社
七
日
遠
慮
、
御
成
日

又
ハ
三
町
よ
り
以
上
之
焼
失
ニ
候
ハ
ヽ
、
十
日
遠
慮
、
其
外

ハ
町
方
咎
同
断



で
あ
る
。
二
項

｢

拾
間
�｣

の

｢

�｣

字
不
要
。
家
主

｢

三
十
日｣

欠
落
。｢

一
風
上
…
…｣

と
独
立
項
の
形
を
採
る
が
、

茎
田
・
藪
二
史
料
と
も
独
立
さ
せ
ず
。｢

一｣

字
は
不
要
。｢

合｣

字
も
不
要
。
月
行
事
の
押
込
日
数
の

｢

三
十
日｣

欠
落
。

そ
れ
ぞ
れ
補
訂
す
べ
き
で
あ
る
。
但
書
中

｢

者｣

の
後

｢

共｣

字
欠
落
。
藪
・
茎
田
両
史
料
は

｢

火
元｣

の
後
に

｢

之｣

字

有
り
、
補
う
必
要
有
り
。｢

斗

(

計)｣

の
後
に

｢

を｣

字
有
り
、
不
要
。｢

無
精｣

は

｢

不
精｣

に
修
正
さ
れ
る
。
藪
史
料

は
高
塩
史
料
と
同
様
に

｢

可
申
付
候｣

と

｢

候｣

字
が
存
在
す
る
が
、
茎
田
史
料
も
存
し
な
い
。
ま
た

｢

し
、
火
を
防｣

は

不
要
。
三
項
は
茎
田
・
藪
史
料
と
も
類
焼
等
の
条
件
に
対
す
る
処
罰
を
続
け
て
記
載
す
る
が
、
本
史
料
は
別
記
す
る
。
但
書

の
新
設
、
新
項
の
分
離
等
以
外
に
も
、
や
は
り
細
部
不
一
致
の
箇
所
の
多
さ
の
現
象
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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二
一
六

火
附
御
仕
置
之
事

一
火
を
附
候
者

火
罪

但
燃
立
不
申
候
ハ
ヽ
、

引
廻
之
上
死
罪

一
人
ニ
被
頼
、
火
を
附
候
者

死
罪

但
頼
候
者

火
罪

一
火
罪
之
者
引
廻
シ
之
儀
、
物
取
ニ
而
火
を
付
候
ハ
ヽ
、
晒

一
日
本
橋

両
国
橋

四
ツ
谷
御
門
外

70

火
附
御
仕
置
之
事

一
火
を
附
候
も
の

火
罪

但
、
燃
立
不
申
候
ハ
ヽ
、
引
廻
之
上
死
罪

一
人
ニ
被
頼
、
火
を
附
候
も
の

死
罪

但
頼
候
も
の
、
火
罪

一
火
罪
之
も
の
引
廻
し
之
儀
、
物
取
に
て
火
を
附
候
も
の
ハ
晒

ニ
不
及日

本
橋

両
国
橋



本
史
料
は
三
項

｢

晒｣

と
す
る
の
に
対
し
て
、
藪
史
料
は

｢

晒
ニ
不
及｣

と
全
く
反
対
の
語
句
を
採
る
。
高
塩
史
料
は
藪
史

料
と
同
文
だ
が
、
茎
田
史
料
は
本
史
料
と
同
語
句
で
あ
る
。
本
条
の
起
点
と
な
る
享
保
八
年
極

[

禁
令
考
後
三
―
三
九
七
頁

参
照]

以
降
、
寛
保
二
年
に
至
る
立
法
経
過
を
眺
め
る
限
り
、｢

晒
ニ
不
及｣

で
一
貫
す
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
は
藪
復
元
の

方
が
妥
当
で
あ
る
が
、
物
取
り
に
よ
る
放
火
を
、
よ
り
悪
質
な
犯
罪
に
対
し
て
科
す
晒
刑
に

｢

不
及｣

と
す
る
論
理
が
よ
く

理
解
で
き
な
い
点
が
残
る
。
石
井
良
助
氏
は
そ
れ
以
降
の
変
遷
に

｢

江
戸
時
代
に
お
け
る
条
文
整
理
の
一
例｣

に
関
心
を
寄

せ
ら
れ
て
お
り

[『

第
三
江
戸
時
代
漫
筆』

一
六
七
頁)

、
こ
の
問
題
へ
の
言
及
は
無
い
。
な
お
氏
は
寛
保
二
年
御
定
書
に
も

肩
書
が
付
記
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
本
史
料
は
引
廻
箇
所
に
つ
い
て
も
独
立
項
と
し
て

｢

一｣

字
を
掲
げ
る
が
、
こ
れ
は

茎
田
史
料
も
採
ら
な
い
。
但
し
場
所
の
一
つ

｢

唱
平
橋
御
門
外｣

と
す
る
点
で
は
本
史
料
と
同
一
で
あ
る
。
な
お
本
史
料
は
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二
一
七

赤
坂
御
門
外

唱
平
橋
御
門
外

右
之
分
引
廻
シ
通
候
節
、
人
員
多
少
ニ
依
而
、
其
科
書
之
捨

札
建
置
可
申
候
、
尤
火
を
附
候
処
居
所
町
中
引
廻
シ
之
上
、

火
罪
可
申
付
事

但
捨
札
者
三
十
日
建
置
可
申
事

一
物
取
ニ
而
無
之
火
附
者
、
さ
ら
し
并
不
及
捨
札
ニ
、
火
を
附
候

処
居
所
町
中
引
廻
し
之
上

火
罪

四
谷
御
門
外

赤
坂
御
門
外

唱
平
橋
外

右
之
分
引
廻
通
候
節
、
人
数
不
依
多
少
ニ
、
科
書
之
捨
札
建

置
可
申
候
、
尤
火
を
附
候
所
居
所
町
中
引
廻
之
上
、
火
罪
可

申
付
事

但
、
捨
札
ハ
三
十
日
建
置
可
申
候

一
物
取
ニ
而
無
之
火
附
ハ
、
晒
并
不
及
捨
札
、
火
を
附
候
所
居

所
町
中
引
廻
之
上
、
火
罪
可
申
付
事



藪
史
料
と
逆
意
と
な
る

｢

人
員
多
少
ニ
依
而｣

と
す
る
が
、
茎
田
・
藪
史
料
の

｢

人
数
不
依
多
少｣

に
校
訂
す
べ
き
で
あ
る
。

本
条
で
は
藪
復
元
と
異
な
る
語
句
を
二
箇
所
茎
田
史
料
と
共
に
採
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
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二
一
八

人
殺
御
仕
置
之
事

１
一
主
殺

鋸
引
之
上

磔

但
二
日
晒
一
日
引
廻
し

３
一
同
切
掛
打
掛
候
者

死
罪

５
一
同
為
手
負
候
者

引
廻
し
之
上
磔

７
一
地
主
を
殺
候
家
守

同

獄
門

９
一
元
地
主
を
殺
候
家
守

同

死
罪

11
一
主
人
之
親
類
を
殺
候
者

同

獄
門

13
一
主
人
江
切
掛
打
掛
り
候
者
、
兼
而
巧
事
ニ
候
ハ
ヽ
、

死
罪

但
当
座
之
儀
ニ
候
ハ
ヽ
遠
島
、
品
ニ
よ
り
重
キ
追
放

２
一
主
人
ニ
為
手
負
候
者

晒
之
上

磔

４
一
古
主
を
殺
候
者

同

磔

６
一
古
主
江
切
掛
打
掛
候
者

死
罪

８
一
同
可
殺
所
存
ニ
而
為
手
負
疵
付
候
家
守

死
罪

71

人
殺
御
仕
置
之
事

１
一
主
殺

二
日
晒
一
日
引
廻

鋸
引
之
上
磔

２
一
主
人
ニ
為
手
負
候
も
の

さ
ら
し
之
上

磔

３
一
同
切
か
ゝ
り
、
打
か
ゝ
り
候
も
の

死
罪

４
一
古
主
を
殺
候
も
の

晒
之
上

磔

５
一
同
為
手
負
候
も
の

引
廻
之
上

磔

６
一
同
切
か
ゝ
り
、
打
掛
り
候
も
の

死
罪

７
一
地
主
を
殺
候
家
守

引
廻
之
上

獄
門

８
一
同
可
殺
所
存
ニ
而
手
疵
負
せ
候
家
守

死
罪

９
一
元
地
主
を
殺
候
家
守

引
廻
之
上

死
罪

10
一
同
可
殺
所
存
に
て
手
疵
負
せ
候
家
守

遠
島

11
一
主
人
之
親
類
を
殺
候
も
の

引
廻
之
上

獄
門

12
一
同
為
手
負
候
も
の

引
廻
之
上

死
罪
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二
一
九

10
一
同
可
殺
所
存
ニ
而
手
疵
為
負
候
家
守

遠
島

12
一
同
為
手
負
候
者

死
罪

14
一
親
殺

磔

15
一
同
為
手
負
候
者
并
致
打
擲
候
者

磔

16
一
同
切
掛
打
掛
候
者

死
罪

18
一
伯
父
伯
母
兄
を
殺
候
者

獄
門

20
一
非
分
も
無
之
実
子
養
子
を
殺
候
親

遠
島

但
短
気
ニ
而
風
与
殺
、
親
方
之
者
、
利
得
を
以

殺
候
ハ
ヽ
、
死
罪

22
一
師
匠
を
殺
候
者

磔

24
一
支
配
を
請
候
名
主
を
殺
候
者

引
廻
し
之
上
獄
門

但
可
殺
所
存
ニ
而
為
手
負
候
者

死
罪

26
一
人
を
殺
候
者

下
手
人

28
一
致
差
図
人
を
為
殺
候
者

下
手
人

30
一
自
分
之
悪
事
可
顕
を
厭
、
其
人
を
可
致
殺
害

与
存
疵
付
、
或
者
詮
儀
し
た
る
人
遺
恨
含
、

手
疵
等
為
負
候
者

死
罪

13
一
同
切
か
ゝ
り
、
打
か
ゝ
り
候
も
の

兼
而
巧
候
事
ニ
候
ハ
ヽ
、

死
罪

但
、
当
座
之
儀
ニ
候
ハ
ヽ
遠
島
、
品
ニ
よ
り
重
キ
追
放

14
一
親
殺

引
廻
之
上

磔

15
一
同
為
手
負
候
も
の

(

并
欠
カ)

打
擲
い
た
し
候
も
の

磔

16
一
同
切
か
ゝ
り
、
打
か
ゝ
り
候
も
の

磔

(

死
罪
カ)

17
一
舅
を
殺
候
も
の

引
廻
之
上

獄
門

18
一
伯
父
伯
母
兄
殺
候
も
の

獄
門

19
一
同
為
手
負
候
も
の

死
罪

20
一
非
分
も
無
之
実
子
養
子
を
殺
候
親

短
慮
ニ
而
與
風
殺
候
ハ
ヽ
、
遠
島

但
、
親
方
之
者
、
利
得
を
以
殺
候
ハ
ヽ
、
死
罪

21
一
弟
妹
甥
姪
を
殺
候
も
の

右
同
断

遠
島

但
、
右
同
断

22
一
師
匠
を
殺
候
も
の

磔

23
一
同
為
手
負
候
も
の

死
罪

24
一
支
配
を
請
候
名
主
を
殺
候
も
の

引
廻
之
上

獄
門
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二
二
〇

32
一
人
殺
ニ
致
手
伝
候
者

遠
島

17
一
舅
を
殺
候
者

引
廻
し
之
上
獄
門

19
一
同
為
手
負
候
者

死
罪

21
一
弟
妹
甥
姪
を
殺
候
者

遠
島

23
一
同
為
手
負
候
者

遠
島

25
一
毒
飼
を
致
、
人
を
殺
者

獄
門

但
毒
飼
致
候
得
共
、
不
死
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
遠
島

27
一
人
殺
之
手
引
致
候
者

遠
島

但
殺
候
当
人
欠
落
致
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
下
手
人

29
一
差
図
を
請
、
人
を
殺
候
も
の

遠
島

31
一
大
勢
ニ
而
人
を
打
殺
候
者
、
初
発
打
掛
候
者

下
手
人

33
一
同
手
傳
者
不
致
候
得
共
、
致
荷
担
候
者

中
追
放

34
一
相
手
�
不
法
之
儀
を
仕
掛
、
無
是
非

刃
傷
ニ
お
よ
ひ
人
を
殺
候
も
の

遠
島

35
一
辻
切
致
候
者

引
廻
し
之
上
死
罪

36
一
渡
船
乗
沈
溺
死
有
之
ハ
、
其
船
頭
水
主

遠
島

但
、
可
殺
所
存
に
て
手
疵
負
せ
候
も
の
、
死
罪

25
一
毒
飼
い
た
し
、
人
を
殺
候
も
の

獄
門

但
、毒
飼
い
た
し
候
得
共
、不
死
に
お
ゐ
て
ハ
、
遠
島

26
一
人
を
殺
候
も
の

下
手
人

27
一
人
殺
之
手
引
い
た
し
候
も
の

遠
島

但
、
殺
候
当
人
致
欠
落
、
不
出
に
お
ゐ
て
ハ
、
下
手
人

28
一
差
図
い
た
し
、
人
を
殺
さ
せ
候
も
の

下
手
人

29
一
差
図
を
請
、
人
を
殺
候
も
の

遠
島

30
一
自
分
之
悪
事
可
顕
を
厭
ひ
、
其
人
を
可
致
殺
害
と

し
て
疵
付
、
或
ハ
詮
議
し
た
る
人
に
遺
恨
を
含
、

手
疵
為
負
候
も
の

死
罪

31
一
大
勢
ニ
而
人
を
打
殺
候
時
、初
発
ニ
打
掛
り
候
も
の
下
手
人

32
一
人
殺
ニ
手
傳
い
た
し
候
も
の

遠
島

33
一
人
殺
に
手
傳
ハ
不
致
候
得
共
、荷
担
い
た
し
候
も
の
中
追
放

34
一
相
手
よ
り
不
法
之
儀
を
仕
掛
、

無
是
非
及
刃
傷
人
を
殺
候
も
の

遠
島

35
一
辻
切
い
た
し
候
も
の

引
廻
之
上
死
罪



本
条
の
本
史
料
の
混
乱
が
甚
だ
し
い
た
め
、
異
例
で
は
あ
る
が
、
藪
復
元
史
料
の
配
列
に
従
っ
て
項
数
を
対
比
し
て
記
載

し
た
。
先
ず
一
項
か
ら
処
刑
の
前
提
た
る
晒
・
引
廻
を
後
に
廻
し
て
但
書
と
す
る
。
二
・
三
項
は
配
列
が
逆
に
な
っ
た
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
三
項
の
刑
罰
が
異
な
る
。
注
意
を
払
う
と
、
八
項
に
同
意
の｢

主
人
…
…
手
負
…
…
晒
之
上
磔｣

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

819

二
二
一

37
一
車
を
引
掛
人
を
殺
候
時
、
殺
候
方
を
引
候
者

死
罪

但
人
ニ
不
当
方
を
引
候
者
、
遠
島

38
一
車
を
引
怪
我
為
致
候
者

右
同
断

但
人
ニ
不
当
方
を
引
候
者

中
追
放

車
引
之
主
人
者

重
き
過
料

車
引
之
家
主
者

過
料

39
一
牛
馬
を
引
掛
人
を
殺
候
も
の

死
罪

40
一
同
怪
我
為
致
候
者

中
追
放

41
一
口
論
之
上
人
ニ
疵
付
、
片
輪
ニ
致
候
者

中
追
放

但
渡
世
も
難
成
程
之
片
輪
ニ
致
候
ハ
ヽ
、
遠
島

42
一
離
別
之
妻
ニ
疵
付
候
者

入
墨
之
上

遠
国
非
人
手
下

43
一
人
を
殺
候
旨
致
申
掛
候
者

重
キ
追
放

但
深
き
巧
事
有
之
ハ
遠
島
、
猶
品
之
重
キ
者

死
罪

36
一
渡
船
乗
沈
溺
死
有
之
ハ
、
其
船
之
水
主

遠
島

37
一
車
を
引
掛
人
を
殺
候
時
、
殺
候
方
を
引
候
も
の

死
罪

但
、
人
ニ
不
当
方
を
引
候
も
の
ハ
、
遠
島

38
一
同
怪
我
致
さ
せ
候
も
の

遠
島

但
、人
ニ
不
当
方
を
引
候
も
の
ハ
中
追
放
、車
引
之
主
人

ハ
重
科

(

過
カ)

料
、
車
牽
之
家
主
ハ
過
料

39
一
牛
馬
を
牽
掛
人
を
殺
候
も
の

死
罪

40
一
同
怪
我
致
さ
せ
候
も
の

中
追
放

41
一
口
論
之
う
へ
人
ニ
疵
付
、片
輪
ニ
い
た
し
候
も
の
中
追
放

但
、
渡
世
も
難
成
程
之
片
輪
ニ
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
遠
島

42
一
離
別
之
妻
に
疵
付
候
も
の

入
墨
之
上
遠
国
非
人
手
下

43
一
人
を
殺
候
旨
申
掛
い
た
し
候
も
の

一
通
り
之
申
掛
ニ
候
ハ
ヽ
、
重
追
放

但
、
深
き
巧
事
有
之
ハ
遠
島
、
猶
品
重
キ
ハ
死
罪



と
藪
史
料
二
項
と
同
一
内
容
が
検
出
さ
れ
る
の
で
、
他
項
を
眺
め
る
と
、｢

同
…
…
手
負
…
…
引
廻
之
上
上
磔｣

は
藪
史

料
で
は
五
項
に
あ
る
。
そ
れ
に
該
当
す
る
と
す
る
と
、
藪
史
料
の
一
・
三
・
五
・
七
・
九
・
一
一
・
一
三
項
の
順
と
な
り
、

続
い
て
二
・
四
・
六
・
八
・
一
〇
・
一
二
・
一
四
の
順
に
配
列
さ
れ
て
い
た
と
見
当
が
つ
く
。
そ
の
視
点
か
ら
眺
め
る
と
、

一
四
の
後
ろ
に
一
五
が
続
く
の
は
異
例
で
あ
る
が
、
ま
た
一
六
・
一
八
・
二
〇
・
二
二
・
二
四
・
二
六
・
二
八
・
三
〇
・

三
二
の
後
、
一
七
・
一
九
・
二
一
・
二
三
・
二
五
・
二
七
・
二
九
・
三
一
・
三
三
と
、
偶
数
・
奇
数
の
順
に
配
列
さ
れ
、

三
四
以
降
四
三
ま
で
は
藪
史
料
の
配
列
と
一
致
す
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
発
生
し
た
の
は
、
本
史
料
の
底
本
が

例
え
ば
上
段
を
奇
数
項
、
下
段
を
偶
数
項
に
配
置
し
て
い
た
の
を
奇
数
項
順
に
先
ず
転
載
し
、
次
に
偶
数
項
順
に
記
載
し

た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
に
付
随
し
て
か
、
例
え
ば
二
〇
項

｢

短
気｣

、
三
一
項

｢

打
殺
候
者｣

、
四
三

項

｢

一
通
り
…
…｣

の
欠
落
な
ど
補
正
を
要
す
る
問
題
が
発
生
し
て
い
る
が
、
条
文
変
改
の
詳
細
を
紹
介
す
る
の
は
煩
雑

に
な
る
だ
け
な
の
で
省
略
す
る
。
但
し
寛
保
二
年
本
で
あ
る
こ
と
は
、
高
塩
史
料
と
三
七
項
と
を
対
比
す
る
と
認
め
ら
れ

る

(

禁
令
考
後
三
―
四
三
三
頁)

。
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二
二
二

相
手
理
不
尽
之
仕
方
ニ
而
下
手
人
ニ
不
成
御
仕
置
之

事

一
相
手
理
不
尽
の
仕
方
ニ
而
不
得
止
事
切
殺
於
而
者

下
手
人

但
相
手
方
親
類
・
名
主
等
、
被
殺
候
方
不
法
者
ニ
而
、

申
分
御
免
申
出
、
無
紛
候
ハ
ヽ
、
中
追
放

72

相
手
理
不
尽
之
仕
形
ニ
而
下
手
人
ニ
不
成
御
仕
置
之
事

一
相
手
理
不
尽
之
仕
形
ニ
而
、
不
得
止
事
切
殺
候
に
お
ゐ
て
ハ

相
手
方
親
類
名
主
等
、
被
殺
候
も
の
平
日
不
法
者
ニ

而
申
分
無
之
、
下
手
人
御
免
申
出
、
無
紛
候
ハ
ヽ
、



先
ず
題
号

｢

仕
方｣

は

｢

仕
形｣

に
訂
正
を
要
す
る
。
さ
ら
に

｢

切
殺
於
而
者｣

の
後
に
直
ち
に
下
手
人
の
刑
罰
を
記
す
。

従
っ
て
本
来
要
す
る

｢

無
之
下
手
人｣

の
語
句
が
消
え
、
ま
た
但
書
が
二
回
続
く
こ
と
に
な
る
。
三
史
料
の
よ
う
に

｢

下

手
人
御
免
…
…｣

と
の
記
述
に
よ
り
暗
に
御
免
願
を
出
す
こ
と
を
前
提
と
す
る
規
定
構
造
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
本
史
料

の
質
が
問
わ
れ
る
一
例
で
あ
る
。
な
お
、｢

方｣

字
は

｢

者｣

に
、
そ
の
後
は

｢

平
日｣

の
挿
入
、
末
尾

｢

候｣

は

｢

事｣

に
校
訂
さ
れ
る
。

題
号
の

｢

御
仕
置｣

の
語
句
は
不
要
で
あ
る
。
ま
た

｢
手
負
候｣

は

｢

手
疵
負
候｣

に
、｢

死
候
時
者｣

は

｢

死
候
ハ
ヽ｣

に
藪
史
料
に
従
い
、
修
正
を
要
す
る
。
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事
方
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定
書
の
一
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本
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二
二
三

但
武
士
方
奉
公
人
者
、
主
人
�
願
無
之
候
ハ
ヽ
、
差

免
申
間
敷
候

中
追
放

但
、
武
士
方
奉
公
人
者
、
主
人
よ
り
願
無
之
候
ハ
ヽ
、
差

免
申
間
敷
事

疵
被
附
候
者
外
之
病
ニ
而
相
果
疵
付
候
者
御
仕
置
之
事

一
手
負
候
者
元
�
及
死
候
疵
ニ
而
無
之
処
、
平
癒
之
内
ニ
余
病

差
発
、
死
候
時
者
、
弥
遂
吟
味
、
余
病
ニ
而
死
候
ニ
紛
於
無

之
ハ
、
相
手
不
及
下
手
人
ニ
事

73

疵
被
附
候
者
外
之
病
ニ
而
相
果
疵
付
候
も
の
之
事

一
手
疵
負
候
も
の
、
元
よ
り
及
死
候
疵
ニ
而
無
之
処
、
平
癒
之

内
余
病
差
発
り
、
死
候
ハ
ヽ
、
弥
遂
吟
味
を
、
余
病
ニ
而
死

候
ニ
紛
無
之
に
お
ゐ
て
ハ
、
相
手
不
及
下
手
人
事

怪
我
ニ
而
相
果
候
者
相
手
御
仕
置
之
事

74

怪
我
ニ
而
相
果
候
も
の
相
手
御
仕
置
之
事



本
史
料
一
項
が

｢

吟
味
之
上
ニ
而｣

｢

親
類
尋
之｣
と
す
る
の
に
対
し
、
藪
史
料
は

｢

ニ
而｣

の
語
句
無
し
、｢

親
類
共
存
念

相
尋
候｣

と
の
異
同
が
検
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
本
史
料
を
校
訂
す
べ
き
で
あ
る
。
二
項
も

｢

人
不
慮
ニ｣

を
藪
史
料
は

｢

不
慮
ニ
人｣

と
す
る
。
本
史
料
は
追
記
で

｢

人｣

字
が
加
え
ら
れ
た
形
跡
が
存
す
る
の
で
、
追
記
場
所
を
誤
っ
た
の
か
。

｢

夫
玉｣

に
つ
い
て
は
寛
保
元
年
段
階
の
案
で
は

｢

そ
れ
玉｣

の
語
句
も
存
し
た
が
、｢

矢
玉｣

に
修
正
さ
れ
る
。
な
お
藪
史

料
は

｢

参
り
懸｣

と
す
る
が
、
禁
令
考
後
四
―
一
二
頁
収
載
の
懸
紙
・
一
三
頁
寛
保
元
年
九
月
御
下
知
書
か
ら
は

｢

参
り
懸

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
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二
二
四

一
弓
鉄
砲
を
放
し
、
あ
や
ま
ち
ニ
而
人
を
殺
候
者
、
吟
味
之
上

ニ
而
あ
や
ま
ち
ニ
無
紛
、
并
怪
我
人
之
親
類
尋
之
上

遠
島

但
相
果
候
者
存
命
之
内
、
相
手
御
仕
置
御
免
之
願
申
置
ニ

於
て
ハ
、
一
等
軽
く
可
申
付
事

一
定
り
た
る
矢
場
・
鉄
炮
場
ニ
而
、
外
�
人
不
慮
ニ
参
掛
り
、

若
夫
玉
ニ
当
り
、
縱
其
者
死
候
共
、
不
及
咎
ニ
事

一
怪
我
ニ
而
風
与
疵
付
、
其
疵
ニ
而
相
手
死
候
者
、
吟
味
之
上
あ

や
ま
ち
ニ
無
紛
、
并
怪
我
人
之
親
類
共
存
念
尋
之
上

中
追
放

但
吟
味
之
上
、
不
念
之
儀
有
之
候
ニ
於
て
ハ
、
一
等
重
く

可
申
付
事

一
弓
鉄
砲
を
放
、
あ
や
ま
ち
に
て
人
を
殺
候
も
の

吟
味
之
上
、
あ
や
ま
ち
ニ
無
紛
、(

并
欠
カ)

怪
我
人
之
親
類
存
念
相
尋
候
上

遠
島

但
、
相
果
候
も
の
存
命
之
内
、
相
手
御
仕
置
御
免
之
願
申

置
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
一
等
軽
く
可
申
付
候

一
定
り
た
る
矢
場
鉄
炮
場
に
て
、
外
よ
り
不
慮
ニ
人
参
り
懸
、

若
矢
玉
ニ
当
り
、
縱
令
其
人
死
候
共
、
不
及
咎
事

一
怪
我
ニ
而
風
与
疵
付
ケ
、
其
疵
ニ
而
相
手
死
候
も
の右

同
断

中
追
放

但
、
吟
味
之
上
、
不
念
之
儀
於
有
之
ハ
、
一
等
重
可
申
付

事



り｣

と
す
べ
き
で
あ
る

(

茎
田
史
料
参
照)

。
三
項
で
は
藪
史
料
が

｢

吟
味
之
上
…
…
相
尋
候
上｣

の
文
を

｢

右
同
断｣

と

一
項
の
減
刑
条
件
を
踏
襲
す
る
が
、
省
略
し
た
記
載
方
法
を
採
る
。
そ
の
根
拠
は
前
掲
懸
紙
に
あ
る
が
、
二
項
が
間
に
挟
ま

り
、
理
解
困
難
な
面
を
残
す
。
茎
田
・
高
塩
両
史
料
以
外
に
も
本
史
料
も

｢

吟
味
之
上
…
…｣

と
明
記
す
る
こ
と
か
ら
考
え
、

再
考
を
要
す
る
条
項
と
考
え
ら
れ
る
。

本
条
は
寛
保
三
年
増
補
の
際
に
題
号
変
更
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
題
号
を
採
る
の
で
寛
保
二
年
御
定
書
と
認
め
ら
れ
る
。

但
し
本
史
料
は
次
条
の
題
号
を

｢

但｣

字
を
附
し
て
二
項
の
但
書
と
す
る
混
乱
が
あ
る
が
、
一
応
切
り
離
し
て
記
載
す
る
。

題
号
で
は
藪
史
料
に
従
い
、｢

御
領｣

は

｢

御
料｣

に
修
正
を
要
す
る
。
一
項
で
は
本
史
料
は

｢

不
申
儀
者｣

と

｢

者｣

字

を
附
す
の
に
対
し
て
、
藪
史
料
は

｢

ニ｣

字
を
附
す
が
、
茎
田
・
高
塩
両
史
料
は
何
の
字
も
附
さ
な
い
。
今
後
に
課
題
を
残

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

823

二
二
五

御
領
私
領
入
会
之
論
所
見
分
之
事

一
論
所
之
事
、
国
境
・
郡
境
ニ
而
も
、
双
方
立
会
絵
図
と
御
国

絵
図
大
概
相
違
無
之
ニ
於
て
は
不
及
検
使
ニ
裁
許
可
有
之
候
、

入
組
不
申
儀
者
、
猥
ニ
検
使
差
遣
シ
申
間
敷
候
事

一
検
使
不
遣
候
而
難
決
儀
者
、
国
境
・
郡
境
ハ
御
番
衆
・
御
代

官
、
村
境
者
御
代
官
斗
可
差
遣
、
但
入
組
不
申
場
所
ハ
、
郡

境
ニ
而
も
、
其
辺
之
御
代
官
可
致
見
分
、
其
上
裁
許
可
有
事

[

但
場
所
見
分
伺
書
・
絵
図
等
書
載
候
品
之
事]

10

御
料
私
領
入
会
之
論
所
見
分
之
事

一
論
所
之
事
、
国
境
郡
境
ニ
而
も
、
双
方
立
会
絵
図
と
御
国
絵

図
大
概
相
違
於
無
之
ハ
、
不
及
検
使
、
裁
許
可
有
之
候
、
入

組
不
申
儀
ニ
、
猥

(

ニ
欠
カ)

検
使
差
遣
申
間
敷
事

一
検
使
不
遣
候
而
難
決
儀
者
、
国
境
郡
境
ハ
御
番
衆
、
御
代
官
、

村
境
者
御
代
官
斗
計
差
遣
、
但
、
入
組
不
申
論
所
ハ
、
郡
境

ニ
而
も
其
辺
之
御
代
官
為
致
見
分
可
有
裁
許
事



す
。
末
尾

｢

候｣

字
は
本
史
料
に
は
存
す
る
が
、
三
史
料
共
存
し
な
い
。
ま
た
茎
田
史
料
は

｢

差
出｣

と
す
る
が
、
本
史
料
、

藪
・
高
塩
両
史
料
は
何
れ
も

｢

差
遣｣

の
語
句
を
採
る
。
二
項
は
本
史
料
の

｢

場
所｣

は
藪
史
料
等
の

｢

論
所｣

の
誤
写
と

考
え
ら
れ
る
。｢

可
致
見
分｣

の

｢

可｣

字
は

｢

為｣

字
に
、｢

其
上｣

之
語
句
は
不
要
と
、
三
史
料
に
基
づ
き
校
訂
さ
れ
る
。

本
条
は
前
述
の
通
り
本
史
料
で
は

｢

但｣

を
冒
頭
に
記
し
、
前
条
の
但
書
と
す
る
が
、
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
一
項
は
異
同

は
無
い
。
二
項
は
茎
田
・
高
塩
両
史
料
が

｢

絵
図｣

と
す
る
の
に
対
し
て
、
藪
史
料
は

｢

絵
面｣

と
す
る
。
こ
れ
は
禁
令
考
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二
二
六

但
場
所
見
分
伺
書
・
絵
図
等
書
載
候
品
之
事

一
論
所
之
町
歩
反
別
者
勿
論
、
証
拠
ニ
引
候
諸
帳
面
・
証
文
之

文
言
之
内
、
其
事
之
員
数
等
書
出
可
申
候
、
絵
図
面
ニ
而
極

候
儀
者
、
右
絵
図
入
用
之
所
斗
り
を
小
絵
図
ニ
仕
、
可
差
出

候
一
絵
図
面
ニ
不
相
分
儀
、
又
者
書
付
之
本
文
ニ
難
書
込
意
味
者

其
所
江
朱
書
ニ
相
認
メ
、
訴
訟
方
・
相
手
方
・
見
分
方
与
、

夫
々
ニ
可
致
肩
書
候
、
尤
絵
図
与
伺
書
見
出
シ
之
番
付
、
是

又
朱
書
ニ
認
可
申
候
事

一
絵
図
面
論
外
之
分
者
不
致
彩
色
、
名
所
を
訴
訟
方
・
相
手
方

とニ
而
肩
書
ニ
仕
差
出
可
申
事

11

論
所
見
分
伺
書
絵
図
等
ニ
書
載
候
品
之
事

一
論
所
之
町
歩
反
別
ハ
勿
論
、
証
拠
ニ
引
候
諸
帳
面
証
文
之
文

言
之
内
、
其
事
之
員
数
等
書
出
し
可
申
候
、
絵
図
面
ニ
而
極

メ
候
儀
ハ
、
右
絵
図
入
用
之
所
計
を
、
小
絵
図
ニ
仕
、
可
差

出
候

一
絵
面
ニ
而
不
相
分
儀
、
又
ハ
書
付
之
本
文

(

ニ
欠
カ)

難
書

込
意
味
ハ
、
其
所
江
朱
書
に
相
認
、
訴
訟
方
相
手
方
見
分
方

と
、
夫
々
之
可
致
肩
書
候
、
尤
絵
図
と
伺
書
見
出
之
番
付
、

是
又
朱
書
ニ
認
可
申
事

一
絵
図
面
論
外
之
分
ハ
不
致
彩
色
、
名
所
を
附
、
訴
訟
方
相
手

方
と
肩
書
仕
、
差
出
可
申
事



後
一
―
三
六
三
頁
所
引
の
寛
保
二
年
三
月
の
伺
へ
の
下
知
で
確
定
し
た
と
の
記
載
に
基
づ
く

(

但
し
茎
田
史
料
へ
の
言
及
は

無
い)

。
更
に
寛
保
三
年
増
補
に
際
し
て
検
討
し
た
際
の
結
論
で
も

｢

絵
面｣

の
語
句
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
高
塩
史
料
の

｢
絵
図｣

で
は
無
い
。
本
文
に
関
わ
る
語
句
で
あ
る
の
で
、
本
史
料
の
採
る

｢

絵
図
面｣

に
固
執
す
る
訳
で
は
無
い
が
、
少

な
く
と
も

｢

科
条
類
典｣

自
体
の
校
訂
の
必
要
性
を
示
す
一
例
と
思
わ
れ
る
。
な
お

｢

絵
図
面
ニ｣

の
後
に

｢

而｣

を
挿
入

す
べ
き
で
あ
る
。
藪
史
料
で
は

｢

夫
々
之｣

と

｢

科
条
類
典｣

に
従
う
が
、
茎
田
・
本
両
史
料
は

｢

夫
々
ニ｣

と
す
る
。
同

様
に
茎
田
・
本
両
史
料
は
末
尾

｢

候｣

字
を
記
す
。
一
応
差
異
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
。
三
項
は

｢

名
所
を｣

の
後
に

｢

附

(

付)｣

字
を
挿
入
、｢
肩
書｣

の
後
の

｢

ニ｣

字
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
本
史
料
三
項
で
は

｢

ニ
而｣

と
し
て
い
た
の

を

｢

と｣

と
傍
書
し
て
お
り
、
書
写
後
、
一
応
点
検
し
て
い
た
形
跡
が
存
す
る
一
例
で
あ
る
。

｢

地
頭
江｣

の

｢

江｣

字
不
要
、｢

帳
面｣

ハ

｢

紙
面｣

に
、｢
疑
敷｣

の
後

｢

儀｣

字
欠
落
、｢

方｣

字
不
要
と
校
訂
さ
れ

る
。
な
お
藪
史
料
の

｢

証
拠
ニ｣

、｢

取
用
之
事｣

と
す
る
が
、
茎
田
・
高
塩
・
本
史
料
何
れ
も

｢

ニ｣

・｢

之｣

の
各
字
は
存

し
な
い
。
高
塩
史
料
で
は
何
れ
も
補
う
が
、
一
応
そ
の
差
異
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
く
。
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本
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二
二
七

裁
許
可
取
用
証
拠
書
物
之
事

一
御
朱
印
者
不
及
申
、
譲
状
・
古
証
文
・
古
水
帳
、
或
者
地
頭

江
出
置
候
書
付
等
、
其
帳
面
疑
敷
無
之
ニ
於
て
ハ
、
証
拠
取

用
可
申
候
、
私
ニ
書
記
置
候
者
、
或
者
寺
社
方
縁
起
之
類
、

猥
ニ
不
可
取
用
事

12

裁
許
可
取
用
証
拠
書
物
之
事

一
御
朱
印
ハ
不
及
申
、
譲
状
古
証
文
古
水
帳
、
或
ハ
地
頭
出
置

候
書
付
等
、
其
紙
面
疑
敷
儀
於
無
之
ハ
、
証
拠
ニ
取
用
可
申
、

私
ニ
書
記
置
候
も
の
、
或
ハ
寺
社
縁
起
之
類
、
猥(

ニ
欠
カ)

不
可
取
用
之
事



一
・
二
・
四
項
末
尾
の

｢

候｣

字
は
削
除
さ
れ
る
。
一
項
で
は

｢

添
簡
等｣

の

｢

等｣

字
削
除
、｢

強
而｣

の
後
に

｢

相｣
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二
二
八

寺
社
方
訴
訟
人
取
捌
之
事

一
寺
社
訴
訟
人
可
届
所
江
不
断
し
て
願
出
、
添
簡
等
無
之
類
者

取
上
申
間
敷
候
、
強
而
願
候
ハ
ヽ
、
本
寺
之
触
頭
江
相
尋
、

本
寺
触
頭
ニ
而
可
致
吟
味
と
申
筋
ハ
、
本
寺
触
頭
江
吟
味
可

申
付
候
事

一
本
寺
触
頭
を
相
手
取
候
歟
、
又
者
本
寺
触
頭
江
願
候
而
も
、

押
江
置
候
故
、
不
得
止
事
願
出
候
類
者
、
添
簡
無
之
候
共
、

可
致
吟
味
候
事

一
寺
社
領
之
町
人
百
姓
、
地
頭
非
分
之
申
出
候
類
之
地
頭
寺
院

或
者
神
主
等
呼
出
、
様
子
委
細
相
尋
、
品
ニ
よ
り
取
上
、
可

致
吟
味
事

一
寺
院
加
り
候
出
入
、
裁
許
申
付
候
節
者
、
触
頭
又
者
本
寺
を

呼
出
為
承
、
裁
許
状
ニ
奥
印
為
致
可
申
候
事

一
一
宗
法
儀
ニ
拘
候
公
事
訴
訟
之
儀
者
、
取
上
申
間
敷
、
尤
本

寺
触
頭
ニ
而
咎
申
付
候
而
も
及
難
渋
候
者
、
又
者
他
宗
俗
人
入

交
り
候
出
入
者
取
上
、
可
致
吟
味
事

13

寺
社
方
訴
訟
人
取
捌
之
事

一
寺
社
訴
訟
人
、
可
届
所
江
不
断
し
て
願
出
、
添
簡
無
之
類
ハ

取
上
申
間
敷
候
、
強
而
相
願
候
ハ
ヽ
、
本
寺
触
頭
江
相
尋
、

本
寺
触
頭
ニ
而
可
致
吟
味
と
申
筋
ハ
、
本
寺
触
頭
江
吟
味
可

申
付
事

一
本
寺
触
頭
を
相
手
取
候
歟
、
又
者
本
寺
触
頭
江
願
候
而
も
、

押
置
候

(

ニ
欠
カ)

付
、
不
得
止
事
願
出
候
類
者
、
添
簡
無

之
候
と
も
、
取
上
可
致
吟
味
事

一
寺
社
領
之
町
人
百
姓
、
地
頭
非
分
之
儀
を
申
出
候
類
ハ
、
地

頭
寺
院
或
ハ
神
主
等
呼
出
、
様
子
相
尋
、
品
ニ
よ
り
取
上
、

可
致
吟
味
事

一
寺
院
加
り
候
出
入
裁
許
申
付
候
節
ハ
、
触
頭
又
ハ
本
寺
呼
出

為
承
、
裁
許
状
ニ
奥
印
為
致
可
申
事

一
一
宗
法
儀
ニ
拘
候
公
事
訴
訟
之
儀
ハ
取
上
申
間
敷
候
、
尤
本

寺
触
頭
ニ
而
咎
申
付
候
而
も
及
難
渋
候
も
の
、
又
者
他
宗
俗

人
入
交
り
候
出
入
ハ
、
取
上
可
致
吟
味
事



字
挿
入
、｢

本
寺
之｣

の

｢

之｣

字
削
除
が
必
要
で
あ
る
。
二
項
で
は

｢

相
手
取｣

の
後
に

｢

候｣

字
挿
入
の
他
、｢

押
置
候

故｣

の

｢

故｣

字
は

｢

ニ
付｣

に
修
正
、｢

可
致｣

の
前
に

｢

取
上｣

の
語
句
の
挿
入
が
求
め
ら
れ
る
。
三
項
で
は

｢

類
之｣

の
｢

之｣

字
は

｢

者｣

字
に
修
正
、｢

委
細｣

字
は
三
史
料
共
無
く
不
要
と
認
め
ら
れ
る
。
五
項
で
は

｢

間
敷｣

の
後
に

｢

候｣
字
の
挿
入
が
三
史
料
と
の
対
比
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
。
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二
二
九

公
事
取
扱
并
扱
日
限
之
事

一
火
附

一
人
殺

一
人
勾
引

一
逆
罪
之
者

一
名
主
等
私
曲
非
分

一
博
奕
三
笠
附
取
退
無
尽

一
隠
売
女

一
巧
事

右
之
外
ニ
茂

公
儀
江
掛
り
候
出
入
之
儀
、
願
出
候
共
、
為

扱
申
間
敷
候
事

一
公
事
扱
願
出
候
節
、
日
数
廿
日
ニ
可
限
、
但
遠
国
江
掛
合
候

14

公
事
取
扱
并
扱
日
限
之
事

一
火
附

一
盗
賊

一
人
殺

一
人
勾
引

一
逆
罪
之
も
の

一
名
主
等
私
曲
非
分

一
博
奕
三
笠
附
取
退
無
尽

一
隠
売
女

一
巧
事

右
之
外
に
も
公
儀
江
掛
り
候
出
入
、
扱
之
儀
願
出
候
と
も
、

為
扱
申
間
敷
候
事



本
条
は
寛
保
三
年
増
補
の
際
に
題
号
を
変
更
す
る
が
、
本
史
料
は
二
年
の
題
号
で
あ
る
。
本
史
料
で
は
一
つ
書
き
二
ツ
目

｢

盗
賊｣
の
脱
落
と
い
う
大
き
な
ミ
ス
を
犯
す
。
同
様
に

｢

出
入｣

の
下

｢

扱｣

字
が
脱
落
す
る
。
二
項
で
は
茎
田
・
高
塩

と
共
に
本
史
料
も

｢

其
節
之｣

と
す
る
が
、
藪
史
料
は
禁
令
考
後
一
―
四
二
三
頁
等
所
引
の
元
文
五
年
書
付
に
従
い
、｢

其

節
々｣

と
す
る
。｢
度
々｣

と
す
る
語
句
も
見
出
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
復
元
に
従
い
た
い
。

藪
史
料
で
は

｢

取｣

の
後
に

｢

申
欠
カ｣

の
語
句
を
行
間
に
記
載
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
茎
田
・
高
塩
両
史
料
は

｢

申｣

字

を
含
む
。
本
史
料
も
同
様
で
あ
る
。
藪
史
料
は
寛
保
元
年
の
伺
に
対
し
て
の
翌
年
の
下
知
に
よ
っ
て

｢

本
文
極
ル｣

と
し
た

附
記

(

禁
令
考
後
一
―
四
二
四
頁)

を
採
択
し
た
が
、｢

科
条
類
典｣

の
文
言
に
従
う
原
則
に
こ
の
場
合
踏
襲
せ
ず
、
根
拠

を
明
記
し
な
い
ま
ま
行
間
補
記
す
る
。
藪
氏
は
他
本
を
参
照
し
た
と
す
る
当
該
史
料
に

｢

申｣

字
が
あ
る
の
で
あ
ら
ば
、

｢

カ｣

は
不
要
で
あ
ろ
う
。
典
拠
の
明
示
が
欲
し
い
所
で
あ
る
。
同
様
に
藪
史
料
で
は

｢

に
欠
カ｣

と
行
間
補
記
し
た

｢

ニ｣
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二
三
〇

出
入
者
、
往
来
日
数
を
考
、
其
節
之
日
限
を
相
極
、
可
申
付

候
事

一
公
事
扱
願
出
候
節
、
日
数
廿
日
ニ
可
限
、
但
、
遠
国
江
掛
り

合
候
出
入
ハ
、
往
来
日
数
を
考
、
其
節
々
、
日
限
相
極
可
申

付
事

誤
証
文
押
而
取
間
敷
事

一
相
手
不
致
得
心
ニ
、
押
而
誤
証
文
取
申
間
敷
候
、
仮
令
誤
証

文
差
出
候
共
、
其
証
文
ニ
不
拘
、
理
非
次
第
ニ
裁
許
可
仕
候

事

15

誤
証
文
押
而
取
間
敷
事

一
相
手
不
致
得
心
ニ
、
押
而
誤
証
文
取

(

申
欠
カ)

間
敷
候
、

た
と
へ
誤
証
文
差
出
候
と
も
、
其
証
文
ニ
か
ゝ
ハ
ら
す
、
理

非
次
第

(

に
欠
カ)

裁
許
可
仕
事



字
は
本
史
料
も
含
め
て
存
在
す
る

(

こ
の
場
合
も

｢

科
条
類
典｣

の
文
言
に
も

｢

ニ｣

字
は
存
し
な
い
が)

。
な
お
本
史
料

末
尾

｢

候｣

字
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

｢

詮
儀｣

の

｢

儀｣
字
は

｢

議｣

字
と
通
用
さ
れ
る
事
が
多
く

(

本
例
で
も
茎
田
史
料
も
同
字
で
あ
る)

、｢

儀｣

字
を
残
し

て
も
良
く
、
一
応
差
異
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
く
。｢

切｣

字
と

｢

限｣

字
の
相
違
も
、
右
記
と
同
様
で
、
茎
田
・
高
塩
両

史
料
や

｢

棠
蔭
秘
鑑｣

所
引

｢
御
定
書｣

も

｢

切｣

字
を
採
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
も
一
応
差
異
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
く

に
留
め
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

829

二
三
一

盗
賊
火
付
詮
儀
致
方
之
事

一
盗
賊
火
附
詮
儀
之
儀
、
盗
賊
改
火
附
改
江
不
相
渡
、
其
手
切

ニ
而
可
致
詮
儀
事

16

盗
賊
火
附
詮
議
致
方
之
事

一
盗
賊
火
附
詮
議
之
儀
、
盗
賊
改
火
附
改
江
不
相
渡
、
其
手
限

ニ
而
可
致
詮
議
事

旧
悪
御
仕
置
之
事

一
火
附

一
徒
党
致
人
家
江
押
込
候
類

一
追
剥
之
類
并
重
キ
盗
人

一
人
殺

右
之
類
者
縱
旧
悪
ニ
候
共
、
御
仕
置
相
伺
可
申
、
此
外
一
旦

17

旧
悪
御
仕
置
之
事

一
火
附

一
致
徒
党
人
家
江
押
込
候
類

一
追
剥
之
類
并
重
キ
盗
人

一
人
殺

右
之
類
ハ
、
旧
悪
ニ
候
共
、
御
仕
置
相
伺
可
申
候
、
此
外
一



本
条
に
つ
い
て
は
寛
保
三
年
に
追
加
が
な
さ
れ
た
が
、
本
史
料
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
寛
保
二
年
御
定
書
の
書
写
の
例
証
と
な

る
。
本
史
料
は

｢

徒
党
致｣

｢

悪
事
致｣

と
漢
文
と
し
て
不
適
当
な
用
語
法
を
採
る
。
こ
れ
は
法
文
読
み
上
げ
に
対
し
て
、

必
ず
し
も
法
文
の
書
き
方
に
熟
知
し
な
い
書
き
手
が
写
し
た
為
で
あ
ろ
う
。
各
々
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。｢

縱｣

字
は
削
除
、

｢

可
申｣

の
後
に

｢
候｣

字
の
挿
入
、｢

咎
ニ
者
及
不
申
事｣

は

｢

咎
ニ
不
及
事｣

と
、
三
史
料
と
の
比
較
か
ら
校
訂
さ
れ
る
。

本
条
は
寛
保
三
年
に
末
条
に
配
置
換
え
さ
れ
る
の
で
、
本
史
料
も
寛
保
二
年
御
定
書
の
書
写
、
更
に
十
八
条
に
配
置
さ
れ
て

い
た
事
が
確
認
さ
れ
る
。
本
条
で
は
茎
田
史
料
で
は
ど
う
見
て
も

｢

敲
之
上｣

の
下
に

｢

追
放｣

が
並
記
さ
れ
て
い
る
。
校

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

830

二
三
二

渡
世
之
為
悪
事
致
、
其
後
不
宜
事
与
存
付
、
相
止
メ
候
儀
証

拠
分
明
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
咎
ニ
者
及
不
申
事

旦
渡
世
之
た
め
悪
事
い
た
し
、
其
後
不
宜
事
と
存
付
相
止
候

儀
、
証
拠
分
明
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
咎
に
不
及
事

二
重
御
仕
置
申
付
候
事

一
役
儀
取
上
過
料

一
過
料
之
上
戸
〆
追
放

一
敲
之
上
追
放
所
払

一
入
墨
之
上
敲

右
者
科
之
軽
重
ニ
依
て
、
右
ニ
准
し
可
申
付
事

18

二
重
御
仕
置
申
付
候
事

一
役
儀
取
上

過
料

一
過
料
之
上

戸
〆

一
敲
之
上

追
放

追
放

一
入
墨
之
上

所
払

敲

右
者
、
科
之
軽
重
に
依
而
、
右
ニ
准
可
申
付
事



訂
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
写
本
段
階
で
混
乱
は
生
じ
て
い
た
よ
う
で
、
本
史
料
も
二
重
刑
罰
を
切
り
離
し
て
記
載
す
べ

き
と
こ
ろ
を
、
直
接
結
び
付
け
て
記
載
し
た
際
に
混
乱
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。｢

過
料｣

で
は

｢

追
放｣

、｢

敲｣

で
は

｢
所
払｣

を
削
除
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
削
除
さ
れ
た
刑
罰
は

｢

入
墨｣

の
二
重
仕
置
に
廻
し
、
禁
令
考
後
四
―
二
四
〇
頁

掛
紙
の
よ
う
に
表
記
し
た
藪
復
元
に
従
う
。

本
史
料
の
題
号
の

｢

之｣

字
は
不
要
。
な
お
三
史
料
共

｢

者｣

を

｢

も
の｣

と
記
す
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

831

二
三
三

裁
許
并
裏
判
不
請
者
之
御
仕
置
之
事

一
裁
許
不
請
者

中
追
放

一
裏
判
并
差
紙
不
請
者

所
払

19

裁
許
并
裏
判
不
請
も
の
御
仕
置
之
事

一
裁
許
不
請
も
の

中
追
放

一
裏
判
并
差
紙
不
請
も
の

所
払

関
所
を
除
山
越
致
候
者
、
并
関
所
を
忍
通
り
候
者
御
仕
置

之
事

一
関
所
難
通
類
、
山
越
致
候
者
、
於
番
所

磔

但
男
ニ
被
誘
引
、
致
山
越
候
女
者

奴

一
関
所
致
案
内
候
者
、
番
所
ニ
お
ゐ
て

磔

一
関
所
忍
通
候
者

重
キ
追
放

但
女
者

奴

20

関
所
を
除
山
越
い
た
し
候
も
の
、
并
関
所
を
忍
通
候
御

仕
置
之
事

一
関
所
難
通
類
、
山
越
等
い
た
し
候
も
の

於
其
所
磔

但
、
男
ニ
被
誘
引
、
山
越
い
た
し
候
女
ハ
奴

一
同
案
内
い
た
し
候
も
の

於
其
所
磔

一
同
忍
通
り
候
も
の

重
キ
追
放

但
、
女
ハ
奴



本
条
も
一
七
条
と
同
様
に
題
号
で

｢

山
越
致｣

と
す
る
。
茎
田
史
料
も
同
一
で
あ
る
が
、｢

山
越
致
し｣

等
の
語
句
が
望
ま

れ
る
。
一
項
は｢

山
越｣

の
後
に｢

等｣

字
の
追
記
、｢

番
所｣

(

二
項
も
同
様)

は｢

其
所｣

に
修
正
、
二
・
三
項｢

関
所｣

は

｢

同｣
(

但
し
茎
田
史
料
は
三
項
は

｢

忍
通
り｣

か
ら
始
ま
る)

字
に
修
正
、
四
項

｢

同
留｣

は

｢

口
留｣

に
修
正
、
但

書
末
尾

｢

事｣
は
削
除
と
、
各
校
訂
を
必
要
と
す
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

832

二
三
四

一
同
留
番
所
を
女
ヲ
連
忍
ひ
通
候
者

中
追
放

但
女
者
領
主
江
可
相
渡
事

一
口
留
番
所
を
女
を
連
忍
ひ
通
り
候
も
の

中
追
放

但
、
女
ハ
領
主
江
可
相
渡

隠
鉄
炮
有
之
村
方
咎
之
事

一
隠
鉄
炮
致
所
持
候
者

遠
島

但
江
戸
十
里
四
方
御
留
場
之
内

一
隠
鉄
炮
打
候
者

右
同
断

右
之
外
関
八
州
中
追
放
、
関
八
州

所
払

一
隠
鉄
炮
所
持
之
村
方

重
キ
過
料

江
戸
十
里
四
方
御
留
場
之
内

他
所
�
参
り
打
候
村
方

右
同
断

右
之
外
関
八
州

急
度
叱
り

一
隠
鉄
炮
致
所
持
候
者
五
人
組

21

隠
鉄
炮
有
之
村
方
咎
之
事

１
一
隠
鉄
炮
致
所
持
候
も
の

江
戸
拾
里
四
方
并
御
留
場
内

遠
島

右
之
外
関
八
州

中
追
放

関
八
州
之
外

所
払

２
一
隠
鉄
炮
打
候
も
の

右
同
断

３

隠
鉄
炮
所
持
之
村
方

一

名
主
組
頭

他
所
よ
り
参
り
打
候
村
方

江
戸
拾
里
四
方
并
御
留
場
内

重
キ
過
料

右
之
外
関
八
州

急
度
叱



本
条
も
本
史
料
は
混
乱
が
多
す
ぎ
る
。
従
っ
て
藪
復
元
に
項
番
号
を
附
し
、
説
明
の
便
を
図
る
。
一
項
は

｢

但｣

字
を
附
し

た
上
で
江
戸
十
里
四
方

(

続
く

｢

并｣

字
欠
落)

等
は
規
定
す
る
が
、｢
右
之
外
…
…｣

は
二
項
に
誤
っ
て
配
置
し
て
、
従

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

833

二
三
五

江
戸
十
里
四
方
并
御
留
場
之
内

過
料

一
隠
鉄
炮
打
候
村
方
同
致
所
持
候
村
方
惣
百
姓

江
戸
十
里
四
方
并
御
留
場
之
内

軽
キ
過
料

猶
又
過
怠
と
し
て
壱
ケ
年

鳥
番

一
廻
り
場
之
内
ニ
而
鉄
炮
三
度
打
候
を
不
存
候
ハ
ヽ

御
留
場
之
内
、
野
廻
り
之
役
儀
可
取
放
事

但
野
廻
り
之
居
村
ニ
隠
鉄
炮
致
所
持
候
者
有
之
ニ
於
て
ハ

役
儀
可
取
放
事

一
隠
鉄
炮
を
打
候
者
を
召
捕
候
者

江
戸
十
里
四
方
御
留
場
之
内

御
褒
美

銀
弍
枚

一
同
訴
人
仕
候
者

右
同
断

同

同
五
枚

４
一
隠
鉄
炮
致
所
持
候
も
の
五
人
組

江
戸
拾
里
四
方
并
御
留
場
内

過
料

５

隠
鉄
炮
打
候
村
方

一

総
百
姓

同
致
所
持
候
村
方江

戸
拾
里
四
方

軽
キ
過
料

御
留
場
内

壱
ケ
年

為
過
怠
鳥
番

６
一
廻
り
場
之
内
鉄
炮
三
度
以
上
打
候
を

不
存
候
ハ
ヽ
、
御
留
場
内

野
廻
り
役
儀
可
取
放
事

但
、
野
廻
り
之
居
村
ニ
隠
鉄
炮
所
持
い
た
し
候
も
の
於

有
之
ハ
、
役
儀
可
取
放

７
一
隠
鉄
炮
打
捕
候
も
の

江
戸
十
里
拾
方
并
御
留
場
内

御
褒
美

銀
弍
拾
枚

８
一
同
訴
人
仕
候
も
の

右
同
断

同

同
五
枚



っ
て
よ
り
拡
が
る
地
域
で
の
所
持
の
問
題
が
欠
落
す
る
。
な
お
二
項
に
廻
し
た
規
定
の
内
、｢

関
八
州

所
払｣

は

｢

関
八

州
之
外
所
払｣

と
修
正
し
た

(

茎
田
史
料
も

｢

之
外｣

字
は
欠
落
す
る)

上
で
、
一
項
に
戻
し
、
逆
に
二
項
の

｢

右
之
外

…
…｣

は
削
除
を
必
要
と
す
る
。
な
お
三
項
は
茎
田
史
料
も
二
つ
の
項
に
分
け
た
た
め
混
乱
が
発
生
し
、｢

右
同
断｣

の
語

句
を
挿
入
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る

(

藪
史
料
未
指
摘)

。
本
史
料
は
村
方
の
責
任
を
負
う

｢

名
主
組
頭｣

が
欠
落
す
る
ほ

か
、｢

江
戸
十
里
四
方
…
…｣

と

｢

他
所
�
…
…｣

の
配
置
に
混
乱
が
生
じ
、
結
果

｢

右
同
断｣

の
語
句
を
挿
入
し
て
お
り
、

茎
田
史
料
と
の
近
似
性
を
持
つ
。
五
項
で
は
茎
田
史
料
は
二
つ
の
項
に
分
け
る
の
に
対
し
て
、
本
史
料
は
分
け
な
い
が
、

｢

猶
又｣

と
不
要
な
語
句
が
存
す
る
。
な
お
藪
復
元
の

｢

為
過
怠
鳥
番｣

の
語
句
の
位
置
は
修
正
す
べ
き
で
あ
る

(

禁
令
考

後
二
―
四
三
頁
参
照)

。
六
項
で
は

｢

三
度｣

の
後
に

｢

以
上｣

の
語
句
を
挿
入
、
末
尾

｢

事｣

字
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

七
項
で
は

｢

打
候
者
を
召
捕｣
は
｢

打
捕｣

だ
け
で
よ
い
。
な
お
御
褒
美
が
次
項
に
比
べ
低
い

｢

弍
枚｣

に
留
め
た
問
題
に

疑
問
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
然

｢

弍
拾
枚｣

の
誤
り
で
あ
る
。
書
写
者
の
法
に
対
す
る
理
解
能
力
を
窺
わ

せ
る
。

題
号

｢

之
内｣

は
三
史
料
共
に
採
る

｢

ニ
而｣

に
修
正
、
二
項
で
は

｢
殺
生
致｣

と
あ
り
、
当
然

｢

致
殺
生｣

に
修
正
さ
れ

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

834

二
三
六

御
留
場
之
内
鳥
致
殺
生
候
者
御
仕
置
之
事

一
網
或
者
黐
縄
ニ
而
鳥
致
殺
生
候
者

過
料

一
鳥
殺
生
致
候
者
村
方
并
居
村

名
主

過
料

組
頭

叱
り

22

御
留
場
に
而
鳥
殺
生
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事

一
網
或
ハ
黐
縄
ニ
而
鳥
殺
生
い
た
し
候
も
の

過
料

一
鳥
殺
生
い
た
し
候
村
方
并
居
村

名
主

過
料

組
頭

叱



る
ほ
か
、｢

者｣

字
は
削
除
さ
れ
る
。
な
お
三
史
料
共

｢

叱｣

に
留
ま
り
、｢

り｣

字
を
送
っ
て
い
な
い
。
削
除
さ
れ
る
。

本
史
料
は
本
条
の
末
尾
に
次
条
の
題
号
を
附
す
混
乱
を
犯
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
は
、｢

在
方
江｣

の

｢

江｣

字
、｢

叱
り｣

の｢

り｣

字
、｢

可
申
付｣

(

但
し
高
塩
史
料
も
同
語
句
が
存
す
る)

の｢

付｣

字
は
削
除
さ
れ
る
。
逆
に
但
書｢

可
申
付
候｣

の

｢

候｣

字
は
茎
田
史
料
と
同
様
、
本
史
料
に
も
存
し
な
い
。
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

835

二
三
七

村
方
戸
〆
無
之
事

一
在
方
江
戸
〆
ハ
不
申
付
、
軽
キ
儀
者
叱
り
可
申
付
、
重
キ
ハ

過
料
、
又
者
名
主
組
頭
等
者
役
儀
取
上
、
猶
其
上
ニ
も
咎
可

然
者
者
過
料
可
申
付
事

但
江
戸
町
続
寺
社
門
前
并
町
続
之
村
方
町
奉
行
支
配
之
町

之
分
者
、
戸
〆
を
も
可
申
付
、
在
中
ニ
而
も
侍
躰
之
者
者

右
同
断[

人
別
帳
ニ
も
不
加
、
他
之
者
差
置
御
仕
置
之
事]

23

村
方
戸
〆
無
之
事

一
在
方
戸
〆
ハ
不
申
付
、
軽
儀
ハ
叱
可
申
、
重
キ
ハ
過
料
、
又

ハ
名
主
組
頭
等
ハ
役
儀
取
上
、
猶
其
上
に
も
咎
可
然
も
の
ハ
、

過
料
可
申
付
事

但
、
江
戸
町
続
寺
社
門
前
并
町
続
村
方
町
奉
行
支
配
之
町

之
分
ハ
、
戸
〆
を
も
可
申
付
候
、
在
中
に
て
も
侍
躰
之
も

の
ハ
右
同
断

人
別
帳
ニ
も
不
加
、
他
之
者
差
置
御
仕
置
之
事

一
人
別
帳
ニ
壱
度
も
不
加
、
他
所
之
者
差
置
御
仕
置
之
事
者

当
人
并
差
置
候
者
者

所
払

24

人
別
帳
に
も
不
加
他
之
も
の
差
置
候
御
仕
置
之
事

一
人
別
帳
に
も
不
加
、
他
之
も
の
を
差
置
候
も
の

当
人
并
差
置
候
も
の
共(

ニ
欠
カ)

所
払



本
史
料
で
は
前
条
と
の
混
乱
故
か
、｢

壱
度｣

、｢

所｣

の
語
句
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
ほ
か
、｢

差
置
御
仕
置
之
事
者｣

と
題

号
に
引
き
ず
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
が
、｢

差
置
候
者｣

で
よ
い
。
な
お
処
罰
対
象
の

｢

差
置
候
者
者｣

の
小
字

｢

者｣

は
削

除
し

｢
共｣
字
の
補
う
必
要
が
あ
る
。
な
お
藪
史
料
は
そ
の
下
に

(

ニ
欠
カ)

と
行
間
補
記
す
る
が
、
茎
田
・
高
塩
両
史
料

も

｢

ニ｣

字
は
無
く
、
本
史
料
も
無
い
の
で
、
不
要
か
と
思
わ
れ
る
。
根
拠
の
明
示
が
望
ま
れ
た
一
例
で
あ
る
。

本
条
は
寛
保
三
年
に
大
幅
に
増
補
改
訂
さ
れ
た
が
、
本
史
料
は
そ
れ
を
採
ら
ず
、
二
年
の
規
定
の
姿
を
保
つ
。
藪
史
料
で
は

｢

公
儀｣

の
直
前
に
読
点
を
打
つ
。
禁
令
考
の
打
ち
方
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
同
書
で
も
必
ず
し
も
一
貫
し
て

お
ら
ず
、
茎
田
・
高
塩
両
史
料
も
採
る
よ
う
に
闕
字
の
書
礼
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
次
に
藪
史
料
は

｢

田
畑
家
財
ハ｣

と
復

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

836

二
三
八

名
主

重
キ
過
料

組
頭

過
料

名
主

重
キ
過
料

組
頭

過
料

御
仕
置
ニ
成
候
者
田
畑
闕
所
之
事

一
私
領
之
百
姓

公
儀
之
御
仕
置
ニ
成
、
田
畑
家
財
共
闕
所
之

節
者
、
不
残
地
頭
江
取
上
可
申
旨
可
申
渡
事

但
年
貢
滞
有
之
ハ
、
取
上
候
上
ニ
而
、
質
入
之
分
ハ
証
文

吟
味
之
上
、
於
無
紛
者
払
代
金
之
内
を
以
、
質
取
主
方
江

元
金
相
渡
候
歟
、
金
高
不
足
ニ
候
ハ
ヽ
、
地
面
之
内
ニ
而

相
渡
候
様
ニ
可
申
含
事

25

御
仕
置
ニ
成
候
者
田
畑
闕
所
之
事

一
私
領
百
姓
、
公
儀
御
仕
置
ニ
成
、
田
畑
家
財
ハ
闕
所
之
節
ハ
、

地
頭
江
取
上
可
申
旨
可
申
渡
事

但
、
年
貢
滞
有
之
ハ
、
取
上
候
上
に
て
、
質
入
之
分
ハ
、

証
文
吟
味
之
上
、
於
無
紛
ハ
、
払
代
金
之
内
を
以
、
質
取

主
江
元
金
相
渡
候
歟
、
金
高
不
足
候
ハ
ヽ
、
地
面
ニ
而
相

渡
候
様
可
申
含
事



元
す
る
。
こ
れ
は
元
文
五
年
伺
に
対
す
る
懸
紙

(

禁
令
考
後
二
―
九
一
頁)

に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
寛
保
三
年
増
補

の
際
の
検
討
の
伺
で
は

｢

共｣

字
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
茎
田
史
料
も
採
る

｢

共｣

字
の
方
が
文
意
が
通
ず
る
。
但
書
で
は

｢
地
面
之
内｣

の

｢

之
内｣

は
不
要
で
あ
る
。
な
お
茎
田
史
料
は

｢

取
上
候
而｣

と
す
る
が
、
本
史
料
は
藪
復
元
と
一
致
す

る
。
同
様
に
茎
田
史
料

｢

質
取
候
主
江｣

に
対
し
て
本
史
料
は
藪
復
元
と
同
じ
く

｢

質
取
主
江｣

と
す
る
。
こ
の
二
箇
所
は

本
史
料
は
藪
復
元
と
一
致
す
る
が
、｢

不
足
ニ
候
ハ
ヽ｣

・｢

相
渡
候
様
ニ｣

の

｢

ニ｣

字
は
藪
復
元
に
は
存
し
な
い
が
、
茎
田

史
料
に
も
検
出
さ
れ
る
の
で
、
今
後
の

｢

科
条
類
典｣

写
本
の
比
較
の
成
果
に
俟
ち
た
い
。

本
史
料
は

｢

村
方｣

と
す
る
が
、｢

高｣

の
誤
り
。
但
書
で
は
高
塩
史
料
も
採
る
藪
復
元

｢

其
品｣

の
語
句
に
対
し
て
、
茎

田
史
料
と
同
様

｢

其｣

字
が
無
い
。
茎
田
史
料
と
の
共
通
性
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

837

二
三
九

地
頭
江
対
し
強
訴
、
其
上
致
徒
党
迯
散
之
百
姓
御
仕
置
之

事

一
頭
取

死
罪

一
名
主

重
追
放

一
組
頭

田
畑
取
上
所
払

一
惣
百
姓

村
方
ニ
応
過
料

但
地
頭
申
付
非
分
有
之
ハ
、
品
ニ
応
シ
一
等
も
二
等
も
軽

く
可
相
伺
、
未
進
無
之
ニ
於
て
ハ
、
重
キ
咎
ニ
不
及
事

26

地
頭
江
対
し
強
訴
、
其
上
致
徒
党
逃
散
之
百
姓
御
仕
置

之
事

一
頭
取

死
罪

一
名
主

重
キ
追
放

一
組
頭

田
畑
取
上
所
払

一
総
百
姓

村
高
ニ
応
し
過
料

但
、
地
頭
申
付
非
分
有
之
ハ
、
其
品
ニ
応
シ
、
一
等
も
二

等
も
軽
く
可
相
伺
、
未
進
於
無
之
ハ
、
重
キ
咎
に
不
及
事



本
条
で
は
茎
田
史
料
・
藪
復
元
共
に

｢

夫
御
仕
置｣

の
後
に

｢

ニ｣

字
を
配
置
す
る
。
そ
れ
に
従
う
。
な
お
本
条
は
寛
保
三

年
増
補
の
際
に
、
移
動
し
た
。
本
史
料
が
寛
保
二
年
本
で
あ
る
例
証
と
な
る
。

本
史
料
の
題
号

｢

身
代｣

を
三
史
料
と
も
に

｢

身
躰｣
と
す
る
。
江
戸
時
代
で
は
混
用
さ
れ
る
語
句
で
あ
る
が
、
法
制
用
語

で
あ
る
の
で
、｢

身
躰｣

と
す
る
の
に
従
う
。
一
項
本
文
で
は

｢
取
上｣

の
語
句
が
脱
落
し
て
い
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

838

二
四
〇

妻
持
参
金
田
畑
家
屋
敷
闕
所
之
事

一
夫
御
仕
置
成
、
闕
所
之
節
、
妻
持
参
金
并
持
参
之
田
畑
、
家

屋
敷
も
可
致
闕
所
事

但
妻
之
名
付
ニ
而
有
之
分
者
、
不
及
闕
所
事

27

妻
持
参
金
田
畑
家
屋
敷
闕
所
之
事

一
夫
御
仕
置
ニ
成
、
闕
所
之
節
、
妻
持
参
金
并
持
参
之
田
畑
、

家
屋
敷
も
可
致
闕
所
事

但
、
妻
之
名
附
に
て
有
之
分
ハ
、
不
及
闕
所
事

身
代
限
り
申
付
方
之
事

一
田
畑
・
屋
敷
・
家
蔵
・
家
財

但
他
所
ニ
家
蔵
有
之
分
も
取
上

一
店
借
り
ニ
候
ハ
ヽ
、
家
財
取
上

但
地
借
ニ
而
家
作
自
分
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、
家
財
・
家
作
共
ニ

取
上
可
申
事

28

身
躰
限
申
付
方
之
事

一
田
畑
屋
敷
家
蔵
家
財

取
上

但
、
他
所
に
家
蔵
有
之
候
分
も
、

取
上

一
店
借
ニ
候
ハ
ヽ

家
財
取
上

但
、
地
借
に
て
家
作
自
分
に
仕
候
ハ
ヽ
、
家
財
家
作
共
ニ

取
上
可
申
事

過
料
申
付
方
之
事

29

過
料
申
付
方
之
事



｢

過
料
申
付
方
之
儀
、
員
数
増
減
之
儀
者｣

と
す
る
本
史
料
に
対
し
て
、
三
史
料
共
に

｢

過
料
申
付
候
員
数
増
減
之
儀｣

と

す
る
。
そ
れ
に
従
う
。｢

過
料
を｣

の

｢

を｣

字
は
不
要
。
末
尾

｢

可
申
付
事｣

に
つ
い
て
は
、
茎
田
史
料
・
藪
復
元
共
に

｢

可
申
付
候
事｣

と

｢
候｣

字
が
存
す
る
。
但
し
高
塩
史
料
で
も
存
し
な
い
。
一
応
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

839

二
四
一

一
過
料
申
付
方
之
儀
、
員
数
増
減
之
儀
者
例
に
抱
り
不
申
、
其

者
之
身
躰
与
科
之
軽
重
与
に
応
、
過
料
を
可
申
付
事

但
至
而
軽
キ
者
ニ
而
、
過
料
差
出
候
儀
難
成
者
ハ
、
手
鎖

可
申
付
事

一
過
料
申
付
候
員
数
増
減
之
儀
、
例
ニ
か
ゝ
ハ
り
不
申
、
其
者

之
身
躰
と
科
之
軽
重
と
に
応
し
、
過
料
可
申
付
事

但
、
至
而
軽
キ
も
の
ニ
而
過
料
差
出
候
儀
難
成
も
の
ハ
、

手
鎖
可
申
付
候
事

田
畑
永
代
売
渡
并
致
隠
地
候
者
御
仕
置
之
事

一
田
畑
永
代
ニ
売
候
者

所
払

但
家
財
不
及
闕
所
ニ
、
死
候
時
者
子
同
罪

一
田
畑
買
取
候
者

但
永
代
売
之
田
畑
者
取
上

過
料

死
候
時
者
其
子
同
罪

一
田
畑
売
候
証
人

過
料

一
高
請
無
之
開
発
新
田
畑
、
浪
人
侍
等
所
持
之
田
畑
、
永
代
売

ニ
不
搆

30

田
畑
永
代
売
買
并
隠
地
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事

一
田
畑
永
代
に
売
候
も
の

所
払
、
家
財
不
及
闕
所

死
候
時
ハ
子
同
罪

一
同
買
候
も
の

過
料
、
死
候
時
ハ
子
同
罪

但
、
永
代
売
之
田
畑
ハ
取
上

一
同
証
人

過
料

一
高
請
無
之
開
発
新
田
畑
等
、
其
外
浪
人
侍
等
所
持
之
田
畑
、

永
代
売
無
搆

一
質
に
取
候
も
の
作
取
に
し
て
、
質
置
主
年
貢
諸
役
勤
候
分
、



本
史
料
は
題
号
を

｢

売
渡｣

と
す
る
が
、｢

売
買｣

に
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。
一
項
は
二
項
に
倣
い
、
但
書
の
形
態
を
採
る

が
、
藪
復
元
等
に
從
い
削
除
さ
れ
る
。
二
項
は

｢

其
子｣

の

｢

其｣

字
の
削
除
の
ほ
か
、｢

過
料｣

｢

死
候
時
者
…
…｣

の
配

置
は
藪
復
元
等
に
同
様
従
う
べ
き
で
あ
る
。
二
・
三
項
の

｢

田
畑｣

の
語
句
は

｢

同｣

で
よ
い
。
四
項

｢

新
田
畑｣

の
後
ろ

｢

等｣

字
欠
落
、
茎
田
史
料
と
同
様
に

｢

浪
人｣

の
上

｢

其
上｣

の
語
句
欠
落
、｢

永
代
売
ニ｣

の

｢

ニ｣

字
不
要
、
五
項
は

｢

質｣

字
の
後
に

｢

に｣
字
挿
入
、｢

年
貢
諸
役
勤
候
分
、
質
置
主｣

の
配
列
は

｢

質
置
主
年
貢
諸
役
勤
候
分｣

に
配
列
入
れ

替
え
、｢

同｣

字
下

｢

然
御
仕
置｣

の
語
句
欠
落
と
、
簡
単
な
条
文
な
が
ら
校
訂
す
べ
き
箇
所
の
多
さ
に
本
史
料
の
質
が
窺

わ
れ
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

840

二
四
二

一
質
取
候
者
作
り
取
に
し
て
、
年
貢
諸
役
勤
候
分
、
質
置
主
永

代
売
同

一
隠
地
致
候
者

中
追
放

永
代
売
同
然
御
仕
置

一
隠
地
い
た
し
候
も
の

中
追
放

質
小
作
取
捌
之
事

一
年
季
明
拾
ケ
年
過
候
質
地
者

流
地

一
年
季
之
内
之
質
地
者

但
年
季
明
請
戻
し
候
様
ニ
可
申
付
事

一
年
季
限
無
之
、
金
子
有
合
次
第
可
受
戻
証
文
之
質
入
年
�
拾

ケ
年
過
候
ハ
ヽ

流
地

31

質
地
小
作
取
捌
之
事

１
一
年
季
明
拾
ケ
年
過
候
質
地

流
地

２
一
年
季
内
之
質
地

年
季
明
請
戻
候
様
ニ
可
申
付

３
一
年
季
限
無
之
、
金
子
有
合
次
第
可
請
戻
証
文

質
入
之
年
よ
り
拾
ケ
年
過
候
ハ
ヽ
、
流
地

４
一
拾
ケ
年
以
上
年
季
質
地

無
取
上



法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

841

二
四
三

一
拾
ケ
年
以
上
之
年
季
質
地
ハ

無
取
上

一
質
地
名
所
并
位
反
別
無
之
、
或
者
名
主
加
印
無
之
不
埒
之
証

文
年
限
之
無
差
別
者

無
取
上

名
主

過
料

但
右
金
主
承
届
、
相
対
之
上
地
主
を
定
メ
、
水
帳
可
改
旨
、

名
主
江
可
申
渡
、
尤
名
主
質
地
、
相
名
主
無
之
村
方
者
、

組
頭
加
印
於
有
之
ハ
、
定
法
之
通
済
方
可
申
付
事

一
年
季
明
不
取
戻
候
ハ
ヽ
、
可
致
流
地
ニ
由
之
証
文

但
年
季
明
候
期
よ
り
二
ケ
月
過
候
ハ
ヽ
、
無
取
上

年
季
明
不
取
戻
候
ハ
ヽ
、
永
々
支
配
、
子
々
孫
々
迄
搆
無

之
旨
、
且
又
証
文
を
以
可
致
支
配
、
或
者
可
致
名
田
抔
与

之
文
言
、
流
地
之
証
文
ニ
准
シ
可
申
付
候
事

一
質
地
元
金
済
方
申
付
候
迄
、
返
金
滞
り
申
候
ハ
ヽ
、
地
面
を

金
主
江
渡

流
地

一
質
地
証
文
之
文
言
宜
、
小
作
之
証
文
不
埒
ニ
候
ハ
ヽ
、
質
地

定
法
之
通
裁
許
、
小
作
滞
方
不
申
付

５
一
質
地
名
所
并
位
反
別
無
之
、

年
季
之
無
差
別
、
無

或
ハ
名
主
加
印
無
之
不
埒
証
文

取
上
、
名
主
過
料

但
、
右
金
主
地
主
承
届
、
相
対
之
上
地
主
を
定
、
水
帳

可
相
改
旨
、
名
主
江
可
申
渡
、
尤
名
主
質
地
、
相
名
主

無
之
村
方
ハ
、
組
頭
加
印
於
有
之
ハ
、
定
法
之
通
済
方

可
申
付

６
一
年
季
明
不
請
戻
候
ハ
ヽ
、
可
致
流
地
由
之
証
文

年
季
明
候
期
月
よ
り
二
ケ
月
過
候
ハ
ヽ
、
無
取
上

但
、
年
季
明
不
請
戻
候
ハ
ヽ
、
永
ク
支
配
、
又
者
子
々

孫
々
迄
搆
無
之
旨
、
且
又
此
証
文
を
以
可
致
支
配
、
或

ハ
可
致
名
田
ニ
抔
之
文
言
、
流
地
之
証
文
ニ
准
可
申
付

事

７
一
質
地
元
金
済
方
申
付
候
上
、

地
面
金
主
江
渡
、
流
地

返
金
滞
候
ハ
ヽ
、

但
、
直
小
作
滞
候
ハ
ヽ
、
可
為
棄
捐
事

８
一
質
地
証
文
之
文
言
宜
、

質
地
定
法
之
通
裁
許
、

小
作
証
文
不
埒
ニ
候
ハ
ヽ
、

小
作
滞
分
不
申
付
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二
四
四

一
又
質
取
地
主
加
判
有
之
証
文

但
又
質
之
節
、
増
金
滞
り
候
ハ
ヽ
、
其
分
ハ
又
質
置
候
者

済
方
可
申
付
事

元
地
主
江
者
済
方
定
法
之
通
可
申
付
事

一
御
朱
印
地
寺
社
領
屋
敷
ハ
譲
渡
、
質
ニ
入
候
寺
社

江
戸
十
里
四
方
追
放

但
譲
請
質
ニ
取
候
者
、
地
面
為
相
返

重
キ
過
料

一
証
文
端
書
ニ
質
地
与
認
候
共
、
請
戻
文
言
於
無
之
者
、
永
代

売
同
前
之
御
仕
置
可
申
付
事

一
譲
証
文
与
端
書
ニ
有
之
候
共
、
祝
儀
金
・
礼
金
抔
相
渡
候
文

言
有
之
候
ハ
ヽ
、
永
代
売
同
然
之
御
仕
置

一
小
作
滞
、
質
地
日
限
之
通
申
付
、
其
上
相
滞
候
ハ
ヽ
、
身
躰

限
可
申
付
候
事

一
本
証
文
定
法
之
通
ニ
候
ハ
ヽ
、
質
地
金
斗
を
裁
許
申
付
、
小

９
一
又
質
元
地
主
加
判
有
之
証
文

元
地
主
江
済
方
定
法
之
通
可
申
付

但
、
又
質
之
節
増
金
借
請
候
ハ
ヽ
、
其
分
ハ
又
質
置
候

も
の
ニ
済
方
可
申
付
事

10
一
御
朱
印
地
寺
社
領
屋
敷
共

江
戸
拾
里
四
方

譲
渡
、
質
ニ
入
候
寺
社

追
放

但
、
譲
請
質
ニ
取
候
も
の
、
地
面
為
相
返
、
重
キ
過
料

可
申
付
事

11
一
証
文
端
書
ニ
質
地
と
認
候
共
、
永
代
売
同
然
之
御
仕
置

請
戻
候
文
言
於
無
之
ハ

12
一
譲
証
文
と
端
書
有
之
候
共
、

祝
儀
金
礼
金
抔
相
渡
候
文

永
代
売
同
然
之
御
仕
置

言
有
之
候
得
ハ

質
地
日
限
之
通
申
付
、
其
上

13
一
小
作
滞

相
滞
候
ハ
ヽ
、
身
躰
限
可
申

付

14
一
小
作
証
文
無
之
候
共
、

質
地
元
金
計
裁
許
申
付
、
小
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二
四
五

作
滞
者
不
申
付
、
尤
地
面
者
小
作
人
�
地
主
江
為
引
渡
可
申

候
事

一
小
作
証
文
無
之
候
共
、
小
作
ニ
無
相
違

但
小
作
ニ
而
証
文
無
之
分
者
書
付
ニ
准
シ
、
本
証
文
宜
候

共
、
質
地
之
法
ニ
裁
許
可
申
付
事

一
小
作
証
文
無
之
候
共
、
質
地
証
文
小
作
之
儀
書
加
エ
有
之
候

ハ
ヽ
、
質
地
金
小
作
共
可
申
付
事

一
家
守
小
作
滞
請
状
通
之
証
文
ニ
候
ハ
ヽ

当
人
・
請
人
共
ニ
済
方
申
付
、
若
相
滞
候
得
者
、
両
人
共

ニ
身
代
限
り
可
申
付
事

一
質
地
之
年
貢
斗
金
主
�
差
出
、
諸
役
者
地
主
相
勤
候
証
文
、

年
季
之
内
ニ
候
ハ
ヽ
、
定
法
之
通
証
文
仕
直
さ
せ
、
双
方
并

加
判
之
名
主

過
料

但
年
季
明
候
ハ
ヽ
、
地
面
可
為
請
戻
、
年
季
明
ケ
二
ケ
月

過
候
ハ
ヽ
、
定
法
之
通
流
地
ニ
申
付
、
両
様
共
ニ
双
方
過

料
可
申
付
事

別
小
作
無
相
違
、
本
証
文

作
滞
ハ
不
申
付
、
尤
地
面
ハ

定
法
之
通
候
ハ
ヽ

小
作
人
よ
り
地
主
江
可
為
引

渡

但
、
直
小
作
ニ
而
証
文
無
之
分
ハ
、
書
入
ニ
准
、
本
証

文
宜
候
共
、
質
地
之
法
ニ
ハ
裁
許
不
申
付
事

15
一
小
作
証
文
無
之
候
共
、
質
地
証
文

小
作
之
儀
書
加
有
之
候
ハ
ヽ

質
地
金
小
作
金
共
可
申
付

16
一
家
守
小
作
滞
、
請
状
之
通

当
人
請
人
共
ニ
済
方
申

無
相
違
に
お
い

(

ゐ
カ)

て
ハ

付
、
滞
候
得
ハ
、
両
人

共
ニ
身
躰
限
可
申
付

17
一
質
地
之
年
貢
計
金
主

年
季
之
内
ニ
候
ハ
ヽ
、
定
法

よ
り
差
出
、
諸
役
ハ

之
通
証
文
仕
直
さ
せ
、
双
方

地
主
相
勤
候
証
文

(

并
欠
カ)

加
判
之
名
主
過

料

但
、
年
季
明
ニ
候
ハ
ヽ
、
地
面
可
為
請
戻
、
年
季
明
二

ケ
月
過
候
ハ
ヽ
、
定
法
之
通
流
地
申
付
、
両
様
と
も
ニ

双
方
過
料
可
申
付
事



多
項
か
ら
成
る
場
合
、
混
乱
の
多
い
本
史
料
だ
が
、
本
条
で
も
例
外
で
は
な
い
。
説
明
の
便
の
た
め
藪
復
元
史
料
に
項
番
号

を
附
す
。
一
項

｢
質
地
者｣

の

｢

者｣

字
は
不
要
。
二
項
は

｢

年
季
之｣

の

｢

之｣

字
、｢

質
地
者｣

の

｢

者｣

字
は
不
要
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
本
史
料
は

｢

但｣

字
を
添
え
て
改
行
し
て
但
書
と
す
る
。
本
則
あ
っ
て
の
但
書
の
筈
で
あ
る
が
、
本
則
に

依
る
処
分
を
明
記
せ
ず
に
但
書
に
記
す
と
こ
ろ
に
、
底
本
の
誤
写
以
前
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(

後
述)

。
末
尾

｢

事｣

字
も
不
要
。
三
項
は

｢

受
戻｣

(
茎
田
史
料
も
同
字
を
採
る)

は

｢

請
戻｣

に
、｢

証
文
之｣

の

｢

之｣

字
不
要
。
四

項
は

｢

以
上
之｣

の

｢

之｣

字
、｢

質
地
ハ｣
の

｢

ハ｣

字
各
不
要
。
五
項
は

｢

不
埒
之｣

の

｢

之｣

字
は
不
要
。｢

年
限｣

は

｢

年
季｣

に
訂
正
さ
れ
、｢

可
改｣

は

｢
可
相
改｣

と

｢

相｣

字
挿
入
、｢

無
差
別
者｣

の
う
ち

｢

者｣

字
は
不
要
。
本
項

以
降
藪
復
元
で
は
処
分
の
対
象
と
な
る
行
為
・
証
文
の
類
は
上
段
に
、
下
段
に
処
分
内
容
を
記
す
。
煩
雑
に
な
る
の
で
、
混

乱
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
差
異
に
言
及
し
な
い
。
但
書
で
は

｢

金
主｣

の
下

｢

地
主｣

の
語
句
欠
落
し
て
い
る
。
六
項

は
三
項
と
同
様
に

｢

受
戻｣

は

｢

請
戻｣

に
訂
正
、｢

但｣
字
の
配
置
場
所
は
次
行
の
冒
頭
に
廻
す
べ
き
で
あ
る
。｢

期｣

は

｢

期
月｣

に
改
め
ら
れ
る
。
結
果
但
書
と
な
る
次
行
で
は

｢

取
戻｣
は

｢

請
戻｣

、｢

永
々｣

は

｢

永
ク｣

に
訂
正
さ
れ
る
。

ま
た

｢

子
々｣

の
上
に

｢

又
者｣

の
語
句
の
挿
入
、｢

証
文｣

の
上

｢
此｣
字
の
補
記
も
要
す
る
。
さ
ら
に

｢

申
付
候｣

の
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二
四
六

一
質
入
之
地
面
を
半
分
直
ニ
小
作
ニ
致
質
地
方
、
右
同
断
也
、

不
残
年
貢
諸
役
共
地
主
�
相
納
候
証
文
、
右
同
断

一
二
十
年
以
上
之
名
田
小
作
者
永
代
小
作
ニ
可
申
付
事

18
一
流

(

質
カ)

入
之
地
面
を
半
分
直
小
作
い
た
し
、

質
地
之
高
不
残
年
貢
諸
役
共
地
主
よ
り

右
同
断

相
納
候
証
文

但
、
右
同
断

19
一
弍
拾
年
以
上
之
名
田
小
作
者

永
小
作
ニ
可
申
付



｢

候｣

字
は
不
要
。
但
し

｢

与｣

字
は
茎
田
史
料
も

｢

と｣

字
を
挿
入
す
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。
七
項

｢

候
迄｣

は

｢

候

上｣

と
、
ま
た

｢

滞
り
申｣

は

｢

滞｣

と
訂
正
さ
れ
る
ほ
か
、｢

地
面
を｣

の

｢

を｣

字
は
不
要
。
そ
れ
以
上
に
但
書
全
文

を
欠
落
し
た
こ
と
は
大
き
な
ミ
ス
で
あ
る
。
八
項
で
は

｢

滞
方｣

は

｢

滞
分｣

と
訂
さ
れ
る
。
九
項
は

｢

元
地
主
江
…
…
可

申
付｣
の
文
が
本
史
料
で
は
末
尾
に
廻
さ
れ
て
い
る
が
、
藪
復
元
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
細
部
で
は｢

地
主｣

の
上
に｢

元｣

字
が
欠
落
す
る
。
藪
復
元
の

｢

江
者｣

の

｢

者｣

字
、｢

可
申
付
事｣

の

｢

事｣

字
は
各
々
不
要
で
あ
る
ほ
か
、｢

増
金
滞
り｣

は

｢

増
金
借
請｣
に
訂
正
、｢

置
候
者｣

の
後
に

｢

ニ｣

字
の
挿
入
を
必
要
と
す
る
。
一
〇
項
で
は

｢

重
キ
過
料｣

の
後
に

｢

可
申
付
事｣

の
語
句
が
欠
落
す
る
。
一
一
項
で
は

｢

同
前｣

は

｢

同
然｣

に
訂
正
さ
れ
る
ほ
か
、
前
記
欠
落
の

｢

可
申
付

事｣

の
語
句
が
末
尾
に
附
記
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
削
除
し
て
前
項
に
廻
す
べ
き
で
あ
る
。
一
三
項

｢

可
申
付｣

の

｢

可｣

字

は
不
要
。
一
四
項
は
本
史
料
で
は
二
項
か
ら
成
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
本
来
冒
頭
の
語
句
が
後
ろ
の
項
に
配
置
さ
れ
る

原
因
の
説
明
は
つ
か
な
い
が
、
後
項
の
冒
頭
の
一
つ
書
き
の
文
を
一
番
最
初
に
置
き
、
前
項
の
一
つ
書
き
の

｢

一｣

字
を
削

除
し
て
、
続
く
文
を
接
続
さ
せ
る
と
、
藪
復
元
史
料
一
四
項
の
仮
定
形
の
法
文
が
出
来
上
が
る

(

但
し

｢

小
作｣

の
上
に

｢

別｣

字
の
挿
入
の
必
要
あ
り)

。
そ
の
ま
ま
前
項
の
法
文
に
続
け
る
が
、｢

質
地｣

の
後
に

｢

元｣

字
の
挿
入
、｢

為
引
渡｣

の
前
に

｢

可｣

字
の
挿
入
、
そ
れ
に
伴
い

｢

可
申
候
事｣

の
語
句
の
削
除
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
後
項
の
但
書
に
続
く
が
、

｢

但｣

の
後
に

｢

直｣

字
の
挿
入
、｢

書
付｣

は

｢

書
入｣
に
修
正
、｢

法
ニ｣

の
後
に

｢

ハ｣

字
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
藪
復

元
と
一
致
し
た
条
文
と
な
る
。

一
五
項
は

｢

小
作｣

の
後
に

｢

金｣

字
の
挿
入
が
必
要
で
あ
る
。
一
六
項
は

｢

之
証
文
ニ
候
ハ
ヽ｣

の
語
句
は
茎
田
史
料

も
同
一
で
あ
る
が
、
高
塩
史
料
も
藪
復
元
と
同
文
の

｢

無
相
違
ニ
お
ゐ
て
ハ｣

に
校
訂
し
て
お
く
。
な
お

｢

身
代｣

は
他
条
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二
四
七



と
同
様
に

｢

身
躰｣

に
修
正
を
要
す
る
。
一
七
項
は
但
書

｢

無
年
季｣

の
後
に

｢

ニ｣

字
の
挿
入
、｢

地
面｣

の
後
に

｢

可｣

字
の
挿
入
、
逆
に

｢

流
地
ニ｣

の

｢

ニ｣

字
の
削
除
を
要
す
る
。
一
八
項
は

｢

直
ニ｣

の

｢

ニ｣

字
の
削
除
、｢

質
地
方｣

は

｢
質
地
之
高｣

に
修
正
の
上
、｢

不
残
…
…｣

に
続
け
る
校
訂
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上

｢

右
同
断
也｣

は
末
行
に
廻
し
、
前

一
七
項
と
同
じ
位
置
に

｢

但｣

字
を
配
し
て
、
そ
れ
に
続
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
一
九
項
は

｢

代｣

字
や
末
尾

｢

事｣

字
が
不
要
で
あ
る
。
以
上
煩
雑
な
説
明
と
な
っ
た
が
、
個
々
の
語
句
で
の
差
異
の
多
さ
は
本
条
で
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

題
号

｢

質
地
之
滞
并｣

の

｢

之｣
｢

并｣

字
不
要
、
削
除
さ
れ
る
。
本
史
料
は
日
限
に
応
ず
る
米
・
金
の
高
を
縦
壱
行
で
記

載
す
る
。
茎
田
史
料
冒
頭
は
同
一
記
載
方
式
を
採
る
が
、
次
行
以
下
は
金
・
米
を
別
け
て
一
つ
書
を
す
る
。
共
に
藪
史
料
の
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二
四
八

質
地
之
滞
并
米
金
日
限
定

一
金
五
両
以
下
五
石
以
下

三
十
日
限

一
金
五
両
以
上
拾
両
迄
五
石
以
上
拾
石
迄

六
十
日
限

一
同
拾
両
以
上
五
拾
両
迄
拾
石
以
上
五
拾
石
迄

百
日
限

一
同
五
拾
両
以
上
百
両
迄
五
拾
石
以
上
百
石
迄

二
百
日
限

一
同
百
両
以
上
百
石
迄

十
ケ
月
限

一
同
弍
百
両
以
上
弍
百
石
迄

十
三
ケ
月
限

右
日
限
ニ
准
シ
済
方
申
付
、
相
滞
候
ハ
ヽ
、
地
所
金
主
江
為

相
渡
可
申
候
、
尤
其
人
之
身
上
ニ
応
シ
取
斗
可
申
付
候
事

32

質
地
滞
米
金
日
限
定

一
五
両
以
下

五
石
以
下

三
十
日
限

一
五
両
以
上
拾
両
迄

五
石
以
上
拾
石
迄

六
十
日
限

一
拾
両
以
上
五
拾
両
迄

拾
石
以
上
五
拾
石
迄

百
日
限

一
五
拾
両
以
上
百
両
迄

五
拾
石
以
上
百
石
迄

弍
百
五
十
日
限

一
百
両
百
石
以
上

拾
ケ
月
限

一
弍
百
両

弍
百
石
以
上

拾
三
ケ
月
限

右
日
限
ニ
准
し
済
方
申
付
、
相
滞
候
ハ
ヽ
、
地
所
金
主
江
為
相

渡
可
申
候
、
尤
其
人
之
身
上
に
応
し
取
計
可
申
候
事



よ
う
に
金
・
米
を
双
行
に
別
け
て
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
書
き
の
下

｢

金｣

ま
た
は

｢

同｣

字
を
入
れ
る
が
、
三

史
料
共
無
く
、
削
除
す
べ
き
で
あ
る

(

こ
の
方
式
を
採
る
な
ら
ば
、
当
然

｢

米｣

字
な
ど
の
語
句
の
挿
入
が
必
要
と
な
る
が
、

そ
れ
は
し
な
い)

。
四
行
目

｢

二
百｣

は

｢

二
百
五
十｣

の
誤
り
で
あ
る
。
続
く
二
行
末
尾
の

｢

迄｣

は

｢

以
上｣

で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
思
い
違
い
か
。
な
お
末
尾

｢

付｣

字
は
不
要
で
あ
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

847

二
四
九

借
金
銀
取
捌
之
事

一
借
金
銀

一
職
人
手
間
金

一
先
納
金

一
諸
道
具
預
証
文
ニ
而

金
子
借
り
候
類

一
売
掛
金

一
書
入
金

一
祠
堂
金

一
手
附
金

一
為
替
金

一
立
替
金

一
仕
入
金

一
官
金

一
持
参
金

右
之
分
享
保
十
四
酉
年
以
来
之
滞
ハ
、
四
月
与
十
一
月
、
壱

ケ
年
両
度
之
済
方
可
申
付
事

但
右
日
限
之
節
、
少
々
も
相
済
候
ハ
ヽ
、
壱
ケ
年
ニ
両
度

33

借
金
銀
取
捌
之
事

一
借
金
銀

一
祠
堂
金

一
官
金

一
書
入
金

一
立
替
金

一
先
納
金

一
為
替
金

一
職
人
手
間
賃
金

一
手
附
金

一
持
参
金

一
売
懸
金



法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

848

二
五
〇

ツ
ヽ
、
幾
度
も
切
金
ニ
為
差
出
、
其
上
ニ
而
済
方
不
埒
ニ

候
ハ
ヽ
、
身
代
限
可
申
付
事

一
地
代
金

三
十
日
限
済
方
可
申
付

一
店
賃

右
同
断
可
申
付
事

右
之
二
ケ
条
、
日
限
ニ
不
相
済
候
ハ
ヽ
、
切
金
ニ
為
差
出
候

而
、
其
上
済
方
不
埒
ニ
候
ハ
ヽ
、
身
躰
限
可
申
付
候
事

連
判
有
之
証
文
諸
願
請
負
捌
之
事

一
徳
用
割
合
請
取
候
定
之
類

芝
居
木
戸
銭

無
尽
金

右
者
仲
ケ
間
事
ニ
付
、
訴
訟
不
可
取
上

但
何
程
慥
成
証
文
有
之
候
共
、
仲
ケ
間
事
ニ
相
決
候
ニ
付

而
者
、
一
向
ニ
取
上
申
間
敷
候
事

日
寄
附
込
帳
ニ
記
候
借
金
印
形
無
之
分

一
仕
入
金

一
諸
道
具
預
証
文
ニ
而
金
子
借
候
類

右
之
分
、
享
保
十
四
酉
年
以
来
之
滞
ハ
、
四
月
十
一
月
壱
ケ
年

両
度
済
方
可
申
付

但
、
右
日
限
之
節
、
少
々
も
相
済
候
ハ
ヽ
、
壱
ケ
年
ニ
両

度
宛
幾
度
も
切
金
ニ
為
差
出
、
其
上
ニ
而
済
方
不
埒
ニ
候

ハ
ヽ
、
身
躰
限
可
申
付

一
地
代
金

三
十
日
限
済
方
可
申
付

一
店
賃
金

右
同
断

右
二
ケ
条
、
日
限
ニ
不
相
済
候
ハ
ヽ
、
切
金
ニ
為
差
出
、
其
上

済
方
不
埒
ニ
候
ハ
ヽ
、
身
躰
限
ニ
可
申
付
候

連
判
証
文
有
之
諸
請
負

徳
用
割
合
請
取
候
定

一

仲
ケ
間
事
ニ
付
、
無
取
上

芝
居
木
戸
銭

無
尽
金

但
、
証
文
慥
ニ
有
之
候
共
、
仲
ケ
間
事
ニ
相
決
候
付
而
ハ
、

一
向
取
上
申
間
敷
事



[

以
下
三
六
条
四
項
但
書
直
前
迄
記
載
無
シ
、
欠
落
ガ
発
生
ス
。
本
史
料
ノ
価
値
を
論
ズ
ル
為
ニ
対
比
的
ニ
藪
史
料
ヲ
掲
載
シ

テ
キ
タ
ノ
デ
、
藪
史
料
デ
ハ
勿
論
条
文
ハ
続
ク
ガ
、
掲
載
シ
テ
モ
無
意
味
故
ニ
、
以
降
ノ
掲
載
を
省
略
ス
ル]

本
条
の
本
史
料
の
混
乱
は
甚
だ
し
い
。
状
況
を
触
れ
た
通
り
、｢

宛
所
無
之
…
…｣

の
但
書
の
様
に
見
受
け
ら
れ
る

｢

但
日

限
之
上
…
…｣

の
文
は
三
六
条
四
項
但
書
で
あ
る
。
条
文
が
途
中
で
欠
落
し
た
事
情
と
し
て
は
色
々
考
え
ら
れ
る
が
、
本
史

料
の
底
本
段
階
で
既
に
欠
落
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
だ
が
そ
の
混
乱
の
予
兆
は

冒
頭
に
既
に
発
し
て
い
る
。
壱
ケ
年
二
度
の
済
方
が
命
じ
ら
れ
る
借
金
銀
の
種
類
と
し
て
具
体
的
に
十
三
並
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
配
列
は
三
史
料
と
比
べ
る
と
混
乱
を
来
し
て
い
る
。
原
因
を
探
索
す
る
と
、
底
本
で
は
借
金
銀
か
ら
立
替
金
ま
で

を
上
段
に
、
そ
の
下
に
先
納
金
か
ら
持
参
金
ま
で
を
中
段
に
、
そ
し
て
残
る
売
懸
金
な
ど
を
下
段
に
配
置
し
て
い
た
の
を
、

本
史
料
書
写
者
は
二
段
組
に
先
ず
変
更
、
そ
の
際
最
初
に
三
段
組
に
沿
っ
て
縦
に
並
ぶ
費
目
を
上
段
に
先
ず
一
列
に
記
載
、

そ
の
方
式
で
順
次
左
側
に
移
行
し
て
ゆ
き
、
上
段
で
八
費
目
を
並
記
し
た
後
、
下
段
に
同
じ
や
り
方
で
五
費
目
を
列
記
し
た

と
認
め
ら
れ
る
。
底
本
自
体
原
本
の
形
態
を
踏
襲
し
て
い
な
か
っ
た
と
同
様
に
、
原
本
が
採
っ
て
い
な
い
二
段
組
配
置
に
変

更
し
た
だ
け
で
な
く
、
底
本
の
順
を
上
か
ら
下
へ
と
読
み
違
え
る
と
い
う
誤
り
も
犯
し
た
の
で
あ
る
。
底
本
の
質
、
書
写
者

の
質

(

底
本
の
読
み
手
の
質
と
言
う
べ
き
か)

が
問
わ
れ
る
中
で
は
、
藪
史
料
と
の
細
々
と
し
た
差
異
を
指
摘
し
て
も
、
余

り
意
味
の
無
い
作
業
と
な
ろ
う
。
従
っ
て
藪
史
料
の
復
元
の
問
題
に
関
係
す
る
箇
所
に
触
れ
る
の
み
に
留
め
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

849

二
五
一

一
宛
所
無
之
并
年
号
無
之
証
文
ハ
一
向
無
取
上

[
但
日
限
之
上
相
済
候
ハ
ヽ
、
証
文
之
品
為
相
渡
可
申
候
事]

日
寄
附
込
帳
ニ
記
候
借
金
印
形
無
之
分

宛
所
無
之

一

証
文

無
取
上

年
号
無
之



問
題
と
な
る
の
は

｢

連
判
証
文
有
之
…
…｣

の
扱
い
で
あ
る
。
本
史
料
で
は
独
立
し
た
条
文
の
題
号
の
扱
い
を
採
り
、
他

の
条
文
題
号
と
同
じ
高
さ
か
ら
書
き
出
し
、
そ
の
上

｢

捌
之
事｣

の
語
句
を
附
記
す
る
。
同
様
に

｢

日
寄
附
込
帳
ニ
…
…｣

も
、
独
立
し
た
条
文
の
高
さ
に
下
げ
て
記
し
て
お
り
、
三
史
料
と
は
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
。
但
し
当
該
箇
所
は
三
史
料
も

共
々
問
題
あ
る
記
載
を
行
う
。
茎
田
史
料
は
一
つ
書
き
に
扱
い

｢

一｣

字
を
上
に
配
し
、
ま
た
藪
史
料
は
禁
令
考
後
二
―
二

〇
〇
頁

(
元
文
五
年
十
二
月
伺)

で
は
一
つ
書
き
の

｢

一｣

字
と
同
じ
高
さ
か
ら
書
き
は
じ
め
る
が
、
一
字
下
げ
て

｢

宛
所

無
之
…
…｣
と
同
じ
高
さ
に
配
置
す
る
。
高
塩
史
料
で
は

｢

一｣

字
を
附
し
た
上
で

｢

無
取
上｣

の
処
分
内
容
を
記
す
と
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
記
載
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
由
と
し
て
は
、
禁
令
考
所
引

｢

科
条
類
典｣

で
は
高
塩
史
料
が
記
す
処

分
が
当
初
か
ら
あ
っ
た
の
か
、
寛
保
三
年
増
補
段
階
で
追
加
さ
れ
た
か
を
示
す
史
料
を
検
出
で
き
な
い
よ
う
に
、
何
ら
か
の

混
乱
が

｢

科
条
類
典｣

編
纂
前
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
編
纂
の
折
に
発
生
し
て
い
た
た
め
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
藪
復
元
に
お

い
て
は
本
箇
所
で
も
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

850

二
五
二

但
日
限
之
上
相
済
候
ハ
ヽ
、
証
文
之
品
為
相
渡
可
申
候
事

一
諸
寺
院
附
之
品
書
入
、
又
者
売
渡
証
文
を
以
金
子
借
り
貸
致

候
ニ
於
而
ハ

借
主

追
院

[

36

家
質
并
船
床
髪
結
床
家
蔵
売
渡
証
文
取
捌
之
事]

[

前

略

]

但
、
日
限
之
上
相
滞
候
ハ
ヽ
証
文
之
品
相
渡
さ
せ
可
申
事

一
諸
寺
院
寺
附
之
品
書
入
、
又
ハ
売
渡
証
文
を
以
金
子
貸
借
い

た
し
候
に
お
ゐ
て
は

借
主

追
院



本
史
料
は
既
述
の
如
く
欠
落
が
あ
り
、
途
中
か
ら
始
ま
る
。
三
史
料
と
も
に
二
箇
所

｢

滞｣

字
を
採
る
と
こ
ろ
を

｢

済｣

字

と
全
く
文
意
の
通
ら
な
い
字
を
採
用
す
る
ほ
か
、
同
様
に
処
分
内
容
を
藪
史
料
な
ど
が
採
る
よ
う
な
下
段
に
双
行
で
記
す
こ

と
を
せ
ず
、
金
子
貸
借
の
あ
り
方
の
横
に
記
す
た
め
、｢
右｣

字
で
始
ま
る
形
態
を
採
る
ほ
か
、
不
要
な

｢

候
事｣

の

｢

候｣

字
の
書
き
加
え
、｢

事｣

字
の
同
様
な
書
き
加
え
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
他
条
と
変
わ
り
な
い
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

851

二
五
三

証
人
も
寺
院
ニ
候
ハ
ヽ逼

塞

俗
人
ニ
候
ハ
ヽ

手
鎖

但
金
主
者
不
埒
之
貸
方
ニ
候
ハ
ヽ
、
済
方
不
及
沙
汰

一
家
蔵
売
渡
証
文
ニ
而
金
子
借
り
候
類

右
家
質
ニ
准
シ
、
金
高
ニ
応
し
て
日
限
済
方
可
申
付
候

事
但
日
限
之
上
相
済
候
ハ
ヽ
、
証
文
之
品
為
相
渡
可
申
事

一
慥
成
質
物
を
以
借
り
候
金
銀
者

右
家
質
ニ
准
シ
、
金
高
ニ
応
し
日
限
済
方
可
申
付
事

証
人

寺
院
ニ
候
ハ
ヽ逼

塞

俗
人
ニ
候
ハ
ヽ

手
鎖

但
、
金
主
ハ
不
埒
之
貸
方
ニ
候
間
、
済
方
之
不
及
沙
汰

一
家
蔵
売
渡
証
文
ニ
て
金
子

家
質
ニ
准
、
金
高
ニ
応
し
、

借
り
候
類

日
限
済
方
可
申
付

但
、
日
限
之
上
相
滞
候
ハ
ヽ
、
証
文
之
品
相
渡
さ
せ
可
申

事

一
慥
成
質
物
を
以
借
り
候
金
銀

家
賃

(

質
カ)

ニ
准
、
金
高

ニ
応
し
、
日
限
済
方
可
申
付

二
重
質
二
重
書
入
二
重
売
御
仕
置
之
事

37

二
重
質
二
重
書
入
二
重
売
御
仕
置
之
事



法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

852

二
五
四

一
田
畑
屋
敷
二
重
ニ
質
入
致
候
者

質
入
主

中
追
放

名
主
田
畑
取
上
軽
追
放

加
判
人

所
払

書
入
主

軽
追
放

証
人

過
料

但
田
畑
屋
敷
者
初
之
金
主
江
相
渡
、
後
之
金
主
ハ
家
財
取

上
可
相
渡
、
尤
名
主
・
加
判
人
共
馴
合
、
礼
金
等
取
候
ハ
ヽ
、

中
追
放

一
田
畑
屋
敷
并
建
家
等
二
重
ニ
書
入
候
者書

入
主

軽
追
放

証
人

過
料

但
書
入
之
品
者
初
金
主
江
相
渡
、
後
之
金
主
江
者
家
財
取

上
可
相
渡
、
尤
証
人
馴
合
候
而
、
礼
金
等
取
候
ハ
ヽ
、

江
戸
払

勿
論
後
之
金
主
書
入
之
訳
乍
存
知
、
書
入
証
文
取
候
ニ
於

て
者

江
戸
十
里
四
方

追
放

一
田
畑
屋
敷
二
重
に
質
入
い
た
し
候
も
の

質
入
主

中
追
放

名
主
田
畑
取
上
軽
追
放

加
判
人

所
払

但
、
田
畑
屋
敷
ハ
初
之
金
主
江
相
渡
、
後
之
金
主
江
ハ
家

財
取
上
可
相
渡
、
尤
名
主
加
判
人
共
馴
合
礼
金
等
取
候
ハ
ヽ
、

中
追
放

一
田
畑
家
屋
敷
并
建
家
等
二
重
ニ
書
入
候
も
の

書
入
主

軽
追
放

証
人

過
料

但
、
書
入
之
品
ハ
、
初
之
金
主
江
相
渡
、
後
之
金
主
江
ハ

家
財
取
上
可
相
渡
、
尤
証
人
馴
合
、
礼
金
等
取
候
ハ
ヽ
、

江
戸
払
、
勿
論
後
之
金
主
書
入
之
訳
乍
存
、
書
入
証
文
取

候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
江
戸
拾
里
四
方
追
放



本
条
で
も
本
史
料
は
一
項
で
書
入
主
・
証
人
と
次
項
に
記
載
さ
れ
る
者
の
刑
罰
を
書
き
加
え
る
混
乱
が
検
出
さ
れ
る
。
二
項

で
は

｢

家
屋
敷｣
の

｢

家｣

字
が
無
い
。
茎
田
史
料
と
共
通
す
る
。
藪
史
料
等
は
但
書
は
続
け
て
記
す
が
、
本
史
料
で
は

｢

勿
論
…
…｣

と
分
け
て
記
す
。
三
項
は

｢

御
仕
置
之
事｣

と
こ
れ
ま
た
三
史
料
に
見
受
け
ら
れ
な
い
語
句
で
結
ぶ
一
つ
書

き
が
検
出
さ
れ
る
。
当
然
削
除
す
べ
き
で
あ
る
が
、
単
な
る
誤
写
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
意
図
的
な
変
改
と
し
か
思
わ
れ
な
い

現
象
が
生
ず
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
窺
う
参
考
材
料
と
な
ろ
う
。
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二
五
五

一
諸
商
物
代
金
請
取
、
其
品
不
相
渡
、
外
江
二
重
売
致
候
者
御

仕
置
之
事

右
手
鎖
之
上
、
十
日
限
り
済
方
申
付
、
三
十
日
之
内
済
方

無
之
候
ハ
ヽ
、
身
躰
限
可
申
付
事

一
諸
商
物
代
金
請
取
、
其
品

手
鎖
之
上
十
日
限
済
方
申
付
、

不
渡
、
外
江
二
重
売
い
た

三
十
日
之
内
済
方
無
之
候
ハ
ヽ
、

し
候
も
の

身
躰
限
可
申
付
事

廻
船
荷
物
出
売
出
買
并
船
荷
物
押
領
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
廻
船
荷
物
出
売
出
買
致
候
者

買
主
売
主
共

重
キ
過
料

但
荷
物
代
金
共
ニ
取
上
、
荷
物
者
問
屋
江
可
相
渡
事

一
打
荷
或
者
破
船
と
偽
、
荷
物
を
押
領
致
候
者

船
頭

獄
門

上
乗

同
罪

38

廻
船
荷
物
出
売
出
買
并
船
荷
物
押
領
い
た
し
候
も
の
御

仕
置
之
事

一
廻
船
荷
物
出
売
出
買
い
た
し
候
も
の

買
主
売
主
共

重
キ
過
料

但
、
荷
物
代
金
共
ニ
取
上
、
荷
物
ハ
問
屋
江
相
渡
可
申
事

一
打
荷
或
破
船
と
偽
、
荷
物
を
致
押
領
候
者

船
頭

獄
門



一
項
但
書
で
は
末
尾

｢

可
相
渡
事｣

を
、
三
史
料
に
従
い
、｢

相
渡
可
申
事｣

に
訂
正
さ
れ
る
。
二
項
で
は
藪
史
料
で
は
見

受
け
る
の
が
少
な
い

｢
致｣

字
を
用
い
る

(

そ
れ
自
体

｢

科
条
類
典｣

の
校
訂
の
問
題
を
惹
起
す
る)

が
、
本
史
料
と
は
異

な
り

｢

致
押
領｣

と
す
る
。
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お

｢

或
者｣

の

｢

者｣

字
も
三
史
料
か
ら
不
要
と
認
め
ら
れ
る
。

本
史
料
の
題
号

｢

ニ
而
手
形｣

は

｢

手
形
ニ
而｣

と
語
順
の
変
更
、
そ
れ
に
伴
い

｢

を
用｣

の
削
除
を
必
要
と
す
る
ほ
か
、

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)
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二
五
六

水
主

入
墨
之
上
重
キ
敲

但
吟
味
之
上
、
浦
証
文
者
有
之
候
共
、
類
船
無
之
、
差
而

船
痛
不
申
候
処
、
打
荷
致
候
ニ
於
て
ハ
、
船
頭
過
料
拾
貫

文
・
上
乗
過
料
三
貫
文
、
水
主
者
無
搆

上
乗

同
罪

水
主

入
墨
之
上
重
敲

但
、
吟
味
之
上
、
浦
証
文
ハ
有
之
候
共
、
類
船
無
之
、
差

て
船
い
た
み
不
申
候
処
、
打
荷
い
た
し
候
に
お
ゐ
て
ハ
、

船
頭
過
料
十
貫
文
、
上
乗
同
三
貫
文
、
水
主
無
搆

倍
金
并
白
紙
ニ
而
手
形
を
用
、
金
銀
借
貸
致
候
者
御
仕
置

之
事

一
倍
金
并
白
紙
手
形
ニ
而
質
地
借
金
等
取
遣
り
仕
候
者
、
不
埒

ニ
付
、
済
方
不
及
沙
汰
ニ
、
双
方
并
証
人
共
過
料
可
申
付
候

事
但
金
主
・
借
り
主
過
料
員
数
之
儀
者
、
例
ニ
不
拘
、
身
上

ニ
応
し
て
重
く
可
申
付
事

39

倍
金
并
白
紙
手
形
ニ
而
金
銀
貸
借
い
た
し
候
も
の
御
仕

置
之
事

一
倍
金
并
白
紙
手
形
ニ
而
質
地
借
金
等
取
や
り
仕
候
も
の
、
不

埒
ニ
付
、
済
方
之
不
及
沙
汰
、
双
方
并
証
人
共
、
過
料
可
申

付
事但

、
金
主
借
主
過
料
員
数
之
儀
ハ
、
例
ニ
不
拘
、
身
上
ニ

応
し
、
重
ク
可
申
付
事



｢

借
貸｣

は

｢

貸
借｣

に
校
訂
を
要
す
る
。
項
文
で
は

｢

済
方｣

の
下

｢

之｣

字
の
挿
入
、｢

沙
汰
ニ｣

の

｢

ニ｣

字
の
削
除
、

末
尾

｢

候｣

字
削
除
、
但
書
で
は

｢

借
り
主｣

の

｢

り｣

字
、｢

応
し
て｣

の

｢

て｣

字
の
削
除
を
必
要
と
す
る
。

題
号
中

｢

借
貸｣

は

｢

貸
借｣
に
訂
正
さ
れ
る
。
な
お
藪
史
料
で
は

｢

者｣

と
漢
字
を
使
う
が
、
ほ
か
二
史
料
は

｢

も
の｣

で
あ
り
、
項
中
で
は

｢

も
の｣

を
使
っ
て
お
り
、
不
統
一
で
あ
る
。
項
中
で
は

｢

申
訳｣

は

｢

申
分｣

に
訂
正
、｢

難
立｣

は
間
に

｢

相｣

の
字
の
挿
入
を
必
要
と
す
る
。
但
書
で
は

｢

知｣

字
不
要
、｢

貸
候
者

死
罪｣

の

｢

者｣

字
の
下
は

｢

も

同
罪｣

に
訂
正
と
校
訂
さ
れ
る
。
但
し
茎
田
史
料
も

｢

も｣

字
は
無
い
が
、
高
塩
史
料
は
存
す
る
の
で
、
従
う
。

題
号
で
は

｢

出
入｣

削
除
、
項
中
で
は

｢

改
之｣

の

｢

之｣

字
不
要
、｢
出
入
及｣

は

｢

及
出
入｣

に
修
正
、
ま
た

｢

右
之
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二
五
七

偽
之
証
文
を
以
金
銀
借
貸
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
金
銀
借
用
之
証
文
、
及
露
顕
候
而
者
難
立
筋
、
又
者
支
配
頭
、

或
者
顕
候
而
申
訳
難
立
者
之
名
を
偽
、
文
言
之
内
江
書
入
、

金
銀
借
り
候
者

死
罪

但
右
之
趣
乍
存
知
、
貸
候
ニ
於
て
ハ
、
貸
候
者

死
罪

40

偽
之
証
文
を
以
金
銀
貸
借
い
た
し
候
者
御
仕
置
之
事

一
金
銀
借
用
之
証
文
、
及
露
顕
候
而
ハ
難
立
筋
、
又
ハ
支
配
頭
、

或
ハ
顕
候
而
申
分
難
相
立
者
之
名
を
偽
、
文
言
之
内
江
書
入
、

金
銀
借
候
も
の
、
死
罪

但
、
右
之
趣
乍
存
貸
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
貸
候
も
の
も
同
罪

譲
屋
鋪
出
入
取
捌
之
事

一
譲
請
候
町
屋
敷
、
町
内
江
弘
メ
無
之
、
町
名
前
不
改
之
類
、

出
入
及
候
ハ
ヽ
、
右
之
屋
敷
取
上
可
申
事

41

譲
屋
鋪
取
捌
之
事

一
譲
請
候
町
屋
敷
、
町
内
江
弘
メ
無
之
、

屋
敷
取
上

町
名
前
不
改
類
、
及
出
入
候
ハ
ヽ
、



屋
敷
取
上
可
申
事｣

は

｢

屋
敷
取
上｣

だ
け
で
よ
い
。
本
条
の
異
同
を
眺
め
る
と
、
題
号
に

｢

出
入｣

の
語
句
を
挿
入
し
、

主
題
を
明
確
に
す
る
ほ
か
、
上
下
二
段
に
分
け
、
下
段
に
処
分
を
記
載
す
る
方
式
を
採
ら
ず
、｢

右
之
…
…｣

と
不
必
要
な

語
句
を
用
い
る
が
、
原
法
文
の
誤
写
と
解
す
る
よ
り
、
法
文
を
理
解
し
や
す
く
す
る
為
に
適
当
な
語
句
を
補
っ
た
結
果
、
法

文
を
続
け
て
記
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
無
い
か
と
も
思
わ
れ
て
く
る
。
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二
五
八

奉
公
人
請
人
御
仕
置
之
事

一
奉
公
人
給
金
滞
、
十
日
限
請
人
江
済
方
可
申
付

但
日
限
之
節
、
半
金
も
差
出
候
ハ
ヽ
、
十
日
之
日
延
、
其

上
ニ
而
滞
候
ハ
ヽ
、
身
躰
限
り
可
申
付
事

一
請
人
死
失
候
歟
、
又
者
於
致
欠
落
者
、
人
主
江
右
同
断

但
右
同
断

一
武
士
方
奉
公
人
を
人
主
ニ
取
候
分

右
同
断

但
日
限
申
付
方
、
右
同
断
、
日
延
申
付
候
上
、
滞
候
ハ
ヽ
、

其
者
之
衣
類
等
道
具
之
類
、
滞
金
之
高
ニ
積
り
、
可
相
渡

さ
せ
事

一
給
金
之
出
入
、
主
人
�
請
人
之
家
主
江
相
届
、
預
証
文
取
置

候
以
後
、
致
欠
落
ニ
於
て
ハ

42

奉
公
人
請
人
御
仕
置
之
事

１
一
奉
公
人
給
金
滞

十
日
限
請
人
江
済
方
可
申
付

但
、
日
限
之
節
、
半
金
も
差
出
候
ハ
ヽ
、
十
日
之
日
延
、

其
上
ニ
而
滞
候
ハ
ヽ
、
身
躰
限
可
申
付
事

２
一
請
人
死
失
歟
、
於
致
欠
落
者

人
主
江
右
同
断

但
、
右
同
断

３
一
武
士
方
奉
公
人
を
人
主
ニ
取
候
分

右
同
断

但
、
日
限
申
付
方
右
同
断
、
日
延
申
付
候
上
、
滞
候
ハ
ヽ
、

其
者
衣
類
道
具
等
、
滞
金
之
高
ニ
積
り
可
為
相
渡
事

４
一
給
金
出
入
主
人
よ
り
請
人
之
家

家
主

(

江
欠
カ)

給

主
江
相
届
、
預
り
証
文
取
置
候

金
済
方
并
尋
可
申
付

以
後
、
請
人
於
致
欠
落
ハ
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二
五
九

右
家
主
江
給
金
済
方
并
尋
可
申
付
事

但
右
之
立
替
金
、
請
人
之
店
請
ニ
家
主
懸
り
候
共
、
申
付

間
敷
事

一
奉
公
人
病
気
ニ
付
宿
江
下
り
候
処
、
快
気
致
候
得
共
不
罷
帰
、

外
江
奉
公
ニ
出
候
ニ
於
て
ハ

請
人

中
追
放

奉
公
人

軽
追
放

一
奉
公
人
出
入
ニ
付
、
断
并
給
金
取
立
、
或
ハ
預
ニ
来
り
候
者

ニ
疵
付
、
又
者
打
擲
致
候
者

重
キ
敲
之
上

江
戸
追
放

但
敲
難
申
付
者
者

中
追
放

一
取
迯
引
負
致
候
者
請
人
江
引
渡
、
請
人
�
可
済
之
旨
、
証
文

取
置
候
上
、
奉
公
人
欠
落
致
候
ニ
お
ゐ
て
ハ

但
請
人
江
三
十
日
限
尋
申
付
、
三
日
切
日
延
之
上
ニ
、
不

尋
出
ニ
於
て
ハ

過
料

但
致
取
迯
候
者
者
、
六
日
限
尋
、
日
延
可
申
付
事

但
、
右
立
替
金
請
人
之
店
請
江
、
家
主
懸
り
候
と
も
申

付
間
敷
事

５
一
奉
公
人
病
気
ニ
付
、
宿
江
下
ケ
候
処
、
快
気
致
候

得
共
、
相
不
帰
、
外
江
奉
公
ニ
出
候
ニ
お
ゐ
て
ハ

請
人

中
追
放

奉
公
人

軽
追
放

６
一
奉
公
人
出
入
ニ
付
、
断
并
給
金
取
立
、

重
敲
之
上

或
預
ニ
来
候
も
の
を
疵
付
、
又
ハ
打
擲

江
戸
払

い
た
し
候
も
の

但
、
敲
ニ
難
申
付
も
の
ハ
、
中
追
放

７
一
取
迯
引
負
い
た
し
候
者
、
請
人
江
引
渡
、
取
迯
引
負
金
共

請
人
よ
り
可
済
旨
証
文
取
置
候
上
、
奉

ニ
、
請
人
江
済

公
人
於
致
欠
落
者
、

方
可
申
付

但
、
引
請
之
証
文
於
無
之
ハ
、
欠
落
尋
計
可
申
付

(

事

欠
カ)

８
一
欠
落
奉
公
人

請
人
江
三
十
日
限
尋
申
付
、
三
切

日
延
之
上
於
不
尋
出
ハ
、
過
料
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二
六
〇

一
取
迯
之
品
於
売
払
者
、
買
主
�
為
戻
可
申
候

但
金
子
抔
者
遣
ひ
捨
候
事
、
分
明
ニ
候
ハ
ヽ
、
す
た
り
ニ

可
致
事

一
取
迯
之
儀
乍
存
知
、
奉
公
人
斗
隠
置
候
請
人
・
人
主
共

江
戸
十
里
四
方
追
放

一
奉
公
人
給
金
請
人
、
立
替
相
済
以
後
、
下
請
人
江
懸
り
候
之

節
、
三
十
日
限
済
方
可
申
付
事

一
欠
落
奉
公
人
を
請
人
見
出
、
当
宿
江
於
預
置
ニ
者

右
立
替
金
・
給
金
・
雑
用
共
、
当
宿
江
三
十
日
限
り
可
申

付
、
但
右
欠
落
人
を
引
返
度
旨
、
請
人
相
願
申
候
ハ
ヽ
、

引
返
さ
せ
可
申
事

一
武
士
方
・
町
方
共
欠
落
一
通
り
之
者
を
尋
出
し
、
召
捕
置
候

者
を
請
人
江
相
渡
、
心
次
第
ニ
申
付
、
主
人
請
取
度
旨
願

出
申
候
ハ
ヽ
、
主
人
江
為
請
取
可
申
事

但
致
欠
落
、
三
日
之
内
他
所
ニ
而
致
悪
事
申
候
ハ
ヽ
、

主
人
方
江
為
引
取
、
欠
落
ニ
者
立
申
間
敷
候
事

一
人
宿
之
外
、
素
人
宿
之
分
者

但
、
取
迯
い
た
し
候
も
の
ハ
、
六
切
日
延
尋
可
申
付
事

９
一
取
迯
之
品
於
売
払
者
、

買
主
よ
り
為
戻
可
申

但
金
子
抔
ハ
遣
ひ
捨
候
事
、
分
明
ニ
候
ハ
ヽ
、
す
た
り

ニ
可
致
事

10
一
取
迯
之
儀

(

乍
欠
カ)

存
、
奉
公

江
戸
拾
里
四
方

人
計
隠
置
候
請
人
人
主

追
放

11
一
奉
公
人
給
金
請
人
、
立
替
相
済
候

三
十
日
限
済
方

以
後
、
下
請
人
江
懸
り
候
節
者
、

可
申
付

12
一
欠
落
奉
公
人
を
請
人
見
出
、

立
替
金
給
金
雑
用
と
も
に
、

当
宿
江
於
預
置
候
ニ
ハ

当
宿
江
三
十
日
限
可
申
付

但
、
右
欠
落
者
を
引
返
度
旨
、
請
人
相
願
候
ハ
ヽ
、
引

返
さ
せ
可
申
事

13
一
武
士
方
町
方
共
欠
落
一
通
り

請
人
江
相
渡
、
心
次
第

之
も
の
を
尋
出
、
於
召
捕
ハ
、

申
付
、
主
人
請
取
度
旨

願
候
ハ
ヽ
、
主
人
江
可

相
渡

但
、
致
欠
落
、
三
日
之
内
他
所
ニ
而
致
悪
事
候
ハ
ヽ
、
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二
六
一

親
類
并
同
国
好
身
ニ
候
ハ
ヽ
、
十
人
迄
者
可
為
致
請
判
、

但
拾
人
余
ニ
候
ハ
ヽ
、
過
料
可
申
付
事

一
奉
公
人
請
人
・
店
請
無
之
出
入
者
、
家
主
江
引
請
相
済
、
当

人
店
立
於
願
出
者

当
人
者
門
前
払
申
付
、
追
而
住
所
見
届
、
家
主
願
出
候

節
、
身
躰
限
り
可
申
付
事

一
自
分
之
名
を
替
、
奉
公
人
之
請
ニ
立
候
者

江
戸
十
里
四
方
追
放

但
奉
公
人
と
馴
合
、
判
賃
之
外
ニ
給
金
を
も
配
分
取
候

而
為
致
欠
落
候
ハ
ヽ
、

死
罪

一
人
之
仕
業
と
相
見
候
寄
子
変
死
を
、
不
存
分
致
候
者

所
払

但
人
之
仕
業
と
不
見
、
致
変
死
候
不
訴
出
分
者

急
度
叱
り

一
寄
子
欠
落
致
参
り
候
儀
者
存
候
得
共
、
盗
人
と
不
存
宿
を
致
、

雑
物
質
物
置
主
ニ
成
世
話
致
、
配
分
者
不
取
者

江
戸
十
里
四
方
追
放

主
人
方
江
為
引
取
、
欠
落
に
立
申
間
敷
事

14
一
人
宿
之
外
、
素
人
宿
之

親
類
并
同
国
之
好
身
ニ
候
ハ
ヽ
、

分
ハ

拾
人
迄
ハ
可
為
致
請
判

但
、
拾
人
余
ニ
候
ハ
ヽ
、
過
料
可
申
付
事

15
一
奉
公
人
請
人
店
請
無
之

当
人
ハ
門
前
払
申
付
、
追
而

出
入
ハ
、
家
主
引
請
相

住
所
見
届
、
家
主
願
出
候
節
、

済
、
当
人
店
立
於
願
出
者

身
躰
限
り
可
申
付

16
一
自
分
之
名
を
替
、
奉
公
人

江
戸
拾
里
四
方

之
請
ニ
立
候
者

追
放

但
、
奉
公
人
と
馴
合
、
判
賃
之
外
ニ
、
給
金
之
内
を
も

配
分
取
、
為
致
欠
落
候
ハ
ヽ
、
死
罪

17
一
人
之
仕
業
と
相
見
候
寄
子
之

所
払

変
死
を
、
不
存
分
ニ
致
候
も
の

但
、
人
之
仕
業
と
不
相
見
、
致
変
死
候
を
不
訴
出
分
ハ
、

叱
り

18
一
寄
子
致
欠
落
参
候
儀
ハ
存
候
得
共
、

盗
人
と
不
存
、
宿
い
た
し
、
雑
物

江
戸
拾
里
四
方



本
条
も
多
項
か
ら
成
る
の
で
、
便
宜
的
に
藪
史
料
に
番
号
を
打
っ
た
。
一
目
瞭
然
な
の
は
、
他
史
料
も
含
め
、
上
下
二
段
に

分
け
、
上
段
に
は
犯
罪
・
処
分
と
な
る
行
為
、
下
段
は
刑
罰
・
処
分
を
配
置
す
る
の
に
対
し
て
、
前
条
で
も
触
れ
た
通
り
本

史
料
は
続
け
て
記
載
し
て
ゆ
く
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
一
項
で
は
藪
史
料
も
処
分
上
記
配
置
を
採
ら
ず
。｢

限
り｣

の

｢

り｣

字
不
要
。
二
項
で
は

｢

候｣
｢

又
者｣

字
句
不
要
。
三
項
で
は

｢

其
者
之｣

の

｢

之｣

字
不
要
、｢

等
道
具
之
類｣

は

｢

道
具

等｣

で
よ
い
。
な
お
本
史
料
で

｢

さ
せ｣

と
平
仮
名
表
記
す
る
の
は
珍
し
い
。
四
項
で
は

｢

給
金
之｣

の

｢

之｣

字
削
除
、

｢

預｣

字
の
後
に

｢

り｣

字
挿
入
、｢

致
欠
落｣

の
直
上
に

｢
請
人｣

の
語
句
挿
入
の
要
有
り
、
ま
た

｢

右｣

字
削
除
の
上
、

本
来
は
直
ち
に

｢

於
て
ハ｣

の
文
に
繋
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
但
書
で
は

｢

右
之｣

の

｢

之｣

字
不
要
、｢

店
請
ニ｣

は

｢

店
請
江｣

に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
五
項

｢

下
り｣

は

｢

下
ケ｣

に
、｢
不
罷
帰｣

は

｢

相
不
帰｣

に
要
訂
正
。
六
項
で
は
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二
六
二

一
請
ニ
立
奉
公
ニ
出
シ
置
候
者
を
誘
引
出
、
又
者
外
江
売
候
者

死
罪

一
取
迯
之
雑
物
を
預
り
置
致
配
分
、
又
者
礼
金
等
取
、
当
人
を

隠
置
候
請
人
・
人
主
共

死
罪

一
奉
公
人
と
馴
合
、
再
応
欠
落
為
致
候
請
人

死
罪

但
寄
子
之
内
、
欠
落
者
不
尋
出
、
請
人
及
七
度
候
ハ
ヽ
、

江
戸
払

質
置
主
ニ
成
、
世
話
い
た
し
遣
、

追
放

配
分
ハ
不
取
も
の

19
一
請
ニ
立
奉
公
ニ
出
し
置
候
も
の
を

死
罪

誘
引
出
し
、
又
候
外
江
売
候
も
の

20
一
取
迯
之
雑
物

(

を
欠
カ)

預
り
置
配
分
い
た
し

死
罪

又
ハ
礼
金
等
取
、
当
人
を
隠
置
候
請
人
人
主

21
一
奉
公
人
と
馴
合
、
再
応
欠
落
致
さ
せ
候
請
人

死
罪

但
、
寄
子
之
内
欠
落
不
尋
出
請
人
、
及
七
度
候
ハ
ヽ

江
戸
払



｢

来
り｣

の｢

り｣

字
不
要
、｢

者
ニ｣

は｢

者
を｣

に
、｢

江
戸
追
放｣

は｢

江
戸
払｣

に
訂
さ
れ
る
。
な
お
藪
史
料｢

或｣

は

｢

者
欠
カ｣

等
の
註
記
を
必
要
と
す
る
。
続
く
法
文
は
本
来
七
・
八
項
二
項
の
文
を
一
つ
の
項
と
し
て
扱
う
。
即
ち
七
項

処
分
の

｢

取
迯
…
…
可
申
付｣

及
び
但
書
、
八
項

｢

一
欠
落
奉
公
人｣

の
文
が
欠
落
す
る
。
挿
入
の
要
有
り
。
混
乱
の
原
因

は
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
但
書
が
二
つ
並
ぶ
不
自
然
な
条
文
と
な
っ
て
お
り
、
最
初
の

｢

但｣

字
不
要
、｢

三
日
切｣

の

｢

日｣

字
も
不
要
。
但
書

｢

六
日
限
尋
、
日
延｣

は

｢

六
切
日
延
尋｣

に
訂
正
さ
れ
る
。
但
し
茎
田
・
高
塩
二
史
料
は

｢

六

日
切
日
延｣
と
し
て
お
り
、
藪
復
元
に
問
題
を
残
す
。
九
項
は

｢

可
申
候｣

の

｢

候｣

字
不
要
。
或
い
は
茎
田
史
料
の
如
く

｢

付｣

字
で
あ
っ
た
可
能
性
も
残
す
。
一
〇
項
は

｢

知｣

字
不
要
。
一
一
項
で
は

｢

候
之
節｣

の

｢

之｣

字
不
要
、｢

節｣

字

下

｢

者｣

字
挿
入
、｢

申
付
事｣

の

｢

事｣

字
は
不
要
で
あ
る
。
一
二
項
で
は

｢

預
置｣

の
下

｢

候｣

字
挿
入
、｢

右｣

字
削

除
を
必
要
と
す
る
。
本
来
な
ら
ば
｢

立
替
…
…｣

の
条
文
は

｢

ニ
者｣

の
下
に
続
か
せ
、
但
書
と
切
り
離
す
べ
き
で
あ
る
。

一
三
項
で
は｢

召
捕
置
候
者
を｣
は｢
於
召
捕
ハ｣

に
、｢

為
請
取
可
申
事｣

は｢

可
相
渡｣

で
良
い
。
但
書
中
、｢

申
候
ハ
ヽ｣

の

｢

申｣

字
不
要
、｢

欠
落
ニ
者｣

の

｢
者｣
字
も
不
要
で
あ
る
。
一
四
項
は

｢

同
国｣

の
下

｢

之｣

字
を
挿
入
。
一
六
項
は

｢

給
金｣

の
下
に

｢

之
内｣

の
二
字
挿
入
を
要
す
る
。
一
七
項
で
は

｢

寄
子｣

の
後

｢

之｣

字
、｢

不
存
分｣

の
後

｢

ニ｣

字

挿
入
の
要
有
り
、
但
書

｢

急
度
叱
り｣

の

｢

急
度｣
の
語
句
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
一
八
項
で
は

｢

質
物｣

の

｢

物｣

字

不
要
、｢

世
話
致｣

の
後

｢

遣｣

字
挿
入
を
要
す
る
。
一
九
項
で
は

｢

又
者｣

は

｢

又
候｣

と
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
二
一

項
で
は

｢

欠
落
者｣

の

｢

者｣

字
不
要
、
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
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落
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仕
置
之
事

43

欠
落
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仕
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二
六
四

一
手
元
ニ
有
之
品
を
風
与
取
迯
致
候
者

金
拾
両
以
上
、
雑
物
者
代
金
ニ
積
り
同
拾
両
�
以
上
ハ

死
罪

金
拾
両
�
以
下
、
雑
物
者
代
金
ニ
積
り
同
拾
両
�
以
下

ハ

入
墨
敲

一
使
ニ
為
持
遣
候
品
取
迯
候
時
、
代
金
壱
両
以
上
者

死
罪

一
巧
候
儀
も
無
之
、
軽
き
取
迯
致
候
者
ハ

敲

一
給
金
取
、
主
人
方
江
不
引
越
者

右
ニ
同

一
度
々
欠
落
致
候
者

重
キ
敲

一
主
人
之
金
子
を
持
出
、
博
奕
打
候
者

右
同
断

一
致
引
負
候
者
、
并
一
向
金
子
遣
ひ
無
之
ニ
お
ゐ
て
ハ

金
高
ニ
応
シ
五
十
歟
百
敲

但
当
人
并
親
類
之
身
上
ニ
応
し
、
引
負
金
高
三
分
一
、
或

者
五
分
一
、
拾
分
一
相
済
候
ハ
ヽ
、
当
人
出
牢
之
上
、
身

上
持
次
第
、
幾
度
も
主
人
方
�
相
懸
り
候
様
ニ
可
申
付
事

一
手
元
ニ
有
之
品
を
、
與
風
取
迯
い
た
し
候
も
の

金
子

(

ハ
欠
カ)

拾
両
よ
り

(

以
上
欠
カ)

、
雑
物
ハ

代
金
ニ
積
り
、
拾
両
位
よ
り
以
上
ハ

死
罪

金
子
ハ
拾
両

(

よ
り
欠
カ)

以
下
、
雑
物
ハ
代
金
ニ

積
り
、
拾
両
位
迄
ハ

入
墨
敲

一
使
ニ
為
持
遣
候
品
取
迯
候
時
、
雑
物
代
金
ニ
積
壱
両
以
上
ハ
、

死
罪

一
巧
候
儀
も
無
之
、
軽
キ
取
迯
い
た
し
候
者

敲

一
給
金
請
取
、
主
人
方
江
不
引
越
も
の

敲

一
度
々
致
欠
落
候
者

重
敲

一
主
人
之
金
子
を
持
出
、
博
奕
打
候
も
の

重
敲

一
引
負
い
た
し
候
も
の
、
一
向
弁
金
於
無
之
ハ

金
高
ニ
応
シ
五
十
歟
百
敲

但
当
人

(

并
欠
カ)

親
類
之
身
上
ニ
応
し
、
引
負
金
高
三

分
一
、
或
ハ
五
分
一
、
又
ハ
十
分
一
相
済
候
ハ
ヽ
、
当
人

出
牢
之
上
、
追
而
身
上
持
次
第
、
幾
度
も
主
人
方
よ
り
相

懸
り
候
様
可
申
付
事



一
項

｢

風
与｣

は

｢

与
風｣

と
訂
正
さ
れ
る
。
ま
た

｢

金｣

の
下

｢

子｣

字
の
挿
入
、｢

同
拾
両｣

は

｢

拾
両
位｣

と
修
正
、

同
様
に
入
墨
敲
刑
の
箇
所
も

｢

金｣

の
下

｢

子｣

字
挿
入
、｢

同｣

字
削
除
を
各
必
要
と
す
る
が
、｢

拾
両
�
以
下｣

は
藪
史

料
で
は

｢

拾
両
位
迄｣

と
す
る
も
の
の
、
茎
田
史
料
は
本
史
料
と
同
語
句
を
採
る
。
高
塩
史
料
で
は

｢

拾
両
位
�
以
下｣

と

し
、
藪
復
元
と
異
な
る
語
句
を
採
る
点
注
意
さ
れ
る
。
二
項
で
は

｢

代
金｣

は

｢

雑
物
代
金
ニ
積｣

と
藪
史
料
は
記
す
。
但

し
茎
田
史
料
も

｢

雑
物｣

の
語
句
は
無
い
。
四
項
で
は
刑
罰
を

｢

右
ニ
同｣

と
す
る
が
、
藪
史
料
は

｢

敲｣

と
前
項
と
同
じ

刑
名
を
記
す
。
但
し
茎
田
史
料
も

｢

右
同
断｣

と
す
る
。
六
項
で
も
刑
罰
を

｢

右
同
断｣

と
す
る
が
、
藪
史
料
は

｢

重
敲｣

と
前
項
と
同
じ
刑
名
を
記
す
。
こ
の
場
合
も
茎
田
史
料
は

｢

右
同
断｣

と
す
る
。
七
項

｢

并｣

字
不
要
、｢

金
子
遣
ひ｣

は

｢

弁
金｣

と
訂
せ
ら
れ
る

但
書
中
、｢

拾
分
一｣

の
前
に

｢

又
ハ｣

、｢

身
上｣

の
前
に

｢

追
而｣

の
語
句
の
挿
入
を
必
要
と

す
る
。
な
お

｢

様
ニ｣

の

｢
ニ｣
字
不
要
。
本
条
で
は
微
細
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
藪
復
元
と
異
な
る
語
句
を
茎
田
史
料
と

共
通
し
て
採
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
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二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

863

二
六
五

欠
落
者
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事

一
請
合
人
も
無
之
、
欠
落
者
を
囲
置
候
者

過
料

欠
落
者
有
之
を
不
申
上
、
闕
所
ニ
可
成
品
を
於
押
隠
ハ

名
主

江
戸
十
里
四
方
追
放

家
主

右
同
断

五
人
組

過
料

44

欠
落
者
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事

一
請
合
人
も
無
之
、
欠
落
も
の
を
囲
置
候
も
の

過
料

一
欠
落
も
の
有
之
を
不
申
立
、
闕
所
ニ
可
成
品
を
押
隠
置
候
ニ

お
ゐ
て
ハ
、

名
主

江
戸
拾
里
四
方
追
放

家
主

右
同
断



二
項
で
は
冒
頭｢

一｣

字
無
し
。
挿
入
を
必
要
す
る
ほ
か
、｢

申
上｣

を｢

申
立｣

に
、｢

於
押
隠
ハ｣

は｢

於
押
隠
置
候
ハ｣

に
校
訂
さ
れ
る
。
但
し

｢

候｣

字
に
つ
い
て
は
、
茎
田
史
料
も
存
在
し
な
い
。

本
史
料
は
前
条
の
後
に
続
け
て
法
文
を
記
載
す
る
。
前
条
で
は
欠
落
者
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
の
が
、
捨
子
の
問
題
に
替
わ

っ
て
い
る
の
に
気
づ
か
な
い
点
、
本
史
料
の
関
係
者
の
不
注
意
の
甚
だ
し
い
一
例
で
あ
る
。
従
っ
て
欠
け
た
題
号
は[

]

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

864

二
六
六

五
人
組

過
料

[

捨
子
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事]

一
金
子
を
添
捨
子
を
貰
ひ
、
又
其
子
を
於
捨
候
ニ
者

引
廻
し
之
上

獄
門

但
切
殺
〆
殺
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
引
廻
し
之
上
磔

一
捨
子
有
之
を
内
証
ニ
而
隣
町
等
江
捨
候
儀
、
顕
る
ゝ
に

お
ゐ
て
ハ

当
人

所
払

家
主

過
料

五
人
組

過
料

名
主

江
戸
払

但
吟
味
之
上
、
名
主
・
五
人
組
・
家
主
等
不
存
之
儀
無
紛

ニ
お
ゐ
て
ハ
、
無
搆

45

捨
子
之
儀
ニ
付
御
仕
置
之
事

一
金
子
を
添
、
捨
子
を
貰
、
其
子
を
捨
候
も
の

引
廻
之
上

獄
門

但
、
切
殺
〆
殺
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
引
廻
之
上
磔

一
捨
子
有
之
を
内
証
ニ
而
隣
町
等
江
又
候
捨
候
儀
、
顕
に
お
ゐ

て
ハ

当
人

所
払

家
主

過
料

五
人
組

過
料

名
主

江
戸
払

但
、
吟
味
之
上
、
名
主
五
人
組
家
主
等
不
存
儀
無
紛
候
ハ
ヽ
、

無
搆



で
括
り
補
訂
し
た
。
一
項
で
は

｢

又
其
子｣

の

｢

又｣

字
不
要
、｢

於
捨
候
ニ
者｣

は

｢

捨
候
も
の｣

だ
け
で
良
い
。
二
項

で
は

｢

捨
候｣

の
上
に

｢

又
候｣

の
語
句
を
藪
・
高
塩
両
史
料
は
記
す
が
、
茎
田
史
料
は
本
史
料
と
同
様
存
し
な
い
。
異
同

の
存
在
を
指
摘
だ
け
し
て
お
く
。
但
書
中

｢

無
紛
ニ
お
ゐ
て
ハ｣

は
三
史
料
に
従
い

｢

無
紛
候
ハ
ヽ｣

と
す
る
。

本
史
料
の
題
号
で
は

｢

を｣

字
、｢

御
捌｣

の
語
句
の
削
除
を
要
す
る
。
単
な
る
誤
写
だ
け
で
は
無
く
、
法
文
の
意
を
理
解

し
や
す
く
す
る
為
に
補
っ
た
可
能
性
も
残
る

(

41
条
私
見
参
照)
。
同
様
に
項
中
で
も

｢

を｣

字
の
削
除
、｢

差
出｣

の
後
に

｢

候｣

字
の
挿
入
、｢

実
親｣

を

｢

実
方｣

に
訂
正
を
各
必
要
と
す
る
が
、
藪
史
料
等
に
見
受
け
ら
れ
な
い

｢

右
之
趣｣

の
語

句
は
勿
論
削
除
を
必
要
と
し
、｢

差
出
候
者
、
実
方｣

と
行
を
分
け
ず
続
け
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、
条
文
の
意
を
汲
む
た
め

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

865

二
六
七

養
娘
を
遊
女
奉
公
ニ
出
シ
候
者
御
捌
之
事

一
軽
キ
者
、
養
娘
を
遊
女
奉
公
ニ
差
出
者

実
親
�
右
之
趣
訴
出
候
共

無
取
上

但
卑
賤
之
者
江
養
子
ニ
遣
候
ハ
ヽ
、
毎
度
実
親
方
ニ
も
其

心
得
可
有
之
事
ニ
候
間
、
慥
成
証
文
等
者
有
之
候
共
、
一

向
無
取
上
、
然
れ
共
養
娘
格
別
及
難
儀
候
事
を
養
父
取
斗

候
ハ
ヽ
、
可
遂
吟
味
候
、
実
親
方
ニ
而
も
、
親
之
仕
方
法

外
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
吟
味
之
上
、
是
又
相
応
之
御
仕
置

可
申
付
事

46

養
娘
遊
女
奉
公
に
出
し
候
も
の
之
事

一
軽
キ
も
の
養
娘
遊
女
奉
公
ニ
出
シ
候
も
の

実
方
�
訴
出
候
共

無
取
上

但
、
卑
賤
之
も
の
養
子
ニ
遣
候
ハ
、
実
方
に
も
其
心
得
可

有
之
事
ニ
候
間
、
証
文
有
之
候
共
、
無
取
上
、
然
共
養
娘

格
別
及
難
儀
候
事
を
、
養
父
取
計
候
ハ
ヽ
、
可
遂
吟
味
候
、

実
子
に
て
も
親
之
仕
方
法
外
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
吟
味
之

上
、
相
応
之
御
仕
置
可
申
付
事



に
改
変
し
た
と
の
疑
い
が
残
る
。
但
書
で
は
藪
史
料
に
は
存
し
な
い

｢

卑
賤
之
者
江｣

の

｢

江｣

字
は
茎
田
史
料
も
存
し
、

文
意
も
取
り
や
す
い
。
同
様
に
藪
史
料
で
は

｢

遣
候
ハ｣

と
す
る
が
、
茎
田
史
料
も

｢

遣
候
ハ
ヽ｣

と
す
る
。
異
同
を
指
摘

す
る
に
留
め
て
お
く
。｢

毎
度｣

の
語
句
は
不
要
。｢

実
親
方｣

は

｢

実
方｣

に
訂
正
を
要
す
る
。｢

慥
成
証
文
等
者｣

ハ
単

に

｢
証
文｣

だ
け
で
良
い
。｢

一
向｣

の
語
句
も
不
要
。｢

実
親
方｣

は

｢

実
子｣

と
藪
・
高
塩
両
史
料
は
採
る
が
、
茎
田
史

料
も

｢
実
方｣

と
す
る
。
科
条
類
典
史
料
は
明
確
に

｢

実
子｣

と
す
る
が
、
写
本
の
校
合
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
。｢

是
又｣

も
原
文
と
は
異
な
る
の
で
削
除
す
る
が
、
文
意
を
補
う
た
め
に
挿
入
し
た
嫌
い
も
残
り
、
単
な
る
誤
写
と
は
考
え
が
た
い
点

に
注
意
を
要
す
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料
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二
六
八

隠
売
女
を
致
候
者
御
仕
置
之
事

一
隠
売
女
并
踊
子
を
抱
置
、
為
致
売
女
候
者

右
者
家
財
取
上
、
其
上
百
日
手
鎖
ニ
而
所
江
預
ケ
、
隔
日

封
印
改
可
申
付
事

一
隠
売
女
・
踊
子
共
者
三
ケ
年
之
内
新
吉
原
江
と
ら
せ
遣
ス

一
右
請
人

家
財
三
分
一
取
上

一
右
人
主

右
同
断

一
右
家
主

家
蔵
迄
取
上
、
百
日
之
手
鎖
ニ
而
所
江
預
ケ
、
隔
日
封
印

47

隠
売
女
御
仕
置
之
事

１
一
隠
売
女
い
た
し
候
も
の

家
財
取
上
、
百
日
手
鎖
に
て

并
踊
子
を
抱
置
、

所

(

江
欠
カ)

預
ケ
、
隔
日

為
致
売
女
候
も
の

封
印
改

２

隠
売
女

一

三
ケ
年
之
内
新
吉
原
町
江
と
ら
せ
遣
ス

踊
子
共

３

請
人

一

家
財
三
分
二
取
上

人
主

４
一
家
主

家
財
家
蔵
取
上
、
百
日
手
鎖



法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

867

二
六
九

改
可
申
付
事

一
右
五
人
組

過
料

一
右
名
主

重
キ
過
料

一
右
地
主

但
外
ニ
住
宅
候
共
、
家
蔵
・
地
面
共
取
上
、
五
ケ
年
之
間

明
地
ニ
致
置
、
六
ケ
年
目
ニ
元
地
主
願
出
申
候
ハ
ヽ
、
為

買
取
可
申
候
事

一
御御
用
達
町
人

扶
持
人

拝
領
屋
敷
ニ
而
も
、
一
件
御
仕
置
右
同
断

但
五
ケ
年
過
右
屋
敷
願
出
候
ハ
ヽ
、
可
被
下
候
、
外
之
場

所
相
願
候
ハ
ヽ
、
新
規
願
之
者
与
付
合
候
共
無
取
上

一
寺
社
門
前

地
主
有
之
町
屋
ニ
候
ハ
ヽ
、
地
面
・
家
蔵
共
取
上
相
払
、

買
請
候
者
年
貢
役
、
其
寺
社
江
可
相
勤
事

但
寺
院
・
神
主
者
寺
社
奉
行
所
ニ
而
急
度
叱
り
置
、
自
分

ニ
而
致
遠
慮
候
様
可
申
付
事

一
寺
社
門
前
地
借
町
屋
之
前

ニ
而
所
江
預
、
隔
日
封
印
改

５
一
五
人
組

過
料

６
一
名
主

重
キ
過
料

７
一
地
主

外
ニ
罷
在
候
共
、
家
蔵
地
面
共
ニ
取
上

但
、
五
ケ
年
之
内
明
地
ニ
致
置
、
六
ケ
年
目
ニ
元
地
主

願
候
ハ
ヽ
、
為
買
取
可
申
候

８
一
御
扶
持
人
又
ハ
御
用
達
町
人
拝
領
屋
敷

一
件
御
仕
置

右
同
断

但
、
五
ケ
年
過
、
屋
敷
願
候
ハ
ヽ
可
被
下
、
外
之
場
所

相
願
候
ハ
ヽ
、
新
規

(

願
欠
カ)

之
も
の
と
つ
き
合
候

と
も
、被
召
上
候
も
の
江
可
被
下

９
一
寺
社
門
前
町
屋

地
主
有
之
町
屋
ニ
候
ハ
ヽ
、
地
面
家

蔵
共
ニ
取
上
相
払
、
買
請
候
も
の
よ

り
年
貢
役
其
寺
社
江
可
為(

相
欠
カ)

勤
候

但
、
寺
院
神
主
ハ
寺
社
奉
行
ニ
而
叱
置
、
自
分
ニ
而
致

遠
慮
候
様
ニ
可
申
付



本
条
も
多
項
か
ら
成
る
の
で
藪
史
料
に
項
番
号
を
付
す
。
題
号

｢

を
致
候
者｣

を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
一
項
は
三
史
料
共

に
上
下
二
段
に
分
け
て
記
す
の
に
対
し
て
、｢

右
者｣

の
語
句
を
独
自
に
付
け
加
え
横
に
並
記
す
る
。
ま
た

｢

隠
売
女｣

の

下

｢

致
し
候
者｣
を
挿
入
す
る
必
要
が
あ
る
一
方
、
末
尾

｢

可
申
付
事｣

の
語
句
不
要
、
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
二
項
、
藪

史
料
は
一
ツ
書
に
隠
売
女
と
踊
子
共
を
並
記
す
る
が
、
高
塩
史
料
は
隠
売
女
と
踊
子
共
と
を
分
け
て
各
一
ツ
書
に
記
す

(

但

し
処
分
は
一
つ
に
纏
め
る)
。
こ
れ
に
対
し
て
本
史
料
は
茎
田
史
料
と
同
様

｢

隠
売
女
踊
子
共｣

と
縦
に
一
つ
に
記
す
。
本

史
料

｢

者｣

字
は
削
除
、
逆
に

｢
吉
原｣

の
後
に

｢

町｣

字
の
挿
入
が
必
要
で
あ
る
。
三
項
以
下
、
本
史
料
は

｢

右｣

字
を

一
つ
書
き
の
下
に
附
す
が
、
削
除
の
要
有
り
。
請
人
・
人
主
を
別
項
と
す
る
が
、
三
史
料
共
一
つ
書
き
の
下
に
並
記
す
る
。

そ
れ
に
従
う
。
な
お
取
上
高
の

｢

三
分
一｣
を

｢
三
分
二｣

に
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。｢

家
主｣

の

｢

家
蔵
迄｣

の
語
句

は

｢

家
財
家
蔵｣

に
修
正
さ
れ
る
が
、
条
文
を
承
知
し
て
家
財
だ
け
で
な
く
、｢

家
蔵
迄｣

と
文
意
を
述
べ
た
か
の
よ
う
な

差
異
で
あ
る
。
な
お
茎
田
史
料
の

｢

家
主｣

以
下
、
位
置
づ
け
、
量
刑
に
混
乱
が
あ
る

(

藪
史
料
九
〇
頁
一
部
指
摘
洩
れ
有

り)

。
七
項
は

｢

一
右
地
主｣

と
記
し
た
後
に
、｢

但｣

字
を
冒
頭
に
記
し
て
但
書
の
形
態
を
取
り
、
そ
の
の
中
で
処
分
内
容

も
記
載
す
る
混
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
規
定
中
、｢

住
宅｣

は

｢
罷
在｣

に
訂
正
さ
れ
る
。
藪
史
料
に
は
有
る

｢

共
ニ｣

の

｢

ニ｣

字
は
茎
田
史
料
も
存
在
し
な
い
。
本
来
の
但
書
と
な
る
規
定
中
で
は
、｢

間｣

は

｢

内｣

に
修
正
。
末
尾

｢

候
事｣

を

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資
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二
七
〇

右
家
蔵
共
ニ
取
上
、
五
ケ
年
之
内
明
地
ニ
為
致
置
可
申
候

但
寺
院
・
神
主
等
咎
右
同
断

一
妻
を
隠
売
女
之
類
ニ
出
候
者

重
キ
敲

10
一
同
地
借
り
町
屋
之
分
ハ

家
蔵
取
上
、
五
ケ
年
之
内
明

キ
地
ニ
為
致
置
可
申

但
、
寺
院
神
主
等
咎
右
同
断

11
一
妻
を
隠
売
女
之
類
ニ
出
し
候
も
の

家
財
取
上
重
敲



藪
復
原
で
は

｢

候｣

で
終
わ
り
、
高
塩
史
料
で
は

｢

候｣

字
は
存
し
な
い
異
同
が
検
出
さ
れ
る
が
、
茎
田
史
料
は
同
文
で
あ

る
。
今
後
に
問
題
を
残
す
。

八
項
は
藪
史
料
が｢

御
扶
持
…
…
屋
敷｣

を
一
行
に
記
す
の
に
対
し
、
茎
田
史
料
は
三
行
、
高
塩
史
料
は｢

御
扶
持
…
…｣

と

｢
拝
領
屋
敷｣

と
双
行
に
記
す
。
本
史
料
は

｢

御
扶
持
人｣

と

｢

御
…
…
町
人｣

を
二
細
行
で
記
し
、
そ
の
下
に

｢

拝
領

屋
敷｣
と
記
載
方
式
に
微
妙
な
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る

(

結
果
的
に

｢

又
ハ｣

の
語
句
が
脱
落
し
た)

。
両
者
の
拝
領
で
あ

る
こ
と
を
明
示
す
る
一
番
適
切
な
表
記
法
と
は
何
な
の
か
と
関
連
す
る
が
、
藪
復
原
が
最
良
と
言
え
る
か
、
今
後
に
課
題
を

残
し
て
い
る
。
な
お
本
史
料
の

｢

ニ
而
も｣

、
但
書

｢

右｣

・｢

可
被
下
候｣

の

｢

候｣

の
各
語
句
等
削
除
、｢

付
合｣

下

｢

候｣

字
挿
入
が
必
要
な
ほ
か
、
末
尾

｢

無
取
上｣

は

｢

被
召
上
候
も
の
江
可
被
下｣

に
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
意
図
的
な
改

変
が
存
す
る
の
で
は
無
い
か
と
疑
問
が
わ
く
。
な
お
藪
復
元
で
は

｢

之
も
の｣

の
間
に
入
る
よ
う
に

(

願
欠
か)

の
行
間
補

記
が
配
置
さ
れ
る
が
、｢

之｣

字
の
上
に
く
る
よ
う
補
記
す
べ
き
で
あ
る
。
九
項
は

｢

門
前｣

の
後

｢

町
屋｣

、｢

も
の
よ
り｣

の

｢

よ
り｣

の
語
句
の
挿
入
が
必
要
な
ほ
か
、｢

可
相
勤
事｣

は

｢

可
為
相
勤
候｣

に
校
訂
さ
れ
る
。
但
書
で
は

｢

奉
行
所｣

の

｢

所｣

字
、｢

急
度｣

の
語
句
、｢

可
申
付
事｣
の

｢

事｣

字
は
削
除
を
要
す
る
。
一
〇
項
で
は

｢

寺
社
門
前｣

は

｢

同｣

字
で
良
い
。
ま
た

｢

右｣

字
・｢

共｣

字
・｢

候｣
字
は
不
要
、
削
除
さ
れ
る
。
一
一
項
で
は

｢

家
財
取
上｣

が
抜
け
て
い
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

869

二
七
一

密
通
之
者
御
仕
置
之
事

一
密
通
致
候
妻

死
罪

一
右
同
断
男

同
断

48

密
通
御
仕
置
之
事

１
一
密
通
致
し
候
妻

死
罪

２
一
密
通
之
男

死
罪
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二
七
二

但
実
夫
を
殺
候
様
巧
候
歟
、
又
者
手
伝
殺
候
ニ
於
て
ハ獄

門

一
密
夫
致
実
之
夫
を
殺
候
妻

引
廻
之
上
磔

一
密
夫
致
実
之
夫
ニ
疵
付
候
者

引
廻
之
上
獄
門

一
主
人
之
女
房
江
密
通
致
手
引
候
者

死
罪

一
養
母
養
娘
并
嫁
与
密
通
之
者

男
女
共

獄
門

一
姉
妹
伯
母
姪
与
密
通
之
者

男
女

共

非
人
手
下

一
離
別
之
状
不
遣
而
後
妻
呼
候
者

所
払

但
利
欲
之
筋
を
以
之
儀
ニ
候
ハ
ヽ

家
財
取
上

江
戸
払

一
離
別
之
状
を
不
取
、
他
江
嫁
入
候
女
、
髪
を
剃
、
親
共
江
返

ス
一
離
別
之
状
を
不
取
、
他
江
縁
付
候
親

過
料

但
呼
取
候
先
之
男
も
右
同
断

一
主
人
之
娘
与
密
通
致
候
者

中
追
放

一
主
人
之
娘
江
密
通
致
手
引
候
者

所
払

一
夫
無
之
女
与
致
密
通
、
誘
引
出
候
者
、
女
者
為
相
返
、
男
者

但
、
実
之
夫
を
殺
し
候
様
ニ
勧
候
歟
、
又
ハ(

致
欠
カ)

手
伝
殺
候
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
獄
門

３
一
密
夫
い
た
し
実
之
夫
を
殺
し
候
も
の

引
廻
之
上
磔

４
一
密
夫
い
た
し
実
之
夫
ニ
疵
付
候
も
の

引
廻
之
上
獄
門

５
一
主
人
之
妻
江
密
通
之
手
引
い
た
し
候
も
の

死
罪

６
一
養
母
養
娘
并
娵
と
密
通
い
た
し
候
も
の

男
女
共

獄
門

７
一
姉
妹
伯
母
姪
と
密
通
い
た
し
候
も
の
男
女
共
遠
国
非
人
手
下

８
一
離
別
状
不
遣
、
後
妻
を
呼
候
も
の

所
払

但
、
利
欲
之
筋
を
以
之
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
家
財
取
上
、
江

戸
払

９
一
離
別
状
を
不
取
、
他
江
嫁
候
女

髪
を
剃
、
親
元
江
相
返

ス

但
、
右
之
取
持
い
た
し
候
も
の
、
過
料

10
一
離
別
状
無
之
女
、
他
江
縁
付
ケ
候
親

過
料

但
、
呼
取
候
男
、
同
断

11
一
主
人
之
娘
と
密
通
い
た
し
候
も
の

中
追
放

但
、
娘
者
手
鎖
か
け
、
親
元
江
相
渡



簡
単
な
条
項
か
ら
成
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
三
史
料
と
の
差
異
が
甚
だ
し
く
、
説
明
の
便
宜
の
た
め
に
藪
復
原
史
料
に
項
番

号
を
附
し
た
。
先
ず
題
目
か
ら
し
て

｢

密
通
之
者｣

と
三
史
料
に
無
い

｢

之
者｣

の
語
句
が
存
す
る
。
削
除
す
べ
き
で
は
あ

る
が
、
単
な
る
誤
写
か
ら
生
ず
る
事
象
で
は
無
い
こ
と
だ
け
は
言
え
よ
う
。
一
項
以
下
漢
文
な
ら
ば
起
こ
ら
な
い｢

密
通
致｣

の
語
句
が
続
く
が
、｢
致｣
字
の
配
置
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
。
恐
ら
く
音
読
規
定
の
書
写
の
際
に

不
用
意
に
漢
字
を
記
し
た
と
解
し
て
お
く
。
二
項

｢

右
同
断｣

は

｢

密
通
之｣

に
訂
正
さ
れ
る
。
下
段
の
刑
罰
に

｢

同
断｣

と
あ
る
こ
と
に
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
書
で
は

｢

巧｣

は

｢

ニ
勧｣

、｢

手
伝｣

は
藪
史
料
と
同
様

｢

致
手
伝｣

と

校
訂
さ
れ
る
。
五
項
藪
史
料

｢

妻｣

を

｢
女
房｣

と
記
す
が
、
茎
田
史
料
も
同
様
で
あ
る
。
問
題
の
あ
る
こ
と
だ
け
触
れ
て

お
く
。
本
項
の

｢

致｣

の
用
法
か
ら
は

｢

密
通｣
の
下
に
藪
史
料
の
如
く

｢

之｣

字
が
必
要
と
な
る
。
高
塩
史
料
を
音
読
す

れ
ば
本
史
料
と
同
じ
音
と
な
る
が
、
こ
の
場
合

｢
い
た
し｣

と
し
て
い
る
。
六
項

｢

嫁｣

字
は
同
義
だ
が
三
史
料
と
も
に
記

す

｢

娵｣

字
に
訂
正
さ
れ
る
。｢

密
通
之｣

は

｢

致
密
通
候｣

と
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。
七
項
も

｢

密
通
之｣

は

｢

致
密
通

候｣

と
修
正
さ
れ
る
。

八
項
で
は

｢

離
別
之｣

の

｢

之｣

字

(

九
・
一
〇
項
も
同
様)

｢
遣
而｣

の

｢

而｣

字
は
不
要
で
あ
る
一
方
、｢

後
妻｣

の

後
に

｢

を｣

字
を
必
要
と
す
る
。
九
項
で
は
藪
史
料
の

｢

親
元｣

の
語
句
を

｢

親
共｣

と
す
る
が
、
茎
田
史
料
も
同
様
で
あ
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寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本
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二
七
三

手
鎖

一
下
男
下
女
之
密
通

主
人
江
引
渡
ス

12
一
主
人
之
娘
江
密
通
之
手
引
い
た
し
候
も
の

所
払

13
一
夫
無
之
女
と
密
通
い
た
し
、

女
ハ
為
相
帰

誘
引
出
し
候
も
の

男
ハ
手
鎖

14
一
下
男
下
女
之
密
通

主
人
江
引
渡
遣
ス



る
。｢

返
ス｣

の
前
に

｢

相｣

字
挿
入
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
但
書
が
全
文
欠
落
す
る
。
補
う
べ
き
で
あ
る
。
一
〇
項

｢

離

別
之
状
を
不
取｣

と
前
項
と
同
文
を
採
る
が
、｢

離
別
状
無
之
女｣

で
良
い
。
ま
た

｢

縁
付｣

は

｢

縁
付
ケ｣

と

｢

ケ｣

字

を
必
要
と
す
る
。
但
書

｢

先
之
男
も
、
右
同
断｣

は

｢

男
、
同
断｣

に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
一
一
項
も
但
書
が
全
文
欠
落
、

補
う
べ
き
で
あ
る
。
一
三
項
で
は

｢

返｣

字
を
藪
史
料
の
み

｢

帰｣

字
を
採
る
。
茎
田
・
高
塩
両
史
料
も

｢

返｣

字
で
あ
り
、

差
異
の
存
在
に
触
れ
て
お
く
。
一
四
項

｢

引
渡
ス｣

は
三
史
料
に
従
い

｢

引
渡
遣
ス｣

と
す
る
。

本
条
で
は
本
史
料
に
題
目
無
く
、
前
条
の
一
五
項
扱
い
と
す
る
。
前
条
で
二
つ
の
項
の
但
書
が
欠
落
し
て
い
た
の
と
同
じ
傾

向
を
示
す
。
な
お

｢

共｣

字
の
下
に

｢
ニ｣
字
の
挿
入
を
要
す
る
。
逆
に

｢

於｣

字
は
重
複
と
な
り
、
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
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二
七
四

一
縁
談
極
候
娘
与
致
不
義
候
男
并
娘
共
切
殺
候
親

見
届
候
段
、
於
紛
無
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
無
搆

49

縁
談
極
候
娘
と
不
義
い
た
し
候
を
切
殺
候
も
の
之
事

一
縁
談
極
置
候
娘
と
不
義
い
た
し
候
男
并
娘
共
に
切
殺
候
親

見
届
候
段
、
無
紛
に
お
ゐ
て
ハ
、

無
搆

男
女
申
合
相
果
候
者
御
仕
置
之
事

一
不
儀
ニ
而
相
対
死
致
候
者

右
死
骸
取
捨
、
吊
申
間
敷
事

但
一
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ

下
手
人

一
双
方
共
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
三
日
晒
之
上
、

非
人
手
下

50

男
女
申
合
相
果
候
も
の
之
事

一
不
義
に
て
相
対
死
い
た
し
候
も
の

死
骸
取
捨
、

為
弔
申
間
敷
候

但
、
一
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
下
手
人

一
双
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、

三
日
晒

非
人
手
下



題
号
か
ら

｢

御
仕
置｣

の
語
句
削
除
さ
れ
る
。
一
項
、
死
骸
の
処
分
は
下
段
に
規
定
す
る
た
め
、｢

右｣

に
始
ま
る
本
史
料

の
規
定
の
配
列
の
修
正
が
必
要
と
な
る
。
従
っ
て

｢

右｣

字
不
要
。｢

吊｣

字
は
高
塩
史
料
も
採
る
が
、｢

弔｣

字
に
改
め
た

上
で
、
上
に

｢

為｣

字
を
挿
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
末
尾

｢

事｣

は
三
史
料
共
に
採
る

｢

候｣

字
に
改
め
ら
れ
る
。
二
項

｢

之
上｣
は
不
必
要
、
削
除
さ
れ
る
。

二
項

｢

可
被
致
事｣

は

｢

可
為
致｣

と
校
訂
さ
れ
る
。
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方
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一
異
本
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二
七
五

一
主
人
与
下
女
相
対
死
致
損
、
主
人
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
非
人
手
下

一
主
人
と
下
女
相
対
死
致
損
、
主
人
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
非
人
手
下

女
犯
之
僧
御
仕
置
之
事

一
寺
持
之
僧

遠
嶋

一
所
化
僧
之
類

晒
之
上
、
本
寺
触
頭
江
相
渡
、
寺
法
之
通
可
被
致
事

一
密
夫
之
僧

寺
持
・
所
化
僧
之
無
差
別

獄
門

51

女
犯
之
僧
御
仕
置
之
事

一
寺
持
之
僧

遠
嶋

一
所
化
僧
之
類

晒
之
上
、
本
寺
触
頭
江
相
渡
、

寺
法
之
通
可
為
致

一
密
夫
之
僧

寺
持
、
所
化
僧
之
無
差
別

獄
門

三
鳥
派
不
受
不
施
御
仕
置
之
事

一
三
鳥
派

不
受
不
施
類
之
法
を
勧
候
者

但
改
宗
可
致
由
申
候
共
、

遠
嶋

但
勧
候
者
俗
人
ニ
候
ハ
ヽ
、
可
致
相
続
子
者
、
改
宗
可
致

52

三
鳥
派

不
受
不
施(

御
欠
カ)

仕
置
之
事

可
致
改
宗
由
申
候
共
、

一
三
鳥
派

不
受
不
施
類
之
法
を
勧
候
も
の

遠
嶋

但
、
勧
メ
候
も
の
俗
人
に
候
ハ
ヽ
、
家
相
続
可
致
子
ハ
、
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二
七
六

由
申
候
共
、
所
払
、
其
外
妻
子
改
宗
可
致
旨
申
に
お
ゐ
て

ハ
無
搆

一
同
伝
法
を
受
、
其
上
勧
候
者
ニ
宿
致
候
者
、
改
宗
可
致
由
申

候
共
、

重
キ
追
放

一
同
伝
法
を
請
候
内
、
勧
候
者
之
住
所
等
世
話
致
候
者

可
致
改
宗
由
申
候
共

田
畑
取
上
所
払

一
同
勧
候
者
を
村
方
ニ
差
置
候
名
主
・
組
頭
ハ
、
役
儀
取
上

但
帰
依
致
候
ニ
於
て
ハ
、
可
致
改
宗
由
申
候
共

名
主
ハ
田
畑
取
上
軽
追
放

組
頭
ハ
田
畑
取
上
所
払

一
同
勧
候
者
者
不
致
住
居
候
共
、
大
勢
村
方
之
者

帰
依
致
候
を
不
存
ニ
お
ゐ
て

名
主

重
キ
過
料

組
頭

軽
キ
過
料

但
右
同
断

一
同
伝
法
を
請
候
者

遠
嶋

但
改
宗
致
候
、
自
今
右
之
宗
旨
持
間
敷
由
於
致
証
文
者

無
搆

可
致
改
宗
由
申
候
共
、
所
払
、
其
外
妻
子
可
致
改
宗
旨
申

に
お
ゐ
て
ハ
、
無
搆

一
同
伝
法
を
請
、
其
上
勧
メ
候

可
致
改
宗
由
申
候
共

も
の
之
宿
い
た
し
候
も
の

重
追
放

一
同
伝
法
を
請
候
内
、
勧
メ
候
も
の

右
同
断

之
住
所
等
世
話
い
た
し
候
も
の

田
畑
取
上
所
払

一
同
勧
メ
候
も
の
を
村
方
ニ
差
置
候
名
主
組
頭

役
儀
取
上

但
、
帰
依
い
た
し
候
に
お
ゐ
て
ハ
、
可
致
改
宗
由
申
候
共
、

名
主
ハ
田
畑
取
上
軽
追
放
、
組
頭
ハ
田
畑
取
上
所
払

一
同
勧
メ
候
も
の
ハ
不
致
住
居
候

名
主

共
、
大
勢
村
方
之
も
の
帰
依
い

重
過
料

た
し
候
を
不
存
ニ
お
ゐ
て

組
頭

軽
キ
過
料

但
、
右
同
断

一
同
伝
法
を
請
候
も
の

遠
嶋

但
、
致
改
宗
、
自
今
右
宗
旨
持
ツ
間
敷
旨
致
証
文
に
お
ゐ

て
ハ
、
無
搆



題
号
は
茎
田
史
料
と
同
様
に

｢

三
鳥
派
不
受
不
施｣

と
縦
一
列
に
記
す
が
、
科
条
類
典
所
引
寛
保
元
年
伺
な
ど
か
ら
、
藪
復

原
の
ご
と
く
双
行
で
記
す
よ
う
に
校
訂
さ
れ
る
。
一
項
以
下
、｢

可
致
…
…｣

又
は

｢

致
…
…｣

と
本
来
記
す
べ
き
箇
所
で

｢
…
…
可
致｣

｢

…
…
致｣

と
記
す
事
例
が
検
出
さ
れ
る
。
四
八
条
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
音
読
を
そ
の
ま
ま
漢
字
で
記
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
一
項
で
は

｢

但｣

字
が
相
並
ん
で
検
出
さ
れ
る
。
最
初
の

｢

但｣

字
は
削
除
の
上
、
そ
の
下
に
続
く
規
定

は

｢

遠
嶋｣
刑
の
肩
書
の
箇
所
に
配
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
来
の
但
書
と
な
る
箇
所
で
は

｢

可
致
相
続｣

と
記
し

(

直
上

に

｢

家｣

字
の
挿
入
が
必
要)

、
茎
田
・
高
塩
両
史
料
も
同
語
句
で
あ
る
が
、
藪
史
料
は

｢

家
相
続
可
致｣

と
す
る
異
同
が

検
出
さ
れ
、
復
元
に
問
題
を
残
す
。
二
項
で
は

｢

勧｣

は

｢

勧
メ｣

に

(

三
〜
五
項
も
同
様)

、｢

者
ニ｣

は

｢

者
之｣

に
訂

正
さ
れ
る
。
高
塩
史
料
で
は

｢

勧｣

字
だ
け
で
あ
る
。
な
お
茎
田
史
料
も

｢

重
キ
追
放｣

の
語
句
を
使
用
す
る
。
三
項
は
藪

史
料
で
は

｢

右
同
断｣

と
す
る
の
に
対
し
て

｢

可
致
改
宗
由
申
候
共｣

と
前
項
と
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
。
校
訂
す
べ
き
で

あ
る
。
四
項

｢

組
頭
ハ｣

の

｢

ハ｣
字
は
不
要
で
あ
る
。
五
項

｢

改
宗
致
候｣

と
四
字
目
を

｢

候｣

と
読
ん
だ
が
、
意
味
続

か
ず
、
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
ほ
か
に

｢
間
敷
由｣

は

｢

間
敷
旨｣

に
三
史
料
に
従
い
改
め
ら
れ
る
。
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二
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書
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異
本

875

二
七
七

新
規
之
神
事
仏
事
并
奇
怪
異
説
等
之
御
仕
置
之
事

一
新
規
之
神
事
仏
事
致
候
者出

家
社
人
ニ
候
ハ
ヽ

其
品
重
キ
ハ

所
払

其
品
軽
キ
ハ

逼
塞

53

新
規
之
神
事
仏
事
并
奇
怪
異
説
御
仕
置
之
事

一
新
規
之
神
事
仏
事
い
た
し
候
も
の

出
家
社
人
ニ
候
ハ
ヽ

其
品
重
キ
ハ

所
払

其
品
軽
キ
ハ

逼
塞



題
号
の
う
ち

｢

等
之｣
の
語
句
不
要
、
削
除
さ
れ
る
。
一
項

｢

出
家
…
…｣

と

｢

俗
人
…
…

｣

の
配
置
で
は
藪
史
料
と
一

致
す
る
が
、
科
条
類
典
寛
保
元
年
伺
に
対
す
る
懸
紙

(

禁
令
考
後
三
―
一
二
〇
頁)

で
は
一
字
下
ケ
に
な
っ
て
お
り
、
茎
田

・
高
塩
史
料
の
よ
う
に
同
じ
高
さ
に
配
置
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
を
残
す
。
二
項
で
は｢

人
集
致
候
者｣

の｢

者｣

字
、
但
書

｢

者
者
、｣

は
各

｢

宿｣

、｢

宿
之｣
に
校
訂
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た

｢

右
世
話｣

は

｢

同
世
話｣

に
修
正
さ
れ
る
。

寛
保
三
年
の
増
補
に
際
し
て

｢

通
例
之
死
と
不
相
見｣

の
文
言
は
紛
ら
わ
し
い
と
し
て
削
除
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
姿
を

残
す
の
で
、
寛
保
二
年
の
規
定
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お

｢
寺
院
者｣

の

｢

者｣

字
は
不
要
で
あ
る
。

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料
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二
七
八

俗
人
ニ
候
ハ
ヽ
過
料

一
寄
怪
異
説
申
触
、
人
集
致
候
ニ
お
ゐ
て
ハ

人
集
致
候
者

江
戸
払

発
起
致

申
触
候
頭
取
者

右
同
断

右
世
話
致
候
者
所
払

但
人
集
致
候
者
者
、
名
主
ハ
押
込
、
五
人
組
者
過
料
、
在

方
者
、
名
主
役
儀
取
上
、
組
頭
者
過
料

俗
人
ニ
候
ハ
ヽ
過
料

一
奇
怪
異
説
申
触
し
、
人
集
い
た
し
候
ニ
お
ゐ
て
ハ

人
集
い
た
し
候
宿

江
戸
払

発
起
い
た
し
申
触
候
頭
取

右
同
断

同
世
話
い
た
し
候
も
の

所
払

但
、
人
集
い
た
し
候
宿
之
名
主
押
込
、
五
人
組
過
料
、
在

方
ハ
名
主
役
儀
取
上
、
組
頭
過
料

変
死
之
者
を
内
証
ニ
而
葬
候
寺
院
御
仕
置
之
事

一
通
例
之
死
と
不
相
見
変
死
之
者
を
、
内
証
ニ
而
葬
候
寺
院
者

五
十
日
逼
塞

54

変
死
之
も
の
を
内
証
ニ
而
葬
候
寺
院
御
仕
置
之
事

一
通
例
之
死
と
不
相
見
変
死
之

五
十
日

も
の
を
内
証
ニ
而

葬
候
寺
院

逼
塞
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寛
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二
年
本
公
事
方
御
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一
異
本

877

二
七
九

三
笠
附
博
奕
打
候
者
取
除
無
尽
之
類
御
仕
置
之
事

一
三
笠
附
點
者
、
同
金
元
并
宿
、
博
奕
打
筒
取
并
宿
、

取
除
無
尽
頭
取
・
宿
共

遠
嶋

一
三
笠
附
句
拾
ひ
・
取
除
無
尽
之
札
売

家
財
取
上
非
人
手
下

一
取
除
無
尽
鬮
振
世
話
役

家
財
取
上
江
戸
払

一
三
笠
附
致
候
者
・
博
奕
打
候
者
・
取
除
無
尽
致
候
者

家
財
家
蔵
取
上
候
程
之
過
料

家
財
之
外
家
蔵
無
之
者
者
過
料
五
貫
文

三
貫
文

一
悪
賽
拵
候
者

入
墨
之
上
重
キ
敲

一
武
士
屋
敷
ニ
而
召
仕
博
奕
打
候
者

右
同
断

一
三
笠
附
點
者
、
金
元
并
宿
之
家
主
、
博
奕
宿
筒
取
致
候
者
之

家
主
、
并
取
除
無
尽
宿
并
頭
取
之
家
主

家
財
取
上
百
日
手
鎖

一
同
地
主
者

屋
敷
取
上
ケ

但
五
ケ
年
過
、
元
地
主
江
返
し
被
下
候
、
外
地
面
ニ
而

い

55

三
笠
附
博
奕
打
取
除
無
尽
御
仕
置
之
事

１

三
笠
附
點
者
同
金
元
并
宿

一
博
奕

(

打
欠
カ)

筒
取
并
宿

遠
嶋

取
除
無
尽
頭
取
并
宿

２
一
三
笠
附
句
拾
、
取
除
無
尽
札
売

家
財
取
上

非
人
手
下

３
一
取
除
無
尽
鬮
振
せ
わ
や
き

家
財
取
上

江
戸
払

４

三
笠
附
い
た
し
候
も
の

家
財
家
蔵
取
上
候
程
之
過
料
、

一
博
奕
打
候
も
の

家
蔵
無
之
も
の
ハ
五
貫
文
、

取
除
無
尽
い
た
し
候
も
の

或
三
貫
文
過
料

５
一
武
士
屋
敷
ニ
而
召
仕
博
奕
い
た
し
候
も
の

遠
嶋

６
一
悪
賽
拵
候
も
の

入
墨
之
上
重
敲

７
一
手
目
博
奕
打
候
も
の

遠
嶋

８

三
笠
附
點
者
金
元
并
宿
之
家
主

一
博
奕
宿
并
筒
取
致
候
も
の
之
家
主

家
財
取
上
百
日
手
鎖

取
除
無
尽
之
宿
并
頭
取
之
家
主

９
一
同
地
主

屋
鋪
取
上

但
、
五
ケ
年
過
、
元
地
主
江
返
し
被
下
之
、
外
に
て
い



法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

資

料

878

二
八
〇

た
し
候
者
之
地
主
者
、
三
ケ
年
ニ
而

返
し
被
下
候
事

附
其
日
稼
之
者
、
商
先
ニ
而

当
分
博
奕
并
致
筒
取
候
類
者
、

地
主
并
所
之
者
不
及
咎
ニ
事

一
三
笠
附
宿
、
博
奕
・
取
除
無
尽
宿
両
隣
并
五
人
組

家
財
取
上

但
在
方
者
、
組
頭
・
五
人
組
共
ニ

過
料

一
同
名
主
、
在
方
者

五
十
日
押
込
過
料

一
同
町
内

廿
日

戸
〆

一
軽
キ
賭
之
宝
引
よ
み
か
る
た
打
候
者

三
十
日
手
鎖

一
同
宿
致
候
者

三
貫
文
過
料

一
三
笠
附
点
者
・
同
金
元
并
宿
、
博
奕
打
筒
取
之
者
、
并
取
除

無
尽
頭
取
并
宿
を
訴
出
候
者
、
縱
同
類
た
り
と
い
ふ
と
も
、

其
咎
を
免
さ
れ

御
褒
美

銀
弍
枚

但
句
拾
ひ
・
札
売
等
訴
出
、
其
手
筋
ニ
而
右
之
者
召
捕
候

た
し
候
も
の
之
地
主
ハ
、
三
ケ
年
過
、
返
し
可
被
下

附
、
其
日
稼
之
も
の
、
商
先
ニ
而
当
分
博
奕
筒
取
い
た

し
候
類
ハ
、
地
主
并
所
之
も
の
共
不
及
咎

10

三
笠
附
宿

一
博
奕
打
宿

両
隣
并
五
人
組

家
財
取
上

取
除
無
尽
宿

但
、
在
方
ハ
組
頭
五
人
組
共
過
料

11
一
同
名
主

五
十
日
押
込

但
、
在
方
ハ
過
料

12
一
同
町
内

家
並

廿
日
戸
〆

向
側
小
間
ニ
応
し

過
料

13
一
軽
キ
掛
ケ
之
宝
引
よ
み
か
る
た
打
候
も
の
三
十
日
手
鎖

14
一
同
宿
い
た
し
候
も
の

三
貫
文
過
料

三
笠
附
点
者
同
金
元
并
宿

訴
出
候
も
の

15
一
博
奕
打
筒
取
并
宿

同
類
た
り
と
い
ふ
共
、

取
除
無
尽
頭
取
并
宿

其
科
を
被
免

御
褒
美

銀
弍
拾
枚



本
条
も
多
項
か
ら
成
る
の
で
、
藪
史
料
に
項
番
号
を
付
記
し
、
説
明
の
便
を
図
っ
た
。
題
号
で
は

｢

之
類｣

不
要
。
但
し
一

三
項
の

｢

宝
引｣

等
も
処
罰
す
る
規
定
が
含
ま
れ
る
の
で
、
意
図
的
に
挿
入
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か

｢

打
候
者｣

の
う
ち

｢
候
者｣

も
不
要
、
削
除
さ
れ
る
。
一
項
で
は

｢

宿
共｣

の

｢

共｣

字
不
要
。
な
お
高
塩
史
料
は
賭
博
行
為
三
種
を

そ
れ
ぞ
れ
一
ツ
書
き
と
す
る

(

二
・
四
項
も
同
様)

。
二
項
藪
史
料
に
は
存
し
な
い

｢

拾
ひ｣

の

｢

ひ｣

字
、｢

無
尽
之｣

の

｢

之｣

字
は
茎
田
史
料
に
も
見
出
さ
れ
る
。｢

之｣

字
は
高
塩
史
料
で
も
認
め
ら
れ
る
。
三
項
藪
史
料
等
は

｢

せ
わ
や
き｣

、

漢
字
に
当
て
る
な
ら
ば

｢
世
話
焼｣

と
な
り
、
本
史
料
の

｢

世
話
役｣

の

｢

役｣

字
は
校
訂
さ
れ
る
。
四
項
で
は

｢

家
財
之

外｣

は
家
財
は
勿
論
の
意
で
説
明
に
付
記
し
た
と
し
か
解
さ
れ
な
い
。
不
要
だ
が
、
意
図
的
挿
入
の
可
能
性
は
こ
こ
で
も
存

す
る
。
本
史
料
で
は

｢

過
料｣

の
下
に
細
字
で
双
行
に
額
を
記
載
し
た
た
め
、
結
果

｢

或
ハ｣

の
語
句
が
消
え
て
い
る
。
藪

史
料
に
従
っ
て

｢

五
貫
文
、
或
者
三
貫
文
過
料｣

に
校
訂
の
必
要
が
あ
る
。
五
・
六
項
の
本
史
料
は
混
乱
が
あ
る
。
配
列
が

先
ず
逆
転
す
る
以
外
に
本
来
五
項
の
刑
罰
を

｢
右
同
断｣

と
す
る
が
、｢

遠
嶋｣

の
誤
り
で
あ
る
。
七
項
は
本
史
料
で
は
欠

落
す
る
。
補
訂
す
る
必
要
が
あ
る
。
八
項
は

｢

博
奕
宿｣

の
後
に

｢

并｣

字
挿
入
、
逆
に

｢

并
取
除｣

の

｢

并｣

字
削
除
が

必
要
で
あ
る
。
九
項
で
は

｢

地
主
者｣

の

｢

者｣

字
不
要
、｢
被
下
候｣

は

｢

被
下
之｣

、
ま
た

｢

被
下
候
事｣

は

｢

可
被
下｣

で
良
い
。
そ
の
ほ
か

｢

博
奕
并｣

の

｢

并｣

字
、｢

ニ
事｣

は
不
要
で
あ
り
、｢

所
之
者｣

の
下
に
は

｢

共｣

字
の
挿
入
を
要

す
る
。
一
〇
項
で
は

｢

博
奕｣

の
下
に

｢

打
宿｣

の
語
句
の
挿
入
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
但
書
中

｢

共
ニ｣

の

｢

ニ｣

字
は

不
要
で
あ
る
。
一
一
項
は
ま
た
混
乱
が
あ
る
。
本
史
料
で
は

｢

同
名
主｣
の
下
に

｢

在
方
者｣

を
配
置
し
て
町
方
・
在
方
の

法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

879

二
八
一

ハ
ヽ
、
金
子
五
両
、
又
者
三
両
御
褒
美
可
被
下
事

但
、
句
拾
札
売
等
を
訴
出
、
其
手
筋
ニ
而

右
之
も
の
共

を
捕
候
ハ
ヽ
、
金
五
両
、
又
ハ
三
両
御
褒
美
可
被
下
事



区
別
無
く

｢

五
十
日
押
込
過
料｣

の
二
重
仕
置
の
刑
が
下
さ
れ
る
よ
う
に
記
す
が
、
名
主
は
五
十
日
押
込
、
在
方
は
但
書
の

中
で

｢

過
料｣

刑
が
下
さ
れ
る
配
置
で
あ
る
。
続
く
一
二
項
も

｢

家
並｣

の
語
句
が
抜
け
、
ま
た

｢

向
側
小
間
ニ
応
し

過

料｣

の
規
定
が
欠
落
す
る
。
補
う
必
要
が
あ
る
。
一
五
項
で
は

｢

并
取
除｣

の

｢

并｣

字
、｢

縱｣

字
不
要
、
削
除
す
べ
き

で
あ
る
。
逆
に
褒
美
の

｢

銀
弍
枚｣

は

｢

銀
弍
拾
枚｣

に
校
訂
す
べ
き
で
あ
る
。
但
書
で
は

｢

札
売
等｣

の
下
に

｢

を｣

字

の
挿
入
、｢
右
之
者
召
捕｣

は

｢

右
之
者
共
を
捕｣

に
修
正
を
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
す
る
。
ま
た

｢

金
子｣

は

｢

金｣

だ
け
で

良
い
。
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二
八
二

盗
賊
御
仕
置
之
事

一
人
を
殺
、
盗
致
候
者

引
廻
シ
之
上
獄
門

一
盗
ニ
入
刃
物
に
て
人
ニ
疵
付
候
者

右
盗
取
候
品
持
主
江
取
返
し
候
共

獄
門

一
盗
ニ
入
刃
物
ニ
而
も
無
之
外
之
品
ニ
而
人
ニ
疵
付
候
者

右
同
断
ニ
而
茂

死
罪

一
盗
可
致
と
徒
党
致
、
人
家
江
押
込
候
者

頭
取
ハ

獄
門

同
類
ハ

死
罪

一
家
内
江
忍
入
、
或
者
土
蔵
抔
破
り
候
類

56

盗
人
御
仕
置
之
事

１
一
都
而
盗
物
之
品
ハ
、
被
盗
取
候
も
の

(

江
欠
カ)

相
返
可

申
候
、
金
子
遣
捨
候
ハ
ヽ
、
可
為
損
失
、
勿
論
盗
物
取
戻

候
共
、
無
差
別
、
左
之
通
御
仕
置
可
申
付
事

２
一
人
を
殺
、
盗
致
候
も
の

引
廻
之
上
獄
門

３
一
盗
ニ
入
、
刃
物
ニ
而
人
ニ
疵
付
候
も
の

盗
物
持
主
江
取
返
候
共

獄
門

４
一
盗
ニ
入
、
刃
物
ニ
而
無
之
外
之
品
ニ
而
人
に
疵
付
候
も
の

盗
物
持
主

(

江
欠
カ)

取
返
候
共

死
罪

５
一
盗
可
致
と
徒
党
い
た
し
、
人
家
江
押
込
候
も
の
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二
八
三

金
高
雑
物
不
限
多
少

死
罪

但
忍
入
候
共
、
巧
候
儀
ニ
而
も
無
之
、
其
品
之
軽
キ
ハ

入
墨

之
上
重
キ
敲

一
盗
人
之
手
引
致
候
者

死
罪

一
片
輪
者
所
持
之
品
盗
取
候
者

右
同
断

一
追
剥
致
候
者

獄
門

一
追
落
致
候
者

死
罪

一
手
元
ニ
有
之
品
風
与
盗
取
候
類
者

金
高
ハ
拾
両
�
以
上

死
罪

雑
物
者
代
金
ニ
積
り
拾
両
以
上
者

但
金
子
拾
両
�
以
下

雑
物
ハ

入
墨
敲

代
金
ニ
積
り
拾
両
位
�
以
下
者

一
悪
党
者
与
乍
存
宿
致
候
者

死
罪

一
盗
取
候
品
売
払
ひ
遣
、
又
者
質
物
ニ
置
遣
ひ
配
分
致
候
者右

同
断

一
悪
党
者
与
乍
存
宿
を
致
、
又
者
五
七
日
ツ
ヽ
逗
留
為
致
候
者

重
キ
追
放

頭
取

獄
門

同
類

死
罪

６
一
家
内
江
忍
入
、
或
ハ
土
蔵
抔
破
り
候
類

金
高
雑
物
之
不
依
多
少

死
罪

但
、
忍
入
候
共
、
巧
候
儀
ニ
而
も
無
之
、
其
品
軽
キ
ハ
、

入
墨
之
上
重
敲

７
一
盗
人
之
手
引
致
候
も
の

死
罪

８
一
片
輪
も
の
所
持
之
品
を
盗
取
候
も
の

死
罪

９
一
追
剥
致
し
候
も
の

獄
門

10
一
追
落
い
た
し
候
も
の

死
罪

11
一
手
元
ニ
有
之
品
を
與
風
取
候
類

金
子
ハ
拾
両
よ
り
以
上
、
雑
物
ハ

代
金
ニ
積
拾
両
位
よ
り
以
上
ハ

死
罪

金
子
ハ
拾
両
よ
り
以
下
、
雑
物
ハ

代
金
ニ
積
拾
両
位
よ
り
以
下
ハ

入
墨
敲

12
一
悪
党
も
の
と
乍
存
宿
い
た
し
、
盗
物
売
払
遣
、

又
者
質
ニ
置
遣
し
配
分
取
候
も
の

死
罪
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二
八
四

但
悪
党
者
磔
ニ
被
行
候
ハ
ヽ
、
宿
致
候
者

死
罪

一
家
蔵
江
忍
入
盗
人
ニ
被
頼
、
盗
物
を
運
ひ
配
分
取
候
者

敲
之
上
軽
キ
追
放

一
御
林
之
竹
木
等
申
合
盗
賊
致
候
者頭

取

重
キ
追
放

頭
取
ニ
准
シ
候
者

中
追
放

同
類
者

過
料

一
軽
キ
盗
致
候
者

敲

一
一
旦
敲
ニ
成
候
者
、
軽
キ
盗
致
候
者

入
墨

一
途
中
ニ
而
小
盗
致
候
者

敲

一
橋
之
高
欄
又
者
武
士
屋
敷
鉄
物
等
は
つ
し
候
者

重
キ
敲

一
湯
屋
江
行
、
衣
類
等
着
替
候
者

敲

一
軽
キ
盗
人
之
宿
を
致
候
者

所
払

一
盗
人
与
乍
存
致
世
話
、
配
分
不
取
者

敲

一
盗
物
と
乍
存
預
り
候
者

右
ニ
同

右
之
二
ケ
条
、
其
品
之
重
キ
ハ
、
御
仕
置
臨
時
ニ
可
致
評

13
一
悪
党
も
の
と
乍
存
宿
致
し
、
又
ハ

五
七
日
ツ
ヽ
逗
留
為
仕
候
も
の

重
キ
追
放

但
、
悪
党
も
の
磔
ニ
被
行
候
ハ
ヽ
、
宿
致
候
も
の
、死

罪

14
一
家
蔵
江
忍
入
候
盗
人
ニ
被
頼
、

敲
之
上

盗
物
持
運
、
配
分
取
候
も
の

軽
追
放

但
、
配
分
不
取
候
ハ
ヽ
、
敲
之
上
所
払

15
一
御
林
之
竹
木
等
申
合
盗
伐
い
た
し
候
も
の

頭
取

重
追
放

頭
取
ニ
准
シ
候
も
の

中
追
放

同
類

過
料

16
一
軽
き
盗
致
候
も
の

敲

17
一
一
旦
敲
ニ
成
候
上
、
軽
キ
盗
い
た
し
候
も
の

入
墨

18
一
途
中
ニ
而
小
盗
致
し
候
も
の

敲

19
一
橋
之
高
欄
又
ハ
武
士
屋
敷
之
鉄
物
は
つ
し
候
も
の
重
ク
敲

20
一
湯
屋
江
参
、
衣
類
着
替
候
も
の

敲

21
一
軽
キ
盗
人
之
宿
を
い
た
し
候
も
の

所
払



本
条
も
多
項
か
ら
成
る
の
で
、
藪
史
料
に
項
番
号
を
付
記
し
、
説
明
の
便
を
図
っ
た
。
題
号
で
は
本
史
料
の

｢

盗
賊｣

は

｢

盗
人｣

に
訂
正
さ
れ
る
。
藪
復
元
１
は
禁
令
考
後
三
―
一
九
七
頁
所
引
寛
保
元
年
伺
に
対
す
る
御
下
知
に
基
づ
き
確
定
し

た
規
定
で
あ
る
が
、
棠
蔭
秘
鑑
所
収
五
十
六
条
一
項
に
配
置
さ
れ
て
い
る
規
定
と
同
文
で
あ
る
。
当
該
規
定
で
も
上
記
伺
に

検
出
さ
れ
る

｢

左
之
通｣

の
語
句
が
検
出
さ
れ
る
の
で
、
後
に
続
く
諸
項
に
適
用
さ
れ
る
と
し
て
冒
頭
に
配
置
さ
れ
た
と
推

察
さ
れ
る
。
既
に
茎
田
史
料
で
は
末
項
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
何
の
言
及
も
無
く
冒
頭
に
配
置
さ
れ
た

の
は
、
右
記
二
事
由
に
基
づ
く
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
茎
田
史
料
だ
け
で
な
く
、
本
史
料
・
高
塩
史
料
も
末
項

に
配
置
す
る
。
既
に
高
塩
氏
も｢『

公
裁
秘
録』

は
こ
の
規
定
を
同
条
末
尾
の
第
二
十
六
項
に
配
し
て
お
り
、『

秘
宝
政
用
集』

も
同
じ
く
同
条
末
尾
に
こ
の
規
定
が
存
す
る｣

故
に

｢

寛
保
二
年
、
寛
保
三
年
の
各

『

御
定
書』

で
は
、
第
五
十
六
条
の
末
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二
八
五

儀
事

一
陰
物
買

入
墨
之
上
敲

但
年
来
此
事
ニ
掛
り
候
者

死
罪

一
陰
物
と
乍
存
又
買
致
候
者

入
墨
之
上
敲

一
盗
物
与
者
不
存
候
得
共
、
出
所
不
相
糺
質
ニ
置
遣
候
者

過
料

一
都
而
盗
物
之
品
者
盗
取
候
者
江
相
返
可
申
候
、
金
子
を
遣
ひ

捨
候
ハ
ヽ
、
可
為
損
失
、
勿
論
盗
物
取
戻
し
候
共
、
無
差
別
、

右
之
通
ニ
御
仕
置
可
申
付
事

22
一
盗
物
と
乍
存
世
話
い
た
し
、
配
分
ハ
不
取
も
の

敲

23
一
盗
物
と
存
、
預
り
候
も
の

敲

右
三
ケ
条
、
其
品
重
キ
ハ
、
御
仕
置
、
臨
時
ニ
可
致
評
議
事

24
一
陰
物
買

入
墨
之
上
敲

但
、
年
来
此
事
ニ
か
ゝ
り
居
候
も
の
ハ
、
死
罪

25
一
陰
物
と
乍
存
、
又
買
い
た
し
候
も
の

入
墨
之
上
敲

26
一
盗
物
と
ハ
不
存
候
得
共
、
出
所

不
相
糺
、
質
ニ
置
遣
候
も
の

過
料



尾
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う｣

と
指
摘
す
る

(

上
掲
論
文
三
八
頁)

が
、
更
に
上
記
寛
保
元
年
伺
に
対
す
る
御
下
知
は
藪
史
料

二
六
項
に
な
る
規
定
の
後
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
寛
保
二
・
三
年
段
階
で
は
末
項
に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
延

享
元
年
六
月
の
伺
で
は

｢

盗
人
御
仕
置
之
五
ケ
条
目｣

と
し
て
藪
史
料
六
項
、
即
ち
藪
史
料
一
項
を
除
く
と
対
応
す
る
規
定

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
科
条
類
典
で
は
こ
の
間
の
変
遷
に
触
れ
る
史
料
を
そ
れ
以
上
明
記
す
る
こ
と
は
無
い
が
、
少
な
く
と

も
延
享
元
年
の
検
討
段
階
で
も
藪
史
料
一
項
は
冒
頭
に
配
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
敢
え
て
根
拠
ら

し
き
も
の
を
求
め
た
次
第
で
あ
る
。
藪
氏
は
配
列
の
問
題
で
は
茎
田
史
料
を
信
用
す
る
し
か
な
い
と
す
る

(

八
四
頁)

が
、

慎
重
な
検
討
に
不
足
の
あ
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
科
条
類
典
そ
の
も
の
の
校
訂
が
求
め
ら
れ
る
現
段
階
で
は
本
語
句
も

そ
の
対
象
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

以
下
、
藪
復
元
史
料
項
番
号
で
論
を
進
め
る
が
、
三
項
で
は

｢

右｣

字
不
要
。｢

盗
取
候
品｣

は

｢

盗
物｣

に
校
訂
さ
れ

る
が
、
茎
田
史
料
も

｢

盗
取
候
物｣
と
す
る
。
四
項
で
は

｢

ニ
而
も｣

の

｢

も｣

字
不
要
、｢

右
同
断
ニ
而
茂｣

を
藪
史
料
は

前
項
と
同
文
を
配
置
す
る
が
、
茎
田
・
高
塩
両
史
料
も

｢

右
同
断｣

と
し
て
お
り
、
条
文
段
階
で
は
藪
史
料
の
如
く
同
文
の

規
定
を
繰
り
返
し
て
い
た
か
疑
問
が
残
る
。
五
項
は

｢

頭
取
ハ｣

｢

同
類
ハ｣

の
各

｢

ハ｣

字
不
要
。
六
項
は

｢

金
高
…
…｣

の
配
置
を
変
更
し
た
上
で
、｢

雑
物｣

の
下
に

｢
之｣
字
の
挿
入
、｢

不
限｣

の

｢

不
依｣

へ
の
修
正
を
必
要
と
す
る
が
、
同

語
句
を
茎
田
史
料
も
採
る
。
但
書
で
は

｢

ニ
而｣

の
後
に

｢
も｣

字
の
挿
入
、
逆
に

｢

其
品
之｣

の

｢

之｣

字
の
削
除
を
要

す
る
。
こ
の
点
で
は
茎
田
史
料
は
藪
史
料
と
同
語
句
で
あ
る
。
ま
た
本
史
料
で
は

｢

入
墨
之
上｣

と
細
字
双
行
で
記
す
が
、｢

入

墨
之
上｣

の
表
記
で
良
い
。
八
項
で
は

｢

所
持
之
品｣

の
後
に

｢
を｣
字
の
挿
入
を
要
す
る
。
ま
た

｢

右
同
断｣

の
語
句
は
、

藪
史
料
で
は

｢

死
罪｣

と
表
記
す
る
が
、
茎
田
史
料
も

｢

右
同
断｣

を
採
る
。
一
一
項
は

｢

風
与｣

を
藪
史
料
は

｢

與
風｣
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と
す
る
が
、
茎
田
史
料
は

｢

風
と｣

と
す
る
。｢

類
者｣

の

｢

者｣

字
不
要
。｢

金
高｣

は

｢

金
子｣

に
修
正
、｢

拾
両｣

の

後
に

｢

位｣

字
の
挿
入
を
要
す
る
。
ま
た

｢

拾
両
以
下｣

の
上
の

｢

但｣

字
も
不
要
で
あ
る
。

一
二
項
を
本
史
料
は
二
つ
に
分
け
た
た
め
、｢

死
罪｣

・｢

右
同
断｣

と
並
記
す
る
、
他
史
料
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
混
乱

を
示
す
。
従
っ
て

｢

宿
致
候
者

死
罪｣

は

｢

宿
い
た
し｣

だ
け
で
良
く
、
二
ツ
目
の

｢

一｣

字
不
要
、｢

盗
取
候
品｣

は

｢

盗
物｣
に(
但
し
三
項
と
同
様
に
茎
田
史
料
も｢

盗
取
物｣

と
す
る)

、｢

質
物｣

は｢

質｣

に
、｢

配
分
致｣

は｢

配
分
取｣

に
各
校
訂
を
要
す
る
。
結
果

｢

右
同
断｣

の
箇
所
に

｢

死
罪｣

の
刑
罰
が
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
三
項
で
は

｢

逗
留

為
致｣

は

｢

逗
留
為
仕｣

に
修
正
さ
れ
る
。
一
四
項
で
は

｢

忍
入｣

の
後
に

｢

候｣

字
挿
入
の
ほ
か
、｢

盗
物
を
運
ひ｣

は

｢

盗
物
持
運｣

に
修
正
さ
れ
る
以
外
、
本
史
料
で
は
但
書
が
全
文
欠
落
す
る
。
補
訂
す
べ
き
で
あ
る
。
一
五
項
は

｢

盗
賊｣

を

｢

盗
伐｣

に
直
す
ほ
か
、｢
同
類
者｣

の

｢

者｣

字
は
不
要
で
あ
る
。
一
七
項
で
は

｢

成
候
者｣

と

｢

成
候
上｣

と
訂
正

さ
れ
る
。
一
九
項
で
は

｢

鉄
物
等｣
の

｢

等｣

字
不
要
で
あ
る
。
な
お

｢

重
キ
敲｣

を
藪
史
料
は

｢

重
ク
敲｣

と
す
る
。
茎

田
・
高
塩
両
史
料
も
採
る
よ
う
に

｢

重
キ
敲｣

と
す
る
の
が
正
し
い
。
二
〇
項
で
は

｢

湯
屋
ニ
行｣

は

｢

湯
屋
江
参｣

に
、

｢

衣
類
等｣

は

｢

衣
類｣

と
す
べ
き
で
あ
る
。

二
二
項
、
藪
史
料
で
は

｢

配
分
ハ｣

と

｢

ハ｣
字
を
含
む
が
、
茎
田
・
高
塩
両
史
料
も
無
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
二

三
項
で
は
茎
田
史
料
と
同
様
、
本
史
料
は

｢

乍
存｣

と
す
る
が
、
高
塩
史
料
と
同
じ
く
藪
史
料
で
は

｢

存｣

字
の
み
で
あ
る
。

科
条
類
典
史
料
に
従
い
、｢

と
存｣

に
留
め
て
お
く
。
そ
の
後
に
本
史
料
・
茎
田
史
料
は

｢

二
ケ
条｣

云
々
と
記
す

(

但
し

茎
田
史
料
で
は

｢

三｣

を
傍
書
す
る)

の
に
対
し
て
、
藪
史
料
で
は

｢
三
ケ
条｣

と
す
る
。
本
付
記
は
寛
保
三
年
段
階
で
は

削
除
さ
れ
て
お
り
、
高
塩
史
料
は
参
考
に
な
ら
な
い
。
科
条
類
典
で
は
確
か
に

｢

三
ケ
条｣

の
語
句
は
存
在
す
る

(

禁
令
考
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後
三
―
一
九
五
頁)

が
、
寛
保
元
年
六
月
に
伺
を
た
て
た
段
階
で
は
藪
復
元
二
二
項
の
直
前
は

｢

一
盗
物
と
乍
存
世
話
い
た

し
、
配
分
又
ハ
礼
銭
貰
候
も
の｣

と
の
規
定
が
原
案
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
恐
ら
く
翌
年
と
考
え
ら
れ
る
が
、
五
月
十

四
日
の
評
議
で
除
去
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
原
案
と
続
く
二
ケ
条
は
何
れ
も

｢

盗
物
と

(

乍)

存｣

世
話
、
ま
た
は

預
り
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
従
っ
て
本
来
の
原
案
段
階
で
は
上
記
三
条
を
以
て

｢

三
ケ
条｣

と
規
定
し
た
が
、
除

去
に
よ
っ
て

｢

二
ケ
条｣

に
改
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
事
実

｢

軽
キ
盗
人
之
宿
…
…｣

の
規
定
の
基
と
な
っ
た
事
件
の

内
容
は
、
長
滞
在
の
上
、｢

怪
敷｣

と

｢

心
付｣

な
が
ら
、
飯
料
と
し
て
米
銭
を
貰
っ
て
い
た
の
が
不
埒
故
、
所
払
の
刑
に

処
さ
れ
た
も
の
で
、
原
案
や
続
く
二
ケ
条
の

｢

敲
刑｣

と
は
異
な
っ
た
刑
が
科
さ
れ
て
い
る

(

禁
令
考
後
三
―
一
九
四
頁)

。

必
ず
し
も

｢

其
品
重
キ｣
の
条
件
が
入
る
余
地
は
無
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
除
去
さ
れ
た
原
案
を
除
く
二
二
・
二

三
項
で
以
て

｢

二
ケ
条｣

と
寛
保
二
年
段
階
で
は
規
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
二
四
項
で
は

｢

掛
り｣

の
下
に

｢

居｣

字
を
挿
入
す
べ
き
で
あ
る
。
二
五
項
・
二
六
項
で
は
藪
復
元
史
料
と
異
同
は
無
い
。
本
条
一
項
・
二
三
項
付
記
に
藪
復
元
に

は
問
題
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
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盗
物
質
取
、
又
者
買
取
候
者
御
仕
置
之
事

一
盗
物
と
不
存
、
証
人
取
之
、
如
通
例
之
質
ニ
取
、
吟
味
之
上
、

盗
物
之
訳
不
存
旨
相
決
候
ハ
ヽ
、
証
人
ニ
元
金
為
償
、
質
物

者
取
戻
し
、
盗
取
候
者
江
相
渡
可
申
候
事

但
証
人
も
御
仕
置
ニ
成
、
金
子
可
差
出
懸
り
無
之
候
ハ
ヽ
、

57

盗
物
質
ニ
取
又
ハ
買
取
候
も
の
御
仕
置
之
事

一
盗
物
と
不
存
、
証
人
取
之
、
如
通
例
質
ニ
取
、
吟
味
之
上
、

盗
物
之
儀
不
存
訳
ニ
決
候
ハ
ヽ
、
証
人
ニ
元
金
為
償
、
質
物

ハ
取
返
、
被
盗
候
も
の
江
相
渡
可
申
事

但
、
証
人
も
御
仕
置
ニ
成
、
金
子
可
差
出
懸
り
無
之
候
ハ
ヽ
、



法と政治 61巻 4号 (2011年 1月)

寛
保
二
年
本
公
事
方
御
定
書
の
一
異
本

887

二
八
九

質
屋
可
為
致
損
候
、
尤
証
人
無
之
、
或
者
無
念
之
質
取
方

ニ
候
ハ
ヽ
、
質
屋
江
為
致
損
金
、
其
上
咎
可
申
付
事

一
盗
物
と
不
存
、
反
物
其
外
買
取
候
者
者
、
其
色
品
を
相
改
取

返
し
、
被
盗
候
者
江
相
返
し
、
代
金
共
買
主
不
念
ニ
候
間
、

可
為
致
損
、
証
人
取
候
而
買
取
候
ハ
ヽ
、
証
人
�
代
金
買
主

江
為
相
渡
可
申
候
事

但
被
盗
候
色
品
有
所
不
相
知
、
代
金
盗
人
所
持
致
候
ハ
ヽ

取
上
候
而
、
被
盗
候
者
相
渡
可
申
候
、
盗
物
買
主
�
取
戻

し
候
上
、
代
金
盗
人
致
所
持
候
ハ
ヽ
、

公
儀
江
取
上
可
申
事

一
盗
物
を
買
取
、
売
払
候
節
者
、
売
先
段
々
相
糺
シ
、
代
金
を

以
為
買
戻
、
被
盗
候
者
江
為
相
返
、
盗
人
�
初
発
ニ
買
取
候

者
へ
損
金
可
申
付
候
事

但
売
先
不
相
知
候
ハ
ヽ
、
初
発
買
取
候
者
�
被
盗
候
者
江

代
金
ニ
而
為
償
可
申
候
事

一
紛
失
物
、
町
触
之
節
隠
置
候
者

家
財
取
上
江
戸
払

質
屋
可
為
致
損
金
候
、
尤
証
人
無
之
、
或
ハ
不
念
之
質
取

方
ニ
候
ハ
ヽ
、
質
屋
為
致
損
金
、
其
上
咎
可
申
付
事

一
盗
物
と
不
存
、
反
物
其
外
買
取
候
も
の
、
其
色
品
取
返
、
被

盗
候
も
の
江
相
返
、
代
金
ハ
買
主
不
念
候
間
、
可
為
致
損
金

候
、
証
人
取
候
而
買
取
候
ハ
ヽ
、
証
人
ニ
代
金
買
主
方
江
為

相
渡
可
申
候
事

但
、
被
盗
候
色
品
、
有
所
不
相
知
、
代
金
盗
人
致
所
持
候

ハ
ヽ
、
取
上
、
被
盗
候
も
の
江
相
渡
可
申
候
、
盗
物
買
主

よ
り
取
返
候
上
、
代
金
盗
人
致
所
持
候
ハ
ヽ
、
公
儀
江
取

上
可
申
事

一
盗
物
と
不
存
、
買
取
、
売
払
候
節
ハ
、
売
先
段
々
相
糺
、
代

金
を
以
買
戻
さ
せ
、
被
盗
候
も
の
江
為
相
返
、
盗
人
よ
り
初

発
買
取
候
も
の
之
損
金
ニ
可
申
付
事

但
、
売
先
不
相
知
候
ハ
ヽ
、
初
発
買
取
候
も
の
よ
り
被
盗

候
も
の
江
代
金
ニ
而
為
償
可
申
事

一
紛
失
も
の
、
町
触
之
節
隠
置
候
も
の

家
財
取
上

江
戸
払



題
号

｢

質
取｣

は

｢
質
ニ
取｣

に
修
正
さ
れ
る
が
、
茎
田
史
料
も
同
語
句
で
あ
る
。
一
項
で
は

｢

通
例
之
質｣

の

｢

之｣

字

不
要
だ
が
、
こ
れ
ま
た
茎
田
史
料
も

｢

之｣

字
は
存
す
る
。｢

盗
物
之
訳｣

は

｢

盗
物
之
儀｣

に
、｢

不
存
旨｣

は

｢

不
存
訳

ニ｣

に
、｢

相
決｣

は

｢

決｣
に
、｢

取
戻
し｣

は

｢

取
返｣

に
、
ま
た

｢

盗
取
候｣

は

｢

被
盗
候｣

へ
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
さ
れ

る
ほ
か
、｢

候｣

字
も
不
要
で
あ
る
。
但
書
で
は

｢

損｣

は

｢

損
金｣

に
、｢

無
念｣

は

｢

不
念｣

に
、｢

質
屋
江｣

は

｢

質

屋｣

に
修
正
さ
れ
る
。
二
項
で
は

｢

品
を
相
改
取
返
し｣

は

｢

品
取
返｣

に
、｢

代
金
共｣

は

｢

代
金
ハ｣

に
、｢

致
損｣

は

｢

致
損
金
候｣

に
、｢

証
人
�｣

は

｢

証
人
ニ｣
に
、｢

買
主｣

は

｢

買
主
方｣

に
修
正
さ
れ
る
。
但
書
で
は

｢

所
持
致｣

は

｢

致
所
持｣

に
、｢

取
上
候
而｣

は

｢

取
上｣

、｢

盗
候
者｣

は

｢

盗
候
者
江｣

に
、｢

取
戻｣

は

｢

取
返｣

に
正
さ
れ
る
。
三

項
で
は｢

盗
物
を
買
取｣

は｢

盗
物
と
不
存
、
買
取｣
に
、｢
初
発
ニ
買
取
候
者
へ｣

は｢

初
発
買
取
候
者
之｣

に
、｢

損
金｣

は

｢

損
金
ニ｣

に
、｢

可
申
付
候
事｣

は

｢

可
申
付
事｣

に
各
修
正
さ
れ
る
。
但
書
で
も

｢

可
申
候
事｣

は

｢

可
申
事｣

に

な
る
。
五
項
で
は

｢

商
物
ニ
致｣

は

｢

商
売
ニ
致｣

と
訂
正
さ
れ
る
。
六
項
で
は

｢

訴
不
出｣

は

｢

訴
出｣

に
、｢

品
取
上

候
而｣

に

｢

其
品
取
上｣

に
、｢

不
及
咎
ニ
候
事｣

は

｢

不
及
咎｣

に
各
訂
正
さ
れ
る
。
細
々
し
た
箇
所
で
異
同
が
検
出
さ
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一
組
合
之
定
有
之
商
物
、
組
合
ニ
不
入
商
物
ニ
致
候
者

商
物
取
上
過
料

一
一
人
両
判
、
或
者
証
人
無
之
質
物
を
取
候
者其

品
取
上
過
料

但
町
触
之
節
、
訴
不
出
ニ
於
て
ハ
、
品
取
上
候
而
不
及
咎

ニ
候
事

一
組
合
之
定
有
之
商
物
、
組
合
に
不
入
商
売
い
た
し
候
も
の

商
物
取
上

過
料

一
壱
人
両
判
、
或
証
人
無
之
質
物
を
取
候
も
の

其
品
取
上

過
料

但
、
町
触
之
節
訴
出
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
其
品
取
上
、
不
及
咎



れ
る
が
、
科
条
類
典
所
引
寛
保
二
年
伺
に
対
す
る
御
下
知

(

禁
令
考
後
三
―
二
六
五
頁)

で
寛
保
二
年
段
階
の
規
定
が
全
文

確
認
さ
れ
る
の
で
、
藪
復
元
史
料
に
従
う
。

以
上
、『
教
令
類
纂』

初
集
二
十
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢

御
定
書｣

に
つ
い
て
煩
雑
に
な
っ
た
が
、
茎
田
・
高
塩
両
史
料
を
も

参
酌
し
つ
つ
、
藪
復
元
史
料
と
の
異
同
の
有
無
の
対
比
を
中
心
に
検
討
を
繰
り
広
げ
て
き
た
。
そ
の
結
果

①
本
史
料
の
規
定
に
は

｢
公
事
方
御
定
書｣

に
関
係
の
あ
る
条
文
が
多
数
見
出
さ
れ
る
が
、
肩
書
の
記
載
が
無
い
こ
と
、
更
に
寛
保

三
年
に
増
修
さ
れ
た
際
に
他
条
に
移
行
す
る
一
八
条
・
二
重
御
仕
置
申
付
候
事
が
検
出
さ
れ
た
り
、
ま
た
八
箇
条
題
号
名
を
改
正

し
た
と
の
高
塩
博
氏
の
論
も
六
五
・
七
一
条
等
で
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
諸
点
で
寛
保
二
年
の
そ
れ
と
合
致
し
、
ま
た
寛
保
三
年
に

行
わ
れ
た
規
定
の
増
補
や
修
正
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
寛
保
二
年
始
め
て
編
纂
施
行
さ
れ
た

｢

公
事
方
御
定
書｣

の
一
写

本
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
茎
田
佳
寿
子
氏
紹
介
の

｢

秘
宝
政
用
集｣

に
続
く
第
二
の
写
本
の
紹
介
と
な
る
。

②
但
し
茎
田
氏
の
紹
介
後
、
藪
利
和
氏
は

｢

科
条
類
典｣

に
見
え
る
寛
保
二
年

｢

公
事
方
御
定
書｣

成
立
過
程
に
関
す
る
諸
史
料
を

基
礎
に
し
て
原
テ
キ
ス
ト
を
復
元
し
た
上
で
、
茎
田
史
料
の
記
載
に
対
し
て
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
本
史
料
の
検
出
に
よ
っ
て
、

逆
に
藪
復
元
史
料
に
問
題
は
無
い
の
か
再
検
討
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

③
そ
の
作
業
に
よ
り
、
藪
史
料
を
除
く
三
史
料
が
共
通
し
て
別
の
語
句
・
文
字
を
採
る
事
例
も
幾
つ
か
あ
り
、
茎
田
史
料
と
の
間
に

も
同
様
に
藪
史
料
と
異
な
る
字
句
の
一
層
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
藪
氏
の
復
元
は

｢

科
条
類
典｣

記
載
の
文
言
を

基
礎
に
す
る
が
、
氏
も
自
認
さ
れ
る
よ
う
に

『

徳
川
禁
令
考』

所
収
の

｢
科
条
類
典｣

の
み
に
依
拠
す
る
危
険
性
を
承
知
し
て
、

公
文
書
館
の
一
本
を
以
て
条
文
の
修
正
を
行
っ
た
と
す
る
が
、
行
間
補
記
等
を
眺
め
て
も
ど
の
箇
所
の
修
正
を
行
っ
た
か
推
測
な
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の
か
明
確
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
文
言
、
語
句
の
細
目
に
対
す
る
正
確
性
を
保
証
す
る
か
の
点
で
今
後
に
問
題
を
残
す
。
よ
り
良

い
｢

原
テ
キ
ス
ト｣

探
索
に
向
け
て
未
だ
課
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
僅
か
で
あ
る
が
一
助
の
役
で
も
果

た
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
検
討
を
進
め
て
い
っ
た
次
第
で
あ
る
。

但
し
本
史
料
は
余
り
に
も
多
く
の
点
で
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

①
先
ず
不
可
解
な
の
は
、
本
史
料
は
藪
復
元
史
料
六
三
か
ら
始
ま
り
、
七
四
ま
で
進
ん
だ
後
、
突
然
に
一
〇
に
移
り

(

一
一
は
題
号

も
無
い
、
ま
た
二
四
の
題
号
は
二
三
の
規
定
の
規
定
の
中
に
含
ま
れ
る)

三
三
の
途
中
ま
で
進
ん
だ
後
に
、
三
六
の
途
中
か
ら

(

四
五
・
四
九
も
題
号
が
無
い)

五
七
で
終
わ
る
配
列
を
採
る
。
結
果
的
に
一
〇
〜
三
三
・
三
六
〜
五
七
・
六
三
〜
七
四
の
規
定

に
留
ま
る
。
訴
訟
手
続
き
や
刑
罰
等
の
重
要
規
定
が
脱
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
配
列
を
採
っ
た
根
拠
は
思
い
浮
か

ば
ず
、
困
惑
す
る
次
第
で
あ
る
。
従
っ
て
高
塩
史
料
の
検
討
を
通
じ
て
、
冒
頭
に
藪
氏
か
ら
の
茎
田
史
料
へ
の
批
判
に
対
す
る
疑

問
を
掲
げ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
回
答
と
な
る
べ
き
条
文
が
本
史
料
で
は
記
入
さ
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

②
特
に
多
項
か
ら
な
る
条
文
に
混
乱
や
誤
字
が
顕
著
に
見
出
さ
れ
、
質
の
良
い
史
料
と
言
え
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
幾
つ
か
原
因

が
掴
め
た
事
例
は
説
明
を
加
え
た

(

三
三
・
借
金
銀
の
配
列
等)

が
、
そ
れ
に
し
て
も
多
す
ぎ
る
。
一
応
校
訂
し
て
細
字
で
追
記

し
た
箇
所
が
幾
つ
か
検
出
さ
れ
る
の
で
、
単
な
る
誤
写
の
問
題
で
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
原
因
と
し
て
思
い
つ
く
の
は
基
に

な
っ
た
史
料
自
体
の
質
の
悪
さ
以
外
に
、
本
史
料
の
筆
写
は
読
み
手
の
読
み
上
げ
を
書
き
手
が
記
載
し
て
い
っ
た
際
の
混
乱
に
そ

の
一
端
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。｢

御
定
書｣
で
は
犯
罪
構
成
要
件
に
属
す
べ
き
内
容
を
上
段
に
、
そ
の
刑
罰

・
処
分
な
ど
は
付
帯
す
る
条
件
を
右
横
に
掲
げ
て
下
段
に
配
置
し
、
但
書
は
そ
の
横
に
縦
書
で
記
載
す
る
方
式
が
多
数
見
出
さ
れ

る
。
こ
の
点
で
は
茎
田
史
料
・
高
塩
史
料
も
そ
の
方
針
が
貫
か
れ
て
い
る
が
、
本
史
料
も
当
初
こ
そ
そ
れ
に
従
う
が
、
次
第
に
但
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書
を
拵
え
、
そ
こ
に
付
帯
条
件
な
ど
を
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
を
拡
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
読
み
手
・
書
き
手
の
何
方
に
責

任
が
あ
る
の
か
不
明
だ
が
、
史
料
を
一
人
で
見
て
書
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
起
こ
り
え
な
い
混
乱
で
あ
ろ
う
。

③
た
だ
善
意
に
解
す
れ
ば
、
本
史
料
は
法
典
を
忠
実
に
転
写
す
る
よ
り
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
言
葉
を
添
え
た
り
、
言
葉
を
変
え

て
記
載
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
七
二
題
号

｢

相
手
理
不
尽
之
仕
形
ニ
而
下
手
人
ニ
不
成
御
仕
置
之
事｣

に

対
し
て
相
手
が
理
不
尽
で
あ
っ
て
も
切
り
殺
せ
ば
本
来

｢

下
手
人｣

刑
だ
が
、｢

但｣

し
以
下
の
条
件
が
あ
れ
ば

｢

中
追
放｣

と

す
る
規
定
に
改
め
て
い
る
。
結
果
的
に
但
書
が
二
つ
並
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、｢

御
定
書｣

の
文
章
が
簡
潔
す
ぎ
る
た
め
に
語
句
を

挟
ん
だ
り
、｢

但｣

字
を
挿
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
数
の
異
同
の
中
に
は
原
テ
キ
ス
ト
と
字
形
が
類
似
し
て
誤

読
・
誤
写
と
認
め
ら
れ
る
性
格
と
は
異
質
の
差
異
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
随
所
に
そ
の
よ
う
な
内
容
の
検
出

さ
れ
る
こ
と
は
各
条
の
校
訂
の
際
に
触
れ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
但
し
原
テ
キ
ス
ト
の
確
定
に
は
逆
に
阻
害
条
件
と
な
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

④
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
本
史
料
を

｢

教
令
類
纂｣

、
し
か
も
初
集
に
収
め
た
幕
府
御
先
手
頭
宮
崎
成
美
の
問
題
で

あ
る
。
正
徳
五
年
を
下
限
と
し
て
、
各
部
毎
に
幕
令
を
出
典
を
示
し
つ
つ
列
記
し
た
中
で
、
御
定
書
之
部
は
異
質
で
あ
る
。
二
十

五
は

｢

元
禄
御
法
式｣

と
副
題
さ
れ
、
石
井
良
助
氏
に
よ
れ
ば

｢

御
仕
置
裁
許
帳
に
見
え
る
判
決
を
材
料
と
し
て
同
書
之
順
序
に

従
ひ
、
当
時
の
刑
法
を
条
文
の
形
に
編
成
し
た
も
の｣

『

近
世
法
制
史
料
叢
書』

第
一

(

一
九
五
九
年
複
刊
本
に
よ
る)

で
、
編

纂
者
は
不
明
で
あ
り
、
出
典
も
明
記
し
な
い
問
題
を
残
す
が
、
初
集
に
収
め
て
よ
い
内
容
で
あ
る
。
だ
が
二
十
六
の
本
史
料
は
明

ら
か
に
寛
保
二
年
編
纂
で
あ
り
、
初
集
の
対
象
に
な
ら
な
い
時
期
の
書
物
で
あ
る
。
し
か
も
既
に
眺
め
て
き
た
如
く
極
め
て
質
の

悪
い
書
物
で
あ
る
。
そ
れ
を
承
知
で
出
典
も
明
記
せ
ず
収
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
彼
の
よ
う
に
父
の
遺
志
に
従
い
多
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様
な
法
制
史
料
に
接
し
て
編
纂
を
企
て
う
る
人
物
で
も
、｢

御
定
書｣

の

｢

秘
密
法
典｣

性
に
遮
ら
れ
て
接
す
る
機
会
が
無
か
っ

た
か
ら
こ
そ
、
本
史
料
の
評
価
に
対
し
て
誤
っ
た
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
々
と
疑
問
が
湧
い
て
く
る
が
、
今
の
所
解

決
の
方
向
性
を
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

⑤
今
回
の
三
本
と
の
校
合
は
本
史
料
掲
載
条
項
に
限
ら
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で

｢

原
テ
キ
ス
ト｣

と
し
て
ど
の
語
句
を
採
る
べ
き
か
、

ま
た
は
或
る
語
句
の
採
用
に
は
不
確
定
な
要
素
が
残
る
の
か
に
つ
い
て
触
れ
て
き
た
。
寛
保
二
年
本

｢

公
事
方
御
定
書｣

の
条
項

語
句
確
定
に
若
干
で
も
寄
与
し
て
お
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
た
だ
た
だ
第
三
の
写
本
の
出
現
を
願
っ
て
、
締
ま
り
の
な
い
検
討
を
終

え
る
こ
と
と
す
る
。
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